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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機自身に動作電力が供給されている場合に動作可能であり、所定の事象が発生して
いるか否かの監視制御を実行する第１監視制御手段と、
　所定の報知を実行可能な第１報知手段と、
　前記第１監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されたことに基づ
いて、予め定められた第１の報知を実行するように前記第１報知手段を制御する報知制御
手段と、
　前記第１監視制御手段及び前記報知制御手段とは別に設けられ、監視対象の事象が発生
しているか否かの監視制御を実行する第２監視制御手段と、
　少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に前記第２監視制御手段に動
作電力を供給する電断中用電源手段と、
　前記第１報知手段とは別に設けられた第２報知手段と、
を備え、
　前記第２監視制御手段は、
　遊技機自身に動作電力が供給されている場合及び遊技機自身に動作電力が供給されてい
ない場合の両方の状況において、監視対象の事象が発生しているか否かを監視する監視実
行手段と、
　当該監視実行手段において監視を行うことが可能な期間のうち、所定の監視期間の情報
を記憶する監視期間情報記憶手段と、
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　前記所定の監視期間において前記監視実行手段により前記監視対象の事象が発生してい
ると特定されたことに基づいて、要報知情報記憶手段に要報知情報を記憶させる要報知情
報記憶実行手段と、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、第２の報
知を実行するように前記第２報知手段を制御する報知実行手段と、
を備え、
　前記監視実行手段により監視される監視対象の事象は複数種類設定されており、
　前記要報知情報記憶実行手段は、前記複数種類設定された監視対象の事象のうち一部の
事象については前記所定の監視期間に発生した場合に当該事象に対応した情報を前記要報
知情報として前記要報知情報記憶手段に記憶させ、前記複数種類設定された監視対象の事
象のうち他の事象については前記所定の監視期間に発生した場合及び前記所定の監視期間
外に発生した場合のいずれにおいても当該事象に対応した情報を前記要報知情報として前
記要報知情報記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるスロットマシンとして、電源投入中にスロットマシン自身の動作に
ついて制御装置によって所定の事象が発生しているか否かの監視を行い、所定の監視結果
となった場合にはその旨の報知などを実行するものが知られている。かかる監視として、
例えば特許文献１には、遊技の開始に際して投入されたメダルを検知する機能を有するセ
レクタに対して不正行為が行われているか否かを、遊技を統括管理するメインの制御装置
において監視するとともに、不正行為が行われていることを認識した場合には異常報知を
実行する構成が開示されている。このように異常報知が実行されることで、遊技ホールの
管理者等は上記不正行為に対処することが可能となる。
【特許文献１】特開２００７－１９５９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ここで、上記例示等のような遊技機においては、遊技機自身への電力供給が遮断されて
いる状況における所定の事象の監視を良好に行うことが可能な構成が求められており、こ
の点について未だ改良の余地がある。
【０００４】
　なお、上記問題は、スロットマシンに限って発生するものではなく、他の遊技機にも同
様に発生するものである。
【０００５】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技機自身への電力供給
が遮断されている状況における所定の事象の監視を良好に行うことが可能な遊技機を提供
することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決すべく請求項１記載の発明は、遊技機自身に動作電力が供給されている
場合に動作可能であり、所定の事象が発生しているか否かの監視制御を実行する第１監視
制御手段と、
　所定の報知を実行可能な第１報知手段と、
　前記第１監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されたことに基づ
いて、予め定められた第１の報知を実行するように前記第１報知手段を制御する報知制御
手段と、
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　前記第１監視制御手段及び前記報知制御手段とは別に設けられ、監視対象の事象が発生
しているか否かの監視制御を実行する第２監視制御手段と、
　少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に前記第２監視制御手段に動
作電力を供給する電断中用電源手段と、
　前記第１報知手段とは別に設けられた第２報知手段と、
を備え、
　前記第２監視制御手段は、
　遊技機自身に動作電力が供給されている場合及び遊技機自身に動作電力が供給されてい
ない場合の両方の状況において、監視対象の事象が発生しているか否かを監視する監視実
行手段と、
　当該監視実行手段において監視を行うことが可能な期間のうち、所定の監視期間の情報
を記憶する監視期間情報記憶手段と、
　前記所定の監視期間において前記監視実行手段により前記監視対象の事象が発生してい
ると特定されたことに基づいて、要報知情報記憶手段に要報知情報を記憶させる要報知情
報記憶実行手段と、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、第２の報
知を実行するように前記第２報知手段を制御する報知実行手段と、
を備え、
　前記監視実行手段により監視される監視対象の事象は複数種類設定されており、
　前記要報知情報記憶実行手段は、前記複数種類設定された監視対象の事象のうち一部の
事象については前記所定の監視期間に発生した場合に当該事象に対応した情報を前記要報
知情報として前記要報知情報記憶手段に記憶させ、前記複数種類設定された監視対象の事
象のうち他の事象については前記所定の監視期間に発生した場合及び前記所定の監視期間
外に発生した場合のいずれにおいても当該事象に対応した情報を前記要報知情報として前
記要報知情報記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技機自身への電力供給が遮断されている状況における所定の事象の
監視を良好に行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　＜第１の実施の形態＞
　以下、遊技機の一種である回胴式遊技機、具体的にはスロットマシンに適用した場合の
一実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はスロットマシン１０の斜視図、
図２はスロットマシン１０の前面扉１２を開いた状態の斜視図、図３は前面扉１２の背面
図、図４は筐体１１の正面図である。
【０００９】
　図１等に示すように、スロットマシン１０は、その外殻を形成する筐体１１を備えてい
る。筐体１１は、木製板状に形成された天板１１ａ、底板１１ｂ、背板１１ｃ、左側板１
１ｄ及び右側板１１ｅからなり、隣接する各板１１ａ～１１ｅが接着等の固定手段によっ
て固定されることにより、全体として前面を開放した箱状に形成されている。なお、各板
１１ａ～１１ｅは木製のパネルによって構成する以外に、合成樹脂製パネル又は金属製パ
ネルによって構成してもよいし、合成樹脂材料又は金属材料によって一体の箱状に形成す
ることによって構成してもよい。以上のように構成された筐体１１は、遊技ホールへの設
置の際にいわゆる島設備に対し釘を打ち付ける等して取り付けられる。
【００１０】
　筐体１１の前面側には、前面開閉扉としての前面扉１２が開閉可能に取り付けられてい
る。前面扉１２は、左右の一方の側部において上下方向へ延びる開閉軸線を中心として回
動可能に支持され、その回動によって筐体１１の前面開口部側を開放又は閉鎖することが
できるように構成されている。
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【００１１】
　前面扉１２は、その裏面に設けられた施錠装置１３によって開放不能な施錠状態とされ
る。また、前面扉１２の右端側上部には解錠操作部たるキーシリンダ１４が設けられてい
る。キーシリンダ１４は施錠装置１３と一体化されており、キーシリンダ１４に対する所
定のキー操作によって前記施錠状態が解除されるように構成されている。
【００１２】
　ここで、本スロットマシン１０は、前面扉１２が開放状態又は閉鎖状態のいずれである
かを検出するための扉監視スイッチ１５，１６を備えている。
【００１３】
　扉監視スイッチ１５，１６は、筐体１１の前面開口部の周縁に設けられており、電入中
用扉監視スイッチ１５と電断中用扉監視スイッチ１６とからなる。電入中用扉監視スイッ
チ１５は、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されている状況において前面扉１２
の開放を監視する機能を有しており、後述する主制御装置７１と電気的に接続されている
。一方、電断中用扉監視スイッチ１６は、前面扉１２の開放を２４時間常に監視する機能
を有しており、後述する副制御装置８１と電気的に接続されている。
【００１４】
　これら扉監視スイッチ１５，１６における検出の構成について詳細には、筐体１１の前
面開口部から出没可能なピンを有しており、筐体１１に対して前面扉１２を閉鎖した状態
ではピンが押し込まれて前面扉１２の閉鎖が検出され、筐体１１に対して前面扉１２を開
放した状態ではピンが突出位置に戻って前面扉１２の開放が検出されるようになっている
。そして、前面扉１２が開放状態の場合には接続対象の制御装置７１，８１との間の信号
経路が遮断状態となることで当該制御装置７１，８１において扉閉鎖信号を受け取ること
が不可となり、前面扉１２が閉鎖状態の場合には接続対象の制御装置７１，８１との間の
信号経路が導通状態となることで当該制御装置７１，８１において扉閉鎖信号を受け取る
ことが可能となる。
【００１５】
　なお、扉監視用検出手段は、上記扉監視スイッチ１５，１６に限定されることはなく、
周知のセンサを用いてもよく、また前面扉１２が開放状態の場合にＨＩレベル信号又はＬ
ＯＷレベル信号の一方を出力し、閉鎖状態の場合に他方を出力する構成としてもよい。
【００１６】
　前面扉１２の中央部上寄りには、遊技者に遊技状態を報知する遊技パネル２０が設けら
れている。遊技パネル２０には、縦長の３つの表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃが横並び
となるように形成されている。表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃは透明又は半透明な材質
により構成されており、各表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃを通じてスロットマシン１０
の内部が視認可能な状態となっている。なお、各表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃを１つ
にまとめて共通の表示窓としてもよい。
【００１７】
　図２に示すように、筐体１１は仕切り板２２によりその内部が上下２分割されており、
仕切り板２２の上部には、可変表示手段を構成するリールユニット２３が取り付けられて
いる。リールユニット２３は、周回体としてのリールを複数備えている。具体的には、円
筒状（円環状）にそれぞれ形成された左リール２３ａ，中リール２３ｂ，右リール２３ｃ
を備えている。なお、各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃは少なくとも無端状ベルトとして
構成されていればよく、円筒状（円環状）に限定されるものではない。
【００１８】
　各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃは、その中心軸線が当該リールの回転軸線となるよう
に回転可能に支持されている。各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃの回転軸線は略水平方向
に延びる同一軸線上に配設され、それぞれのリール２３ａ，２３ｂ，２３ｃが各表示窓部
２１ａ，２１ｂ，２１ｃと１対１で対応している。また、各リール２３ａ，２３ｂ，２３
ｃの表面には、その周回方向に複数個、具体的には２１個の図柄が描かれている。各リー
ル２３ａ，２３ｂ，２３ｃの表面の一部はそれぞれ対応する表示窓部２１ａ，２１ｂ，２
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１ｃを通じて視認可能な状態となっている。
【００１９】
　ちなみに、これら各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃは、それぞれがステッピングモータ
に連結されており、各ステッピングモータの駆動により各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃ
が個別に回転駆動し得る構成となっている。この場合、各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃ
に対してはそれぞれリールインデックスセンサが設けられており、当該センサとステッピ
ングモータへの駆動信号の出力数によって各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃの回転位置が
把握される構成となっている。
【００２０】
　各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃに付されている図柄として、再遊技図柄、「ベル」図
柄や「スイカ」図柄といった小役図柄、「７」図柄といった当たり図柄がある。各表示窓
部２１ａ，２１ｂ，２１ｃを介してスロットマシン１０前方から視認可能な領域には、複
数の有効ラインが設定されており、これらのうちのいずれかの有効ライン上に再遊技図柄
の組み合わせが停止することにより、再遊技入賞としてベット操作を要することなく次回
の遊技を開始することができ、所定の小役図柄又は所定の小役図柄の組み合わせが停止す
ることにより、小役入賞として所定数のメダルの払出が発生し、当たり図柄の組み合わせ
が停止することにより、移行入賞として遊技者にとって有利な当たり状態（特別遊技状態
）に遊技状態が移行する。
【００２１】
　なお、リールユニット２３の各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃは識別情報を可変表示す
る可変表示手段の一例であり、主表示部を構成する。但し、可変表示手段は、図柄を周方
向に可変表示する構成であれば、これ以外の構成であってもよい。例えば、機械的なリー
ル構成に代えて、液晶表示器、ドットマトリックス表示器等の電気的表示により識別情報
を可変表示させるものを設けてもよい。
【００２２】
　遊技パネル２０の下方左側には、図１に示すように、各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃ
を一斉（同時である必要はない）に回転開始させるために操作されるスタートレバー２４
が設けられている。スタートレバー２４は、遊技者がゲームを開始するときに手で押し操
作するレバーであり、手が離れたあと元の位置に自動復帰する。メダルが投入されている
ときにこのスタートレバー２４が操作されると、各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃが一斉
に回転を始め、一の遊技回が開始される。
【００２３】
　スタートレバー２４の右側には、回転している各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃを個別
に停止させるために操作されるボタン状のストップスイッチ２５ａ，２５ｂ，２５ｃが設
けられている。各ストップスイッチ２５ａ，２５ｂ，２５ｃは停止対象となるリール２３
ａ，２３ｂ，２３ｃに対応する表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃの直下にそれぞれ配置さ
れている。
【００２４】
　表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃの下方右側には、遊技媒体としてのメダルを投入する
ための媒体投入部としてのメダル投入口２６が設けられている。メダル投入口２６から投
入されたメダルは、前面扉１２の背面に設けられた通路切換手段としてのセレクタ３１に
よって貯留用通路３２又は排出用通路３３のいずれかへ導かれる。すなわち、セレクタ３
１にはメダル通路切換ソレノイド３４が設けられ、そのメダル通路切換ソレノイド３４の
非励磁時には排出用通路３３側とされ、励磁時には貯留用通路３２側に切り換えられるよ
うになっている。貯留用通路３２に導かれたメダルは、筐体１１の内部に収納されたホッ
パ装置４１へと導かれる。この貯留用通路３２に導かれるメダルは、セレクタ３１に設け
られた投入メダル検出センサにより検出される。一方、排出用通路３３に導かれたメダル
は、前面扉１２の前面下部に設けられたメダル排出口３５からメダル受け皿３６へと導か
れ、遊技者に返還される。
【００２５】
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　ここで、セレクタ３１は、図３に示すように、ネジ３７を用いて着脱自在な状態で設け
られている。当該構成において、セレクタ３１が予め定められた設置箇所に配置されてい
るか否かを検出するためのセレクタ監視スイッチ３８が設けられている。
【００２６】
　セレクタ監視スイッチ３８は、前面扉１２の裏面部１２ａとセレクタ３１との間に設け
られている。セレクタ監視スイッチ３８は、設置箇所からのセレクタ３１の取り外し方向
への移動を２４時間常に監視する機能を有しており、副制御装置８１と電気的に接続され
ている。
【００２７】
　セレクタ監視スイッチ３８における検出の構成について詳細には、セレクタ３１の設置
箇所に対して出没可能なピンを有しており、設置箇所にセレクタ３１が配置されている状
態ではピンが押し込まれてセレクタ３１の存在が検出され、設置箇所からセレクタ３１が
取り外し方向に移動した場合にはピンが突出位置に戻ってセレクタ３１の移動が検出され
るようになっている。そして、セレクタ３１が取り外し状態の場合には副制御装置８１と
の間の信号経路が遮断状態となることで当該副制御装置８１においてセレクタ検出信号を
受け取ることが不可となり、セレクタ３１が設置状態の場合には副制御装置８１との間の
信号経路が導通状態となることで当該副制御装置８１においてセレクタ検出信号を受け取
ることが可能となる。
【００２８】
　なお、セレクタ監視用検出手段は、上記セレクタ監視スイッチ３８に限定されることは
なく、周知のセンサを用いてもよく、またセレクタ３１が取り外された状態の場合にＨＩ
レベル信号又はＬＯＷレベル信号の一方を出力し、設置状態の場合に他方を出力する構成
としてもよい。また、前面扉１２の裏面部１２ａにセレクタ取付用ベース部材を設け、セ
レクタ３１は当該ベース部材にワンタッチで着脱自在とする構成としてもよい。この場合
、セレクタ監視スイッチ３８は、セレクタ３１とセレクタ取付用ベース部材との間に設置
される。
【００２９】
　メダルを遊技者に付与する払出手段としてのホッパ装置４１は、図４に示すように、メ
ダルを貯留する貯留タンク４２と、メダルを遊技者に払い出す払出装置４３とより構成さ
れている。払出装置４３は、図示しないメダル払出用回転板を回転させることにより、排
出用通路３３の中央右部に設けられた開口４４へメダルを排出し（図３参照）、排出用通
路３３を介してメダル受け皿３６へメダルを払い出すようになっている。
【００３０】
　ここで、ホッパ装置４１は、筐体１１の底板１１ｂ上において設置箇所からスロットマ
シン１０の前方に向けてスライド移動させることにより取り外し可能であるとともに、設
置に際しては上記取り外しのときとは逆方向にスライド移動させることで設置箇所に保持
される構成となっている。当該構成において、ホッパ装置４１が予め定められた設置箇所
に配置されているか否かを検出するためのホッパ監視スイッチ４５が設けられている。
【００３１】
　ホッパ監視スイッチ４５は、筐体１１の背板１１ｃとホッパ装置４１との間に設けられ
ている。ホッパ監視スイッチ４５は、設置箇所からのホッパ装置４１の取り外し方向への
移動を２４時間常に監視する機能を有しており、副制御装置８１と電気的に接続されてい
る。
【００３２】
　ホッパ監視スイッチ４５における検出の構成について詳細には、ホッパ装置４１の設置
箇所に対して出没可能なピンを有しており、設置箇所にホッパ装置４１が配置されている
状態ではピンが押し込まれてホッパ装置４１の存在が検出され、設置箇所からホッパ装置
４１が取り外し方向に移動した場合にはピンが突出位置に戻ってホッパ装置４１の移動が
検出されるようになっている。そして、ホッパ装置４１が取り外し状態の場合には副制御
装置８１との間の信号経路が遮断状態となることで当該副制御装置８１においてホッパ検
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出信号を受け取ることが不可となり、ホッパ装置４１が設置状態の場合には副制御装置８
１との間の信号経路が導通状態となることで当該副制御装置８１においてホッパ検出信号
を受け取ることが可能となる。
【００３３】
　なお、ホッパ監視用検出手段は、上記ホッパ監視スイッチ４５に限定されることはなく
、周知のセンサを用いてもよく、またホッパ装置４１が取り外された状態の場合にＨＩレ
ベル信号又はＬＯＷレベル信号の一方を出力し、設置状態の場合に他方を出力する構成と
してもよい。
【００３４】
　スタートレバー２４の左側には、図１に示すように、ボタン状の精算スイッチ５１が設
けられている。すなわち、本スロットマシン１０では、所定の最大値（メダル５０枚分）
となるまでの余剰の投入メダルや入賞時の獲得メダルを仮想メダル（仮想遊技媒体）とし
て貯留記憶するクレジット機能を有しており、仮想メダルが貯留記憶されている状態で精
算スイッチ５１が押下操作されることで、仮想メダルが現実のメダルとして払い出される
。この場合、クレジットされた仮想メダルを現実のメダルとして払い出すという機能に着
目すれば、精算スイッチ５１は貯留記憶された遊技価値を実際に払い出すための精算操作
手段を構成するものともいえる。
【００３５】
　表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃの下方左側には、貯留記憶されている仮想遊技媒体と
しての仮想メダルを一度に３枚投入するためのボタン状の第１クレジット投入スイッチ５
２が設けられている。また、第１クレジット投入スイッチ５２の左方には、第２クレジッ
ト投入スイッチ５３及び第３クレジット投入スイッチ５４が設けられている。第２クレジ
ット投入スイッチ５３はクレジットされた仮想メダルを一度に２枚投入するためのもので
あり、第３クレジット投入スイッチ５４は仮想メダルを１枚投入するためのものである。
【００３６】
　遊技パネル２０の表示窓部２１ａ，２１ｂ，２１ｃの下方には、貯留記憶された仮想メ
ダル数を表示するクレジット表示部５５と、ＢＢゲームが終了するまでに払い出される残
りのメダル数を表示する残払出枚数表示部５６と、入賞時に獲得したメダルの枚数を表示
する獲得枚数表示部５７とがそれぞれ設けられている。これら表示部５５～５７は７セグ
メント表示器によって構成されているが、液晶表示器等によって代替することは当然可能
である。
【００３７】
　ここで、メダルがベットされる手順について説明する。遊技の開始時にメダル投入口２
６からメダルが投入されるとベットとなる。
【００３８】
　すなわち、１枚目のメダルがメダル投入口２６に投入されるとベット数が「１」となり
、２枚目のメダルがメダル投入口２６に投入されるとベット数が「２」となり、３枚目の
メダルがメダル投入口２６に投入されると、ベット数が「３」となる。また、４枚以上の
メダルがメダル投入口２６に投入されると、３枚を超える余剰メダルは、そのときに貯留
記憶されている仮想メダルが５０枚未満であれば、スロットマシン１０内部に貯留される
と共にクレジット表示部５５の仮想メダル数が加算表示される。一方、仮想メダル数が５
０枚のとき又は５０枚に達したときには、セレクタ３１により貯留用通路３２から排出用
通路３３への切換がなされ、メダル排出口３５からメダル受け皿３６へと余剰メダルが返
却される。
【００３９】
　また、クレジット表示部５５に貯留枚数が表示されている場合には、第１～第３クレジ
ット投入スイッチ５２～５４のいずれかが押された際にも仮想メダルが投入されたことと
なりベットとなる。第３クレジット投入スイッチ５４が押された際には、仮想メダルが１
枚投入されたこととしてクレジット表示部５５に表示されている数値が１減算されるとと
もにベット数が「１」となり、第２クレジット投入スイッチ５３が押された際には、仮想
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メダルが２枚投入されたこととしてクレジット表示部５５に表示されている数値が２減算
されるとともにベット数が「２」となり、第１クレジット投入スイッチ５２が押された際
には、仮想メダルが３枚投入されたこととしてクレジット表示部５５に表示されている数
値が３減算されるとともにベット数が「３」となる。
【００４０】
　なお、本スロットマシン１０では、当否抽選における所定の当選役（例えば、当たり当
選役）の当選確率がベット数が多くなるほど高くなるよう構成されているとともに、有効
ラインの数や入賞時の払出数はベット数に依存しないよう構成されているが、これに限定
されることはなく、当選確率が依存しない構成としてもよく、有効ラインの数又は払出数
の少なくとも一方がベット数に依存して変動する構成としてもよい。
【００４１】
　前面扉１２の上部には、図１に示すように、遊技の進行に伴い点灯したり点滅したりす
る発光部６１と、遊技の進行に伴い種々の効果音を鳴らしたり、遊技者に遊技状態を報知
したりする左右一対のスピーカ部６２と、表示画面における画像の表示により、遊技者に
各種情報を与えるとともに遊技の進行に伴って各種表示演出を実行する演出用表示装置６
３とが設けられている。演出用表示装置６３は、表示内容の多様化及び表示演出の重厚化
を意図して液晶表示器によって構成されているが、ドットマトリックス表示器等の他の表
示器を使用してもよい。
【００４２】
　筐体１１の内部においてホッパ装置４１の左方には、図２に示すように、電源ボックス
６４が設けられている。電源ボックス６４は、電源スイッチ６５やリセットスイッチ６６
などを備えている。電源スイッチ６５は、主制御装置７１を始めとする各部に電源を供給
するための起動スイッチである。リセットスイッチ６６は、スロットマシン１０の所定の
異常状態をリセットするためのスイッチである。
【００４３】
　リールユニット２３の上方には、図４に示すように、主制御装置７１が設けられている
。主制御装置７１は、台座７２を介して筐体１１の背板１１ｃに固定されているが、固定
箇所はここに限定されない。主制御装置７１は、主制御基板を具備しており、当該主制御
基板が透明樹脂材料等よりなる被包手段としての基板ボックス７３に収容されて構成され
ている。基板ボックス７３は、略直方体形状のボックスベースと該ボックスベースの開口
部を覆うボックスカバーとを備えている。これらボックスベースとボックスカバーとは封
印手段としての封印ユニットによって開封不能に連結され、これにより基板ボックスが封
印されている。
【００４４】
　主制御装置７１の基板ボックス７３には、当該基板ボックス７３外部からの設定キーの
挿入を可能とした状態で設定キー挿入部７４が設けられている。本スロットマシン１０で
は当否抽選における所定の役の当選確率が予め複数段階設定されており、遊技ホールの管
理者等が設定キーを設定キー挿入部７４へ挿入して当該設定キーをＯＮ側に向けて回動操
作することにより、当該当選確率を上記複数段階のうち所定の段階に設定することが可能
な状態となる。
【００４５】
　ここで、主制御装置７１は、台座７２に対して係合部材７５を介して固定されており、
当該係合部材７５の係合状態を解除することで当該台座７２から取り外し可能であるとと
もに、再度係合させることにより台座７２に固定させることができる構成となっている。
換言すれば、主制御装置７１は、台座７２に対して着脱自在な状態で設けられている。当
該構成において、主制御装置７１が予め定められた設置箇所に配置されているか否かを検
出するための主制御装置監視スイッチ７６を備えている。
【００４６】
　主制御装置監視スイッチ７６は、台座７２と主制御装置７１との間に設けられている。
主制御装置監視スイッチ７６は、台座７２からの主制御装置７１の取り外し方向への移動
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を２４時間常に監視する機能を有しており、副制御装置８１と電気的に接続されている。
【００４７】
　主制御装置監視スイッチ７６における検出の構成について詳細には、台座７２の表面か
ら出没可能なピンを有しており、台座７２に主制御装置７１が配置されている状態ではピ
ンが押し込まれて主制御装置７１の存在が検出され、台座７２から主制御装置７１が取り
外し方向に移動した場合にはピンが突出位置に戻って主制御装置７１の移動が検出される
ようになっている。そして、主制御装置７１が取り外し状態の場合には副制御装置８１と
の間の信号経路が遮断状態となることで当該副制御装置８１において主制御装置検出信号
を受け取ることが不可となり、主制御装置７１が設置状態の場合には副制御装置８１との
間の信号経路が導通状態となることで当該副制御装置８１において主制御装置検出信号を
受け取ることが可能となる。
【００４８】
　なお、主制御装置監視用検出手段は、上記主制御装置監視スイッチ７６に限定されるこ
とはなく、周知のセンサを用いてもよく、また主制御装置７１が取り外された状態の場合
にＨＩレベル信号又はＬＯＷレベル信号の一方を出力し、設置状態の場合に他方を出力す
る構成としてもよい。
【００４９】
　＜副制御装置８１の構成＞
　主制御装置７１及びリールユニット２３の横方には、副制御装置８１が設けられている
。副制御装置８１の構成について図５及び図６を用いて詳細に説明する。図５は副制御装
置８１の構成を示す斜視図、図６は副制御装置８１の構成を示す分解斜視図である。
【００５０】
　図６に示すように、副制御装置８１は、副制御基板８２と、監視制御基板８３と、基板
ボックス８４と、を備えており、当該基板ボックス８４内に副制御基板８２及び監視制御
基板８３が収容されている。
【００５１】
　副制御基板８２には、発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３において所
定の報知や遊技状況に応じた演出を実行するための素子としてＭＰＵ８５が搭載されてい
る。また、副制御基板８２には、ＭＰＵ８５以外にも、入出力ドライバ用ＩＣチップ８６
が搭載されているとともに、コンデンサからなる電断中用電源部８７が搭載されており、
さらには複数のコネクタ８８が搭載されている。なお、副制御基板８２には、上記各部材
の他にも、抵抗などの各種素子が搭載されているとともに、配線パターンが形成されてい
る。
【００５２】
　副制御基板８２においてＭＰＵ８５等の各種素子及びコネクタは全て同一の板面上に搭
載されており、逆側の板面にて半田付けされている。つまり、副制御基板８２は、一方の
板面が素子搭載面８２ａとなっており、他方の板面が半田面となっている。
【００５３】
　監視制御基板８３にはＭＰＵ９１が搭載されている。ＭＰＵ９１は、当該ＭＰＵ９１自
身に動作電力が供給されている状況において、所定の異常が発生しているか否かを監視す
るための素子である。かかる監視に際しては、電断中用扉監視スイッチ１６、セレクタ監
視スイッチ３８、ホッパ監視スイッチ４５及び主制御装置監視スイッチ７６などにおける
検出結果が用いられる。監視の内容の詳細については後に説明する。また、監視制御基板
８３には、ＭＰＵ９１以外にも、入出力ドライバ用ＩＣチップ９２が搭載されているとと
もに、Ｌｉ２次電池からなる電断中用電源部９３が搭載されており、さらには単一の監視
側コネクタ９４が搭載されている。なお、監視制御基板８３には、上記各部材の他にも、
抵抗などの各種素子が搭載されているとともに、配線パターンが形成されている。
【００５４】
　監視制御基板８３においてＭＰＵ９１の各種素子及びコネクタは、副制御基板８２と同
様に、全て同一の板面上に搭載されており、逆側の板面にて半田付けされている。つまり
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、監視制御基板８３は、一方の板面が素子搭載面８３ａとなっており、他方の板面が半田
面となっている。
【００５５】
　なお、副制御基板８２及び監視制御基板８３において半田面とは、素子搭載面８２ａ，
８３ａに搭載される各種素子の半田付け部分が設けられた面であるが、当該半田面に対し
て回路パターンが形成されていてもよい。また、副制御基板８２及び監視制御基板８３は
上記のように片面基板に限定されることはなく、両板面が素子搭載面となった両面基板と
してもよい。
【００５６】
　副制御基板８２と監視制御基板８３とは電気的に接続されている。但し、当該電気的な
接続は、信号線を介するのではなく、副制御基板８２に設けられた副側基板用接続部とし
ての副側コネクタ８８ａと監視制御基板８３に設けられた監視側基板用接続部としての監
視側コネクタ９４とが直接結合されていることにより行われている。
【００５７】
　詳細には、副側コネクタ８８ａは副制御基板８２の一辺に設けられているとともに、監
視側コネクタ９４は監視制御基板８３の一辺に設けられている。そして、副側コネクタ８
８ａにおいて上記一辺よりも外側に突出させて形成された突条端子部が、監視側コネクタ
９４において基板面と平行となる方向であって外側に向けて開放させて形成された溝部に
差し込まれることで、両制御基板８２，８３の電気的な接続が行われている。
【００５８】
　副側コネクタ８８ａ及び監視側コネクタ９４はそれぞれ設置対象の制御基板８２，８３
における素子搭載面８２ａ，８３ａに配置されており、両コネクタ８８ａ，９４が接続さ
れている状態において、両制御基板８２，８３の一辺同士が相互に外側から接触している
とともに、各素子搭載面８２ａ，８３ａが面一となっている。つまり、副制御基板８２及
び監視制御基板８３は、両者が電気的に接続されている状態において、少なくともＭＰＵ
８５，９１が搭載されている素子搭載面８２ａ，８３ａの向きが同一方向となっている。
【００５９】
　ここで、副制御基板８２には上記副側コネクタ８８ａ以外にも信号線を接続するための
信号線用接続部としての信号線用コネクタ８８ｂが複数設けられているが、監視制御基板
８３には上記監視側コネクタ９４以外に外部機器との電気的な接続を行うためのコネクタ
は設けられていない。但し、上記のとおり監視制御基板８３に搭載されたＭＰＵ９１は、
各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６を含め副制御基板８２以外の外部機器と電気的
に接続されている必要がある。かかる外部機器は、副制御基板８２に設けられた信号線用
コネクタ８８ｂに対して信号線を用いて接続されているとともに、当該副制御基板８２に
形成された回路パターン、上記副側コネクタ８８ａ及び上記監視側コネクタ９４を介して
監視制御基板８３と電気的に接続されている。
【００６０】
　上記両制御基板８２，８３を収容する基板ボックス８４は、複数のボックス構成体とし
て、裏側構成体（ボックスベース）１０１と、表側構成体（ボックスカバー）１０２と、
を備えている。これら裏側構成体１０１及び表側構成体１０２は、基板ボックス８４内に
収容された副制御基板８２及び監視制御基板８３を基板ボックス８４外から視認可能なよ
うに透明性を有する材料により形成されている。具体的には、無色透明のポリカーボネー
ト樹脂により形成されているが、これに限定されることはなく、アクリル樹脂等であって
もよく、さらには有色透明であってもよい。
【００６１】
　表側構成体１０２は、一方に開放された略直方体状をなしており、膨出側の表面部には
膨出部１０３を有しているとともに当該膨出部１０３よりも開放側となった低位部１０４
を有している。低位部１０４には、副制御基板８２に設けられた複数の信号線用コネクタ
８８ｂに１対１で対応させて開口部１０５が複数形成されている。これら複数の開口部１
０５から各信号線用コネクタ８８ｂが表側構成体１０２の表面側に露出するようにして表
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側構成体１０２の裏面側にユニット化された副制御基板８２及び監視制御基板８３が配置
され、その状態で表側構成体１０２に対して副制御基板８２及び監視制御基板８３がこれ
らの半田面側からネジ固定されている。当該ネジ固定は、固定及び固定解除を繰り返し行
えるようになされているが、ワンウェイネジなどを用いることで固定解除に際して表側構
成体１０２などの破壊を要する構成としてもよい。
【００６２】
　ユニット化された副制御基板８２及び監視制御基板８３が固定された表側構成体１０２
に対して裏側構成体１０１が組み合わされている。裏側構成体１０１は、正面視で方形状
、具体的には長方形状をなす略板状に形成されており、平面状に形成された平面部１０６
と、当該平面部１０６の周縁を囲むようにして形成された裏側周縁部１０７とが一体形成
されてなる。裏側周縁部１０７には表側構成体１０２に向けて突出するように係止部１０
８が一体形成されており、表側構成体１０２に裏側構成体１０１が組み合わされた状態で
は係止部１０８が表側構成体１０２に係止されて両構成体１０１，１０２の分離が規制さ
れている。
【００６３】
　両構成体１０１，１０２に対しては、上記係止部１０８以外にも固定手段が付与されて
おり、当該固定手段によって両構成体１０１，１０２の分離に際していずれかの構成体に
破壊が生じるように構成されている。具体的には、両構成体１０１，１０２が組み合わさ
れた状態において表側構成体１０２の開放側の周縁部と裏側周縁部１０７との間に、基板
ボックス８４の全側面に亘って一連の重なり部が生じるように構成されているとともに、
当該重なり部には周知の接着剤が塗布されている。
【００６４】
　また、図５に示すように、基板ボックス８４の四隅には、表側構成体１０２及び裏側構
成体１０１を結合するようにして表側構成体１０２側から破断ネジ１０９が螺着されてい
る。ここで、破断ネジ１０９とは、ドライバなどの工具に先端を差込可能な頭部とネジ溝
が形成された側との連結部分の強度が低く設定されたものであり、それ以上締めることが
できない位置において頭部に対して上記工具によりさらに所定の力を加えることにより、
上記連結部分が切断され、頭部が分離されるものである。つまり、破断ネジ１０９は、螺
着後において、上記工具を用いて緩める方向へ回転させることを不可とするものである。
なお、螺着後において表側構成体１０２及び裏側構成体１０１の結合を緩めることができ
ないようにすることができるのであれば、破断ネジに代えて周知のワンウェイネジを用い
てもよい。
【００６５】
　ちなみに、両構成体１０１，１０２を固定する上での構成は上記のものに限定されるこ
とはなく、例えば周知のカシメ構造を用いてもよい。この場合、カシメ構造を実現する結
合部を複数設け、一部の結合部を結合状態とすることで両構成体１０１，１０２の固定を
行い、当該結合部又はその周辺の破壊を行うことで両構成体１０１，１０２の固定を解除
した後は、他の結合部を結合状態とすることで両構成体１０１，１０２を再度固定するこ
とができる構成としてもよい。また、接着剤による固定、破壊を要さない状態での取り外
しが不可となる固定具を用いた固定及びカシメ構造を用いた固定のいずれか１つ又は任意
の組み合わせを適用してもよい。
【００６６】
　また、上記固定の構成に代えて又は加えて、両構成体１０１，１０２の境界部分を跨ぐ
ようにして分離痕跡用部材（又は分離痕跡用シール）としての封印シールを貼り付ける構
成としてもよい。当該封印シールは、貼付後において基板ボックス８４から剥がす際に粘
着剤層が基板ボックス８４に残り、当該粘着剤層に付与された模様などによって基板ボッ
クス８４に痕跡を残すものである。また、両構成体１０１，１０２を締結するようにして
インシュロックなどの合成樹脂製の締結バンドを設ける構成としてもよい。これら封印シ
ールや締結バンドを採用するという点に着目すれば、基板ボックス８４に対しては少なく
とも両構成体１０１，１０２の分離開放に際してその痕跡を残す手段が設けられていれば
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よい。なお、封印シールとして、所定のスキャナからの呼出波に応答して、固有のＩＤ情
報を含む応答波を発信するＩＣタグを有するものを用いてもよい。
【００６７】
　裏側構成体１０１及び表側構成体１０２が上記のように組み合わされた状態において相
互に固定されていることにより、図５に示すように、所定の内部空間を有する略直方体形
状の基板ボックス８４が形成されており、当該基板ボックス８４の内部空間内にユニット
化された副制御基板８２及び監視制御基板８３が収容されている。この場合、副制御基板
８２及び監視制御基板８３の素子搭載面８２ａ，８３ａはその全体が表側構成体１０２と
対向しており、副制御基板８２及び監視制御基板８３の半田面はその全体が裏側構成体１
０１と対向している。
【００６８】
　上記構成の副制御装置８１は、図２に示すように、表側構成体１０２の表面が筐体１１
の内部側を向き、裏側構成体１０１の表面が筐体１１の左側板１１ｄを向くようにして搭
載されている。この場合、前面扉１２を開放することにより、スロットマシン１０の前方
から表側構成体１０２が視認可能となり、さらに当該表側構成体１０２が上記のとおり無
色透明に形成されていることにより、この状態で副制御基板８２におけるＭＰＵ８５を含
めた素子搭載面８２ａ及び監視制御基板８３におけるＭＰＵ９１を含めた素子搭載面８３
ａが視認可能となる。
【００６９】
　副制御装置８１は、前面扉１２に設けられた発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表
示装置６３と電気的に接続されている。これらの機器は、副制御基板８２によって駆動制
御される。また、副制御装置８１は、上記機器以外にも報知用装置１１１と電気的に接続
されている。
【００７０】
　＜報知用装置１１１の構成＞
　ここで、報知用装置１１１について説明する。報知用装置１１１は、図２及び図３に示
すように、前面扉１２の裏面に固定された扉側中継基板１１２に搭載されている。
【００７１】
　報知用装置１１１は、図３に示すように、表示画面１１３を有する表示装置を備えてお
り、当該表示画面１１３は、所定数（例えば、１６個）の文字を横並びで表示可能な領域
が上下２段となるように形成されているが、かかる表示画面１１３の構成は任意である。
ちなみに、表示装置は液晶表示装置からなるが、これに限定されることはなく、セグメン
ト表示装置など他の表示装置を用いることができる。
【００７２】
　また、報知用装置１１１には、遊技ホールの管理者などが手動操作することが可能な操
作部としてボタン状の決定操作部１１４と選択操作部１１５とが設けられている。報知用
装置１１１は、副制御装置８１における監視制御基板８３と電気的に接続されており、当
該監視制御基板８３のＭＰＵ９１における表示制御に基づいて、報知用装置１１１の表示
画面１１３では決定操作部１１４や選択操作部１１５の操作に応じた画像などが表示され
る。かかる表示内容については、後に説明する。
【００７３】
　報知用装置１１１は、表示画面１１３、決定操作部１１４及び選択操作部１１５が設け
られた表面が筐体１１側を向くようにして扉側中継基板１１２に搭載されている。したが
って、前面扉１２が閉鎖状態においては前面扉１２及び筐体１１により形成されるスロッ
トマシン１０の内部空間内に報知用装置１１１が配置されることで表示画面１１３の視認
が不可となるとともに各操作部１１４，１１５の操作が不可となるものの、前面扉１２を
開放状態とすることで表示画面１１３の視認が可能となるとともに各操作部１１４，１１
５の操作が可能となる。
【００７４】
　＜スロットマシン１０の基本的な電気的構成＞
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　次に、本スロットマシン１０の基本的な電気的構成について、図７のブロック図に基づ
いて説明する。
【００７５】
　主制御装置７１に設けられた主制御基板１２１には、スロットマシン１０における主た
る制御を実行するＭＰＵ１２２が搭載されている。ＭＰＵ１２２には、当該ＭＰＵ１２２
により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ１２３と、その
ＲＯＭ１２３内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記
憶するためのメモリであるＲＡＭ１２４と、割込み回路やタイマ回路、データ入出力回路
などの各種回路が内蔵されている。なお、ＭＰＵ１２２のうち、論理演算を行うための機
能と、ＲＯＭ１２３の機能と、ＲＡＭ１２４の機能とがそれぞれ別の素子として設けられ
た構成としてもよい。これは後述する他のＭＰＵについても同様である。
【００７６】
　ＭＰＵ１２２には、電源ボックス６４の内部に設けられた電源装置１２５が接続されて
いる。電源装置１２５には、主制御装置７１を始めとしてスロットマシン１０の各機器に
駆動電源を供給する電源部や、電源の遮断状態を監視する停電監視回路などが搭載されて
いる。電源部からは直流５Ｖの電源（動作電力）が供給される。また、停電監視回路から
の停電信号はＭＰＵ１２２のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）に入力されるように
構成されており、ＮＭＩ端子に停電信号が入力されることにより、停電フラグ生成処理と
してのＮＭＩ割込み処理が即座に実行される。なお、当該停電信号は電源ボックス６４の
電源スイッチ６５がＯＦＦ操作された際も生成される。
【００７７】
　かかる停電用の構成は主制御基板１２１に対しても設けられている。つまり、主制御基
板１２１にはバックアップコンデンサなどからなる電断中用電源部１２６が搭載されてい
る。電源装置１２５から主制御基板１２１に動作電力が供給されている間は当該電断中用
電源部１２６が充電され、スロットマシン１０の電源遮断中においては電断中用電源部１
２６から放電された動作電力がＲＡＭ１２４に供給される。これにより、スロットマシン
１０の電源遮断中においても、電断中用電源部１２６からＲＡＭ１２４に動作電力が供給
されている間は、当該ＲＡＭ１２４においてデータが記憶保持される。なお、電断中用電
源部１２６を電源装置１２５に搭載するようにしてもよい。
【００７８】
　ＭＰＵ１２２には、入出力ポートが設けられている。ＭＰＵ１２２の入力側には、スタ
ートレバー２４の操作を検出するスタート検出センサ１３１、各ストップスイッチ２５ａ
，２５ｂ，２５ｃの操作を個別に検出するストップ検出センサ１３２ａ，１３２ｂ，１３
２ｃ、メダル投入口２６から投入されたメダルを検出する投入メダル検出センサ１３３、
各クレジット投入スイッチ５２，５３，５４の操作を個別に検出するクレジット投入検出
センサ１３４ａ，１３４ｂ，１３４ｃ、精算スイッチ５１の操作を検出する精算検出セン
サ１３５、ホッパ装置４１から払い出されるメダルを検出する払出検出センサ１３６、リ
セットスイッチ６６の操作を検出するリセット検出センサ１３７、設定キー挿入部７４に
設定キーが挿入されてＯＮ操作されたことを検出する設定キー検出センサ１３８等の各種
センサが接続されているとともに、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されている
状況において前面扉１２の開放を監視する電入中用扉監視スイッチ１５が接続されている
。これらセンサやスイッチからの信号は、入出力ポートを通じてＭＰＵ１２２にて受け取
られる。
【００７９】
　ＭＰＵ１２２の出力側には、前面扉１２に設けられた各種表示部５５～５７、各リール
２３ａ，２３ｂ，２３ｃを回転させるための各ステッピングモータ１３９ａ，１３９ｂ，
１３９ｃ、セレクタ３１のメダル通路切換ソレノイド３４、ホッパ装置４１のホッパ駆動
部１４０、副制御装置８１、図示しないホール管理装置などに情報を送信できる外部集中
端子板１４１等が接続されている。入出力ポートを通じてＭＰＵ１２２から出力された信
号は、信号の出力対象の機器にて受け取られる。
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【００８０】
　＜主制御基板１２１のＭＰＵ１２２にて実行される処理＞
　次に、主制御基板１２１のＭＰＵ１２２により実行される各制御処理を図８～図１０の
フローチャートを参照しながら説明する。かかるＭＰＵ１２２の処理としては大別して、
電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に（本スロットマシン１０では１．４９
ｍｓｅｃ周期で）起動されるタイマ割込み処理とがあり、説明の便宜上、はじめにタイマ
割込み処理を説明し、その後メイン処理を説明する。
【００８１】
　図８はタイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【００８２】
　タイマ割込み処理では、先ずステップＳ１０１にて、ＲＡＭ１２４に停電フラグが格納
されているか否かを判定する。当該停電フラグは、ＭＰＵ１２２のＮＭＩ端子に電源装置
１２５からの停電信号が入力されてＮＭＩ割込み処理が起動されることにより格納される
。停電フラグが格納されている場合には、ステップＳ１０２にて停電時処理を実行する。
停電時処理では、復電後において停電発生前の状態に復帰するための処理を実行する。
【００８３】
　停電フラグが格納されていない場合には、ステップＳ１０３以降の各種処理を実行する
。すなわち、ステップＳ１０３では、各リール２３ａ，２３ｂ，２３ｃを回転させるため
に、それぞれの回胴駆動モータであるステッピングモータ１３９ａ，１３９ｂ，１３９ｃ
を駆動させるステッピングモータ制御処理を実行する。
【００８４】
　ステップＳ１０４では、入出力ポートに接続された各種センサ等の状態を読み込むセン
サ監視処理を実行する。当該センサ監視処理の一の処理として、投入メダル検出センサ１
３３の検出結果に基づいてメダル投入口２６からメダルが投入されたか否かが判定され、
メダルが投入されている場合にはベット数を１加算する処理又はクレジット数を１加算す
る処理のいずれかを実行する。また、当該センサ監視処理の一の処理として、払出検出セ
ンサ１３６の検出結果に基づいてホッパ装置４１からメダルが払い出されたか否かが判定
され、メダルが払い出されている場合にはそれに対応した処理を実行する。
【００８５】
　ステップＳ１０５では、所定の異常が発生しているか否かを監視する異常監視処理を実
行する。当該異常監視処理では、ホッパ装置４１における払出装置４３の駆動状態及び払
出検出センサ１３６の検出結果に基づいて、ホッパ装置４１の貯留タンク４２にメダルが
不足しているか否かを判定する。その結果、メダルが不足している場合には、ＲＡＭ１２
４にメダル不足フラグを格納する。当該メダル不足フラグは貯留タンク４２にメダルが補
充されて正常なメダルの払出動作が実行できる状態となるまで保持される。当該メダル不
足フラグが格納されている状態では払出装置４３における払出動作が禁止されるようにホ
ッパ駆動部１４０への駆動信号の出力を停止する。
【００８６】
　また、メダルが不足している場合にはその旨の情報を含む主側報知開始コマンドをセッ
トし、当該主側報知開始コマンドは後述するコマンド出力処理にて副制御装置８１に送信
される。副制御装置８１における副制御基板８２のＭＰＵ８５では当該主側報知開始コマ
ンドを受信することにより、スピーカ部６２や演出用表示装置６３を介してメダルが不足
している旨の報知を実行する。また、メダル不足が解消された場合にはその旨の情報を含
む主側報知解除コマンドをセットし、当該主側報知解除コマンドは後述するコマンド出力
処理にて副制御装置８１に送信される。副制御基板８２のＭＰＵ８５では当該主側報知解
除コマンドを受信することにより、メダル不足について行われている報知を終了させる。
【００８７】
　また、異常監視処理では、上記メダル不足の監視以外にも、投入メダル検出センサ１３
３の検出結果に基づいて、当該投入メダル検出センサ１３３に対する不正の有無も監視し
ており、当該センサ１３３に対する不正を特定した場合には、その旨の情報を含む主側報
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知開始コマンドをセットする。当該主側報知開始コマンドは後述するコマンド出力処理に
て副制御装置８１に送信される。副制御装置８１における副制御基板８２のＭＰＵ８５で
は当該主側報知開始コマンドを受信することにより、スピーカ部６２や演出用表示装置６
３を介して投入メダル検出センサ１３３に対して不正が行われた旨の報知を実行する。ま
た、投入メダル検出センサ１３３の異常に対する報知解除操作、例えば、リセットスイッ
チ６６の操作などを検出した場合には、その旨の情報を含む主側報知解除コマンドをセッ
トし、当該主側報知解除コマンドは後述するコマンド出力処理にて副制御装置８１に送信
される。副制御基板８２のＭＰＵ８５では当該主側報知解除コマンドを受信することによ
り、投入メダル検出センサ１３３の異常について行われている報知を終了させる。
【００８８】
　ステップＳ１０６では、扉開放監視処理を実行する。扉開放監視処理では、電入中用扉
監視スイッチ１５の検出結果に基づいて前面扉１２が開放状態であるか否かを判定する。
その結果、前面扉１２が開放状態である場合には、ＲＡＭ１２４に扉開放フラグを格納す
る。当該扉開放フラグは前面扉１２が閉鎖状態となるまで保持される。当該扉開放フラグ
が格納されている状態では、メダル投入口２６から投入されたメダルがメダル受け皿３６
に排出されるようにセレクタ３１のメダル通路切換ソレノイド３４を駆動するとともに、
払出装置４３における払出動作が禁止されるようにホッパ駆動部１４０への駆動信号の出
力を停止する。また、前面扉１２が開放状態である場合には扉開放コマンドをセットし、
当該扉開放コマンドは後述するコマンド出力処理にて副制御装置８１に送信される。副制
御装置８１における副制御基板８２のＭＰＵ８５では当該扉開放コマンドを受信すること
により、スピーカ部６２や演出用表示装置６３を介して前面扉１２が開放状態である旨の
報知を実行する。
【００８９】
　また、扉開放監視処理では、扉開放フラグが格納されている場合には前面扉１２が閉鎖
状態であるか否かを監視し、閉鎖状態である場合には扉開放フラグを消去するとともに、
扉閉鎖コマンドをセットする。当該扉閉鎖コマンドは後述するコマンド出力処理にて副制
御装置８１に送信される。副制御装置８１における副制御基板８２のＭＰＵ８５では当該
扉閉鎖コマンドを受信することにより、上記前面扉１２が開放状態である旨の報知を終了
する。
【００９０】
　続くステップＳ１０７では、メダルのベット数や、払い出し枚数をカウントした結果を
外部集中端子板１４１へ出力するカウンタ処理を行う。また、ステップＳ１０８では、そ
れまでにセットされているコマンドを出力するためのコマンド出力処理を実行する。その
後、本タイマ割込み処理を終了する。なお、図示による説明は省略するが、タイマ割込み
処理では上記各種処理以外にも、前面扉１２に設けられた各種表示部５５～５７の表示内
容の設定処理などを実行する。
【００９１】
　図９は電源投入後に実行されるメイン処理を示すフローチャートである。メイン処理は
、停電からの復旧や電源スイッチ６５のオン操作によって電源が投入された際に実行され
る。
【００９２】
　先ずステップＳ２０１では、各種の初期化を実行するための初期化処理を実行する。続
くステップＳ２０２では、設定キーが設定キー挿入部７４に挿入されてＯＮ操作されてい
るか否か、より詳しくは設定キー検出センサ１３８からＯＮ信号を受信しているか否かを
判定する。設定キーのＯＮ操作がなされている場合にはステップＳ２０３に進み、強制的
ＲＡＭクリア処理としてＲＡＭ１２４に記憶されたデータを全てクリアする。続くステッ
プＳ２０４では当選確率設定処理を行う。
【００９３】
　当選確率設定処理は、スロットマシン１０において予め設定されている複数段階（例え
ば、６段階）の当選確率の中から一の当選確率を設定するための処理である。具体的には
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、リセットスイッチ６６が操作される度に複数段階の設定値をＭＰＵ１２２のレジスタ内
において順次更新していくとともに、その更新結果をクレジット表示部５５に表示し、ス
タートレバー２４が操作されるとともに設定キーがＯＦＦ操作された場合に、その際にレ
ジスタに記憶されている設定値をＲＡＭ１２４に保存する処理を実行する。ステップＳ２
０４にて当選確率設定処理を実行した後には、ステップＳ２０５にて遊技に関する主要な
制御を行うための通常処理を実行する。
【００９４】
　一方、ステップＳ２０２にて設定キーが挿入されていないと判定した場合には、ステッ
プＳ２０６に進む。ステップＳ２０６では設定値が正常か否かを判定する。設定値が正常
である場合には、ステップＳ２０７にて停電フラグが格納されているか否かを判定する。
停電フラグが格納されている場合には、さらにステップＳ２０８にてＲＡＭ判定値が正常
であるか否かを確認する。ステップＳ２０８においてＲＡＭ判定値が正常であると判定し
た場合にはステップＳ２０９において復電用処理を実行する。復電用処理では、停電発生
前の状態に復帰するための処理を実行する。その後、電源遮断前の番地に戻る。
【００９５】
　一方、ステップＳ２０６～ステップＳ２０８のいずれかがＮＯ、すなわち、設定値が異
常である、電源遮断時にセットされる筈の停電フラグがセットされていない、又はＲＡＭ
判定値が異常である場合には、ＲＡＭ１２４のデータが破壊された可能性が高い。このよ
うな場合には、ステップＳ２１０～ステップＳ２１２に示す動作禁止処理を行う。動作禁
止処理として、先ずステップＳ２１０にて次回のタイマ割込み処理を禁止し、ステップＳ
２１１では入出力ポート内の全ての出力ポートをクリアすることにより、入出力ポートに
接続された全てのアクチュエータをオフ状態に制御する。その後、ステップＳ２１２にて
エラー報知処理を実行する。当該エラー報知処理では、ＲＡＭ異常コマンドを副制御装置
８１に送信し、副制御装置８１では当該ＲＡＭ異常コマンドを受信することにより、スピ
ーカ部６２や演出用表示装置６３を介してＲＡＭ異常が発生している旨の報知を実行する
。かかる動作禁止状態は、上述した当選確率設定処理が行われるまで維持される。
【００９６】
　次に、遊技に関わる主要な制御を行うための通常処理について図１０のフローチャート
に基づき説明する。
【００９７】
　ステップＳ３０１ではメダルがベットされているか否かを判定するとともに、ステップ
Ｓ３０２ではスタートレバー２４が操作されたか否かを判定する。メダルがベットされて
いる状況でスタートレバー２４が操作されている場合には、ステップＳ３０３以降の１遊
技回分の処理を実行する。
【００９８】
　すなわち、ステップＳ３０３では抽選処理を実行する。抽選処理では、スタートレバー
２４が操作されたタイミングで乱数カウンタよりラッチした乱数値と主制御基板１２１の
ＲＯＭ１２３に予め記憶されている抽選テーブルの情報とを照合することにより、所定の
役に当選しているか否かを判定するとともに、所定の役に当選している場合にはその旨の
情報をＲＡＭ１２４に記憶する。
【００９９】
　続くステップＳ３０４ではリール制御処理を実行する。リール制御処理では、各リール
２３ａ，２３ｂ，２３ｃの回転を開始させるための回転開始処理を実行するとともに、ス
トップスイッチ２５ａ，２５ｂ，２５ｃのいずれかが操作されて停止指令が発生した場合
には、その停止指令に対応したリールの停止処理を実行する。この停止に際しては、ステ
ップＳ３０３の抽選処理において所定の役に当選している場合にはその当選している役に
対応した図柄が有効ライン上に極力停止するようにリールの回転停止位置が設定されると
ともに、当選していない役の入賞が成立しないようにリールの回転停止位置が設定される
。
【０１００】
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　続くステップＳ３０５ではメダル払出処理を実行する。メダル払出処理では、当選して
いる払出対象役に対応した入賞が有効ライン上に成立しているか否かを判定し、入賞が成
立している場合にはその入賞に対応した数のメダルが払い出されるようにホッパ駆動部１
４０を駆動させる処理を実行する。また、当該メダル払出処理では、再遊技入賞が成立し
ているか否かを判定し、再遊技入賞が成立している場合には今回の遊技回におけるベット
数が次回の遊技回に継続されるようにするための処理を実行する。
【０１０１】
　続くステップＳ３０６ではボーナスゲーム処理を実行する。ボーナスゲーム処理では、
当選している当たり役に対応した入賞が有効ライン上に成立しているか否かを判定し、入
賞が成立している場合には遊技状態を通常遊技状態から当たり状態（特別遊技状態）に移
行させるための処理を実行する。ちなみに、当たり状態とは、通常遊技状態よりも単位時
間当たりのメダルの払出期待度が高くなる遊技状態のことである。また、ボーナスゲーム
処理では、当たり状態の終了条件が成立しているか否かを判定し、終了条件が成立してい
る場合には、遊技状態を通常遊技状態に復帰させる。本スロットマシン１０では、上記終
了条件は予め定められた終了基準数のメダルが払い出されることであるが、かかる終了条
件は任意である。
【０１０２】
　以上のステップＳ３０３～ステップＳ３０６の各処理を実行した後に、ステップＳ３０
１に戻る。
【０１０３】
　＜異常の監視及び監視結果の報知に関する電気的構成＞
　次に、本スロットマシン１０における異常の監視及び監視結果の報知に関する電気的構
成について、図１１のブロック図に基づいて説明する。
【０１０４】
　副制御装置８１に設けられた副制御基板８２には、発光部６１、スピーカ部６２及び演
出用表示装置６３の制御を実行するＭＰＵ８５が搭載されている。ＭＰＵ８５には、当該
ＭＰＵ８５により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ１５
１と、そのＲＯＭ１５１内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を
一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ１５２と、割込み回路やタイマ回路、データ
入出力回路などの各種回路が内蔵されている。
【０１０５】
　ＭＰＵ８５には、電源装置１２５が接続されており、電源装置１２５の電源部から直流
５Ｖの電源（動作電力）が供給される。当該動作電力は副制御基板８２に形成された配線
パターンにおいて少なくとも２経路に分流されており、一方の経路はＭＰＵ８５のＶＣＣ
端子に接続され、他方の経路はＭＰＵ８５のＶＢＢ端子に接続されている。ＭＰＵ８５で
は、ＶＣＣ端子を介して供給される動作電力により各種の制御プログラムを実行し、ＶＢ
Ｂ端子を介して供給される動作電力によりＲＡＭ１５２におけるデータの記憶保持を行う
。
【０１０６】
　この場合に、副制御基板８２にはバックアップコンデンサなどからなる電断中用電源部
８７が搭載されており、当該電断中用電源部８７はＶＢＢ端子に接続される経路に対して
接続されている。電源装置１２５から副制御基板８２に動作電力が供給されている間は電
断中用電源部８７が充電され、スロットマシン１０の電源遮断中においては電断中用電源
部８７から放電された動作電力がＲＡＭ１５２に供給される。これにより、スロットマシ
ン１０の電源遮断中においても、電断中用電源部８７からＲＡＭ１５２に動作電力が供給
されている間は、当該ＲＡＭ１５２においてデータが記憶保持される。
【０１０７】
　ＭＰＵ８５には、入出力ポートが設けられている。ＭＰＵ８５の出力側には、既に説明
したように、発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３が接続されている。Ｍ
ＰＵ８５の入力側には、主制御装置７１が接続されている。主制御装置７１からは演出用
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コマンドや報知用コマンドを受信し、その受信したコマンドの内容に応じて発光部６１、
スピーカ部６２及び演出用表示装置６３を駆動制御する。また、ＭＰＵ８５の出力側及び
入力側には、監視制御基板８３が接続されている。
【０１０８】
　監視制御基板８３には、自身に動作電力が供給されている範囲内において所定の監視を
２４時間常に実行するＭＰＵ９１が搭載されている。ＭＰＵ９１には、当該ＭＰＵ９１に
より実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ１６１と、そのＲ
ＯＭ１６１内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶
するためのメモリであるＲＡＭ１６２と、割込み回路やタイマ回路、データ入出力回路な
どの各種回路が内蔵されている。
【０１０９】
　また、ＭＰＵ９１には、日時計測手段としてのＲＴＣ（リアルタイムクロック）１６３
が内蔵されている。ＲＴＣ１６３は日付及び時刻を計測可能に構成されており、ＭＰＵ９
１は当該ＲＴＣ１６３から情報を取得することで、その時点での日付及び時刻を把握する
ことができる。
【０１１０】
　ＭＰＵ９１には、電源装置１２５の電源部にて生成された直流５Ｖの電源（動作電力）
が供給される。この場合に、監視制御基板８３と電源装置１２５の電源部との電気的な接
続は直接的に行われておらず、副制御基板８２に供給された動作電力であって当該副制御
基板８２において分流された動作電力が監視制御基板８３に供給され、この動作電力がＭ
ＰＵ９１のＶＣＣ端子及びＶＢＢ端子に供給される。このように副制御基板８２を介して
監視制御基板８３に動作電力を供給することで、監視制御基板８３において電源装置１２
５と電気的に接続するためのコネクタが不要なものとなっている。
【０１１１】
　監視制御基板８３にはＬｉ２次電池からなる電断中用電源部９３が搭載されており、当
該電断中用電源部９３はＭＰＵ９１のＶＣＣ端子及びＶＢＢ端子に接続される経路に対し
て接続されている。副制御基板８２を介して電源装置１２５から動作電力が供給されてい
る間は電断中用電源部９３が充電され、スロットマシン１０の電源遮断中においては電断
中用電源部９３から放電された動作電力がＭＰＵ９１に供給される。これにより、スロッ
トマシン１０の電源遮断中においても、電断中用電源部９３からＭＰＵ９１に動作電力が
供給されている間は、当該ＭＰＵ９１において各種処理が実行される。なお、監視制御基
板８３の電断中用電源部９３は、Ｌｉ２次電池に限定されることはなくコンデンサなどを
用いてもよい。
【０１１２】
　ここで、ＭＰＵ９１は直流５Ｖの電源（動作電力）だけでなく直流３Ｖの電源（動作電
力）によっても動作可能な構成であるとともに、電断中用電源部９３は直流３Ｖの電源を
ＭＰＵ９１に供給するものである。このように、スロットマシン１０の電源投入中よりも
低い電圧の電源によってＭＰＵ９１が動作可能な構成とすることで、スロットマシン１０
の電源遮断中にＭＰＵ９１が動作する上で必要な電力の低電力化が図られる。
【０１１３】
　また、監視制御基板８３には電源監視部１６４が搭載されている。電源監視部１６４は
、電源装置１２５において生成された直流５Ｖの電源（動作電力）がＭＰＵ９１に供給さ
れている場合に、当該ＭＰＵ９１にその旨の信号を出力するための回路である。具体的に
は、電源監視部１６４は、ＭＰＵ１９のＶＣＣ端子及びＶＢＢ端子に接続される経路から
分岐させて形成された配線パターン１６４ａに対して抵抗１６４ｂが接続されてなり、電
源装置１２５にて生成された動作電力がＭＰＵ９１に供給されている状況においては電入
中信号として、低電流の電気信号がＭＰＵ９１に入力されることとなる。ＭＰＵ９１では
、かかる電気信号を受け取ることで、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されてい
ることを把握することができるとともに、当該電気信号の非入力状態から入力状態への立
ち上がりを確認することでスロットマシン１０自身への動作電力の供給が開始されたこと
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を把握することができる。
【０１１４】
　ＭＰＵ９１には、入出力ポートが設けられている。ＭＰＵ９１の入力側には、上記電源
監視部１６４が接続されている。また、ＭＰＵ９１の入力側には、これ以外にも、電断中
用扉監視スイッチ１６、セレクタ監視スイッチ３８、ホッパ監視スイッチ４５、主制御装
置監視スイッチ７６及び副制御基板８２のＭＰＵ８５が接続されている。ＭＰＵ９１の出
力側には、副制御基板８２のＭＰＵ８５が接続されているとともに報知用装置１１１の表
示駆動部１６５、決定操作部１１４及び選択操作部１１５が接続されている。表示駆動部
１６５には、液晶表示部ドライバとしての画像処理デバイスと、バックライトを点灯させ
るための駆動回路とが設けられており、ＭＰＵ９１から出力された駆動信号によって報知
用装置１１１の表示画面１１３における消灯及び点灯の切り換えがなされるとともに、表
示画面１１３にて表示される画像の内容が設定される。また、決定操作部１１４及び選択
操作部１１５によって、ＭＰＵ９１の処理により表示される表示画面１１３上のメニュー
中の項目の選択及び決定が行われる。なお、ＭＰＵ８５とＭＰＵ９１との通信は、双方向
通信ライン２００を介して、例えば双方向シリアル通信等で行うことが好ましい。
【０１１５】
　ちなみに、各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６とＭＰＵ９１との間には、各種監
視スイッチ１６，３８，４５，７６がＯＮ状態となった場合に閉回路となる信号経路が形
成されているが、当該信号経路に対してはＭＰＵ９１自身に動作電力が供給されている場
合には常に監視結果確認用の信号が供給されている。よって、ＭＰＵ９１自身に動作電力
が供給されている場合には、各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６を用いた各種監視
を常に行うことができる。一方、報知用装置１１１の動作電力はＭＰＵ９１を含めた監視
制御基板８３から供給されているのではなく、電源装置１２５の電源部から供給されてい
る。したがって、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない状況では、報知
用装置１１１に動作電力が供給されることはなく、報知用装置１１１の表示画面１１３に
て画像の表示が行われないとともに決定操作部１１４や選択操作部１１５が操作されたと
しても当該操作は無効なものとなる。
【０１１６】
　ＭＰＵ９１では、電源監視部１６４及び各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６にお
ける検出結果に基づいて、自身に動作電力が供給されている状況において各種異常の発生
の監視を常に行い、所定の期間において異常の発生を特定した場合には副制御基板８２及
び報知用装置１１１を通じて異常報知を行う。この場合、副制御基板８２のＭＰＵ８５で
は発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３を通じて報知を行う。また、監視
制御基板８３のＭＰＵ９１は、副制御基板８２及び報知用装置１１１などを通じて報知を
行っている状況において、決定操作部１１４及び選択操作部１１５が操作されたことに基
づいて当該報知を行っている状況を解除する。かかる監視及び報知の具体的な内容につい
ては、後に説明する。
【０１１７】
　＜電気的な接続に関する特徴的な構成＞
　ここで、監視制御基板８３のＭＰＵ９１と各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６及
び報知用装置１１１との電気的な接続に関する特徴的な構成について、以下に説明する。
【０１１８】
　監視制御基板８３と各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６との電気的な接続及び監
視制御基板８３と報知用装置１１１との電気的な接続は直接的に行われておらず、当該電
気的な接続は少なくとも副制御基板８２が中継するようにして行われている。詳細には、
ＭＰＵ９１と各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６との間で信号の伝送を行うための
信号線であって副制御装置８１に接続される信号線及びＭＰＵ９１と報知用装置１１１の
表示駆動部１６５、決定操作部１１４及び選択操作部１１５との間で信号の伝送を行うた
めの信号線であって副制御装置８１に接続される信号線は、副制御基板８２に設けられた
信号線用コネクタ８８ｂに接続されている。また、副制御基板８２には、信号線用コネク
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タ８８ｂと副側コネクタ８８ａとを電気的に接続する配線パターンが、各種監視スイッチ
１６，３８，４５，７６、表示駆動部１６５、決定操作部１１４及び選択操作部１１５の
それぞれに対応させて形成されている。また、監視制御基板８３には、副側コネクタ８８
ａに接続される監視側コネクタ９４とＭＰＵ９１とを電気的に接続する配線パターンが、
各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６、表示駆動部１６５、決定操作部１１４及び選
択操作部１１５のそれぞれに対応させて形成されている。
【０１１９】
　上記のように信号経路を形成することで、監視制御基板８３において各種監視スイッチ
１６，３８，４５，７６、表示駆動部１６５、決定操作部１１４及び選択操作部１１５と
電気的に接続するためのコネクタが不要なものとなっている。また、既に説明したように
、監視制御基板８３において電源装置１２５と電気的に接続するためのコネクタが不要な
ものとなっている。つまり、本スロットマシン１０では、副制御装置８１において外部機
器との間で信号を伝送するための信号線が接続される信号線用コネクタは監視制御基板８
３に設けられておらず、副制御基板８２に集約されている。これにより、副制御装置８１
の信号線用コネクタ８８ｂを見ただけでは、信号線が副制御基板８２のＭＰＵ８５又は監
視制御基板８３のＭＰＵ９１のいずれに通じているかを判断できないようにすることがで
きる。
【０１２０】
　また、基板ボックス８４には信号線用コネクタ８８ｂを外部に露出させるための開口部
１０５が形成されるが、当該開口部１０５を通じて基板ボックス８４内にリード線などを
挿入して監視制御基板８３や当該監視制御基板８３のＭＰＵ９１に対して不正を施そうと
する行為が想定される。これに対して、信号線用コネクタ８８ｂが副制御基板８２に集約
させて設けられているため、基板ボックス８４内にリード線などが挿入されたとしても、
当該リード線が監視制御基板８３や当該監視制御基板８３のＭＰＵ９１に到達しづらくな
る。
【０１２１】
　なお、上記のように信号線用コネクタ８８ｂが副制御基板８２に集約されることは必須
の構成ではなく、監視制御基板８３に集約されていてもよい。この場合、上記リード線に
対する不正対策の効果は低減されるが、信号線が副制御基板８２のＭＰＵ８５又は監視制
御基板８３のＭＰＵ９１のいずれに通じているかを判断できないようにすることはできる
。また、上記リード線に対する不正対策の効果及び信号線の識別困難性の効果は生じ得な
いが、信号線用コネクタが副制御基板８２及び監視制御基板８３のそれぞれに設けられた
構成としてもよい。
【０１２２】
　次に、副制御装置８１と所定の監視スイッチ及び報知用装置１１１とを電気的に接続す
る信号線に関する特徴的な構成について、以下に説明する。
【０１２３】
　各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６のうちホッパ監視スイッチ４５及び電断中用
扉監視スイッチ１６は、副制御装置８１と直接的に接続されているのではなく、両者の信
号経路は筐体側中継基板１７１により中継されている。なお、当該筐体側中継基板１７１
は、図２に示すように、筐体１１の左側板１１ｄに固定されている。また、各種監視スイ
ッチ１６，３８，４５，７６のうちセレクタ監視スイッチ３８は、副制御装置８１と直接
的に接続されているのではなく、両者の信号経路は前面扉１２に設けられた扉側中継基板
１１２に中継されているとともに筐体側中継基板１７１に中継されている。また、報知用
装置１１１は既に説明したように扉側中継基板１１２に搭載されており、当該報知用装置
１１１と副制御装置８１との信号経路は扉側中継基板１１２に中継されているとともに筐
体側中継基板１７１に中継されている。また、信号経路が扉側中継基板１１２及び筐体側
中継基板１７１に中継される機器は各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６及び報知用
装置１１１だけではなく、発光部６１及びスピーカ部６２と副制御装置８１との間の信号
経路も扉側中継基板１１２及び筐体側中継基板１７１に中継されている。さらにまた、電
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源装置１２５から報知用装置１１１への動作電力供給経路も扉側中継基板１１２及び筐体
側中継基板１７１に中継されている。
【０１２４】
　図２及び図１１に示すように、扉側中継基板１１２と筐体側中継基板１７１とは少なく
とも第１接続ユニット１７２を介して電気的に接続されているとともに、筐体側中継基板
１７１と副制御装置８１とは少なくとも第２接続ユニット１７３を介して電気的に接続さ
れている。第１接続ユニット１７２及び第２接続ユニット１７３は、図１２（ａ）に示す
ように、信号線又は電源線である配線１７４が一対の信号線コネクタ１７５，１７６間に
亘って集約されるように複数設けられたハーネスとして構成されている。
【０１２５】
　第１接続ユニット１７２の配線には、セレクタ監視スイッチ３８における監視結果の信
号を伝送するための信号線と、表示駆動部１６５を制御する信号を伝送するための信号線
と、決定操作部１１４が操作されたか否かの信号を伝送するための信号線と、選択操作部
１１５が操作されたか否かの信号を伝送するための信号線と、発光部６１及びスピーカ部
６２を駆動させる信号を伝送するための信号線と、電源装置１２５の電源部からの動作電
力を報知用装置１１１に供給するための電源線とが含まれている。
【０１２６】
　一方、第２接続ユニット１７３の配線には、セレクタ監視スイッチ３８における監視結
果の信号を伝送するための信号線と、表示駆動部１６５を制御する信号を伝送するための
信号線と、決定操作部１１４が操作されたか否かの信号を伝送するための信号線と、選択
操作部１１５が操作されたか否かの信号を伝送するための信号線と、発光部６１及びスピ
ーカ部６２を駆動させる信号を伝送するための信号線と、ホッパ監視スイッチ４５におけ
る監視結果の信号を伝送するための信号線と、電断中用扉監視スイッチ１６における監視
結果の信号を伝送するための信号線とが含まれている。
【０１２７】
　上記のように第１接続ユニット１７２及び第２接続ユニット１７３が設けられているこ
とにより、第１接続ユニット１７２及び第２接続ユニット１７３の各配線の中から所定の
監視スイッチに係る信号線のみを特定しようとしても、それが行いづらくなる。これによ
り、所定の監視スイッチに係る信号線のみを切断する又は所定の監視スイッチに係る信号
線のみに不正信号を出力するための基板を接続することで当該所定の監視スイッチにおい
て監視を正常に行えないようにしようとしても、それが行いづらくなる。
【０１２８】
　また、第１接続ユニット１７２及び第２接続ユニット１７３の各配線の中から報知用装
置１１１の表示駆動部１６５に係る信号線のみを特定しようとしても、それが行いづらく
なる。これにより、表示駆動部１６５に係る信号線のみを切断する又は表示駆動部１６５
に係る信号線のみに不正信号を出力するための基板を接続することで報知用装置１１１の
表示画面１１３において異常報知を正常に行えないようにしようとしても、それが行いづ
らくなる。
【０１２９】
　特に、上記のとおり監視制御基板８３のＭＰＵ９１にて異常の報知を行っている状況を
解除するためには決定操作部１１４及び選択操作部１１５を操作する必要がある構成にお
いて、第１接続ユニット１７２及び第２接続ユニット１７３には表示駆動部１６５に係る
信号線とともに決定操作部１１４に係る信号線及び選択操作部１１５に係る信号線が含ま
れている。したがって、上記異常報知を正常に行えないようにしようとして、不正行為者
が第１接続ユニット１７２又は第２接続ユニット１７３の全配線を切断した場合には、当
該不正行為者が異常報知の状況を不正に解除しようとしてもそれが困難となる。そして、
異常の報知は報知用装置１１１の表示画面１１３だけでなく演出用表示装置６３において
も実行されるため、当該不正行為者が演出用表示装置６３における異常の報知を解除しよ
うとしてもそれが困難なものとなる。なお、不正行為者が演出用表示装置６３と副制御装
置８１とを電気的に接続する信号線を切断した場合には、当該演出用表示装置６３におい
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て遊技状況に応じた表示が行われなくなることから、遊技ホールの管理者などにとっては
上記不正行為を容易に判断することができる。
【０１３０】
　また、第１接続ユニット１７２並びに第２接続ユニット１７３には、発光部６１及びス
ピーカ部６２に係る信号線も含まれている。したがって、所定の監視スイッチに係る信号
線を切断するために又は表示駆動部１６５に係る信号線を切断するために不正行為者が第
１接続ユニット１７２又は第２接続ユニット１７３の全配線を切断した場合には、発光部
６１における光の演出やスピーカ部６２からの音の出力が行われなくなることから、遊技
ホールの管理者などにとっては上記不正行為を容易に判断することができる。
【０１３１】
　ちなみに、第１接続ユニット１７２又は第２接続ユニット１７３は、図１２（ａ）に示
すようなハーネスである必要はなく、例えば、両端にコネクタが設けられた配線１７７を
図１２（ｂ）に示すように集約させることで接続ユニットとしてもよく（例えば、より線
）、図１２（ｃ）に示すように、線心に被覆を施した配線１７８を集約させるとともに、
それら集約させた配線１７８をまとめて被覆させたケーブルを接続ユニットとしてもよい
。図１２（ｂ）や図１２（ｃ）の構成においても図１２（ａ）のものを用いる場合と同様
の効果が期待できる。なお、上記例示した各接続ユニットにおいて、配線の集約とは、隣
接する複数の配線が相互に接触している構成であってもよく、相互に離間された構成とし
てもよい。
【０１３２】
　＜副制御基板８２のＲＡＭ１５２及び監視制御基板８３のＲＡＭ１６２の構成＞
　次に、異常の監視及び監視結果の報知に関する副制御基板８２のＲＡＭ１５２及び監視
制御基板８３のＲＡＭ１６２の構成について説明する。図１３（ａ）は副制御基板８２の
ＲＡＭ１５２（以下、副側ＲＡＭ１５２ともいう）の構成を説明するための説明図、図１
３（ｂ）は監視制御基板８３のＲＡＭ１６２（以下、監視側ＲＡＭ１６２ともいう）の構
成を説明するための説明図である。なお、以下の説明では、理解を容易なものとするため
に、主制御基板１２１のＭＰＵ１２２を主側ＭＰＵ１２２といい、副制御基板８２のＭＰ
Ｕ８５を副側ＭＰＵ８５といい、監視制御基板８３のＭＰＵ９１を監視側ＭＰＵ９１とい
う。
【０１３３】
　副側ＲＡＭ１５２は、主側ＭＰＵ１２２にて所定の異常の発生が特定された場合にその
異常の発生に対する報知を行う上で参照される情報を記憶するための主側報知情報記憶エ
リア１８１と、監視側ＭＰＵ９１にて所定の異常の発生が特定された場合にその異常の発
生に対する報知を行う上で参照される情報を記憶するための監視側報知情報記憶エリア１
８２と、を備えている。また、副側ＲＡＭ１５２は、副側ＭＰＵ８５において所定の処理
を実行する上でのタイミングを計るために用いられる計測用カウンタエリア１８３と、副
側ＭＰＵ８５において所定の状態であることを特定するために用いられる各種フラグ格納
エリア１８４と、を備えている。
【０１３４】
　監視側ＲＡＭ１６２は、常時用監視履歴記憶エリア１９１と、報知用監視履歴記憶エリ
ア１９２と、を備えている。監視側ＭＰＵ９１では、既に説明したとおり、電源監視部１
６４及び各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６の検出結果に基づいて各種異常の発生
の監視を行う。この場合、監視対象の事象として、
（１）スロットマシン１０自身の電源ＯＮ操作
（２）前面扉１２の開放
（３）設置箇所からのセレクタ３１の移動
（４）設置箇所からのホッパ装置４１の移動
（５）設置箇所からの主制御装置７１の移動
の５種類が設定されている。
【０１３５】
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　また、監視結果の記憶の仕方は２種類設定されており、一方は監視側ＭＰＵ９１自身に
動作電力が供給されている状況において上記（１）～（５）の全事象の監視結果を記憶す
る常時用監視である。この監視結果の情報は、遊技ホールの管理者等が報知用装置１１１
を操作することにより確認可能である。
【０１３６】
　他方は、遊技ホールの管理者などによって設定された報知用監視期間において、上記（
１）～（４）の事象の監視結果を記憶するとともに監視側ＭＰＵ９１自身に動作電力が供
給されている状況において上記（５）の事象の監視結果を記憶する報知用監視である。こ
の場合、報知用監視期間は、２４時間における任意の期間を指定可能であり、基本的には
スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない期間、具体的にはスロットマシン
１０のメーカなどから遊技ホールへの搬送中の期間や、遊技ホールの閉店中であってスロ
ットマシン１０への動作電力の供給が停止される期間が指定される。報知用監視期間中に
監視結果の情報が取得された場合には、スロットマシン１０の電源が投入された場合に所
定の報知が実行される。
【０１３７】
　ここで、上記（１）～（５）の監視対象の事象のうち、スロットマシン１０の電源遮断
中に上記（１）電源ＯＮ操作の事象を監視することで、当選確率の設定変更が不正に行わ
れたか否かを監視することができる。当該当選確率の設定変更を行うためには、既に説明
したように、スロットマシン１０が電源ＯＮ操作された場合に設定キーがＯＮ操作されて
いる必要があるからである。また、電源遮断中に上記（２）前面扉１２の開放の事象を監
視することで、スロットマシン１０の内部に何らかの不正が行われたか否かを監視するこ
とができる。また、電源遮断中に上記（３）～（５）の事象を監視することで、それら監
視対象となっている機器に対して不正が行われたか否かを監視することができる。
【０１３８】
　常時用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記憶エリア１９２のうち、常時用
監視履歴記憶エリア１９１は常時用監視を行う上で用いられ、報知用監視履歴記憶エリア
１９２は報知用監視を行う上で用いられる。常時用監視履歴記憶エリア１９１は、リング
バッファとして構成されており、上記（１）～（５）の事象のうち発生した事象の種類を
記憶するための事象データ用エリアと、その事象が発生した日時を記憶するための日時デ
ータ用エリアと、を一組の単位エリアとして、当該単位エリアが複数組（具体的には、１
５組）設けられている。
【０１３９】
　また、報知用監視履歴記憶エリア１９２は、リングバッファとして構成されており、事
象データ用エリアと、日時データ用エリアと、その事象について報知解除条件が満たされ
ているか否かの情報を記憶するための報知判定データ用エリアと、を一組の単位エリアと
して、当該単位エリアが複数組（具体的には、１５組）設けられている。
【０１４０】
　常時用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記憶エリア１９２において上記単
位エリアの数は、同一となっており、監視対象の事象の数よりも多く設定されている。そ
して、上記（１）～（５）の事象が発生した日時順に（時系列で）記憶されていくととも
に、単位エリアの数分を超える場合には最も古い事象が消去されていく。この場合、常時
用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記憶エリア１９２は上記のとおりリング
バッファとして構成されており、次回のデータの書込み対象となる単位エリアを特定する
ための書込みポインタの位置によって最も新しいデータが記憶された単位エリア及び最も
古いデータが記憶された単位エリアがいずれの単位エリアであるかが特定される。なお、
上記単位エリアの数は、常時用監視履歴記憶エリア１９１と報知用監視履歴記憶エリア１
９２とで同一である必要はなく、異なっていてもよい。
【０１４１】
　監視側ＲＡＭ１６２は、常時用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記憶エリ
ア１９２の他に、監視側ＭＰＵ９１において所定の処理を実行する上でのタイミングを計
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るために用いられる計測用カウンタエリア１９３と、報知用装置１１１の表示画面１１３
に表示される画像の表示データが設定される表示データ設定用エリア１９４と、上記報知
用監視を行う上での報知用監視期間の情報を記憶するための報知用監視期間記憶エリア１
９５と、監視側ＭＰＵ９１において所定の状態であることを特定するために用いられる各
種フラグ格納エリア１９６と、を備えている。
【０１４２】
　＜監視側ＭＰＵ９１に実行される処理＞
　次に、異常の監視及び監視結果の報知を行う上で副側ＭＰＵ８５及び監視側ＭＰＵ９１
にて実行される処理について説明する。以下の説明では、説明の便宜上、先ず図１４～図
１９のフローチャートを参照して監視側ＭＰＵ９１にて実行される処理について説明し、
その後に、図２０～図２３のフローチャートを参照して副側ＭＰＵ８５にて実行される処
理について説明する。
【０１４３】
　図１４は、監視側ＭＰＵ９１にて実行される通常処理を示すフローチャートである。
【０１４４】
　通常処理は、定期的（具体的には、４ｍｓｅｃ）に起動される。通常処理では、ステッ
プＳ４０１にて監視処理を実行し、ステップＳ４０２にて時間等設定用処理を実行し、ス
テップＳ４０３にて異常報知設定用処理を実行し、ステップＳ４０４にて表示制御処理を
実行し、ステップＳ４０５にて異常報知解除用処理を実行し、その後、本通常処理を終了
する。
【０１４５】
　以下、上記ステップＳ４０１～ステップＳ４０５の各処理について具体的に説明する。
【０１４６】
　＜監視側ＭＰＵ９１の監視処理＞
　先ず、監視処理について、図１５のフローチャートを参照して説明する。ここで、監視
処理とは、電源監視部１６４及び各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６の検出結果に
基づいて、上記（１）～（５）の事象が発生しているか否かを特定し、いずれかの事象が
発生している場合にはその情報を常時用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記
憶エリア１９２に記憶させるための処理である。
【０１４７】
　監視処理では、先ずステップＳ５０１にて入出力ポートの入力側を監視するタイミング
となっているか否かを判定する。このタイミングは、監視時間の経過毎に１回、すなわち
監視周期毎に定期的に実行されるように設定されている。具体的には、０．５ｓｅｃに１
回実行される構成となっており、当該タイミングは監視側ＲＡＭ１６２の計測用カウンタ
エリア１９３における監視用カウンタエリアを用いて前回監視を行ったタイミングからの
経過時間、詳細にはステップＳ５０１にて肯定判定をした回数を計測することにより行わ
れる。本スロットマシン１０では、通常処理は４ｍｓｅｃ周期で起動されるため、ステッ
プＳ５０１では監視用カウンタエリアの値が「１２５」であるか否かを判定する。
【０１４８】
　なお、監視を行う周期は上記のものに限定されることはなく任意である。但し、異常の
発生を漏れなく監視するという観点からは、Ｎ（０＜Ｎ＜１）ｓｅｃに１回監視を行う構
成とすることが好ましい。また、かかる監視を行う周期を不規則に変更可能な不規則更新
機能（不規則更新手段）を備えた構成としてもよい。この場合、監視を行う周期に合わせ
て不正行為を行おうとしてもそれが困難となる。また、不規則に設定され得る周期の一部
として比較的長い周期が設定されていることにより、単位時間当たりの監視の実行回数を
抑えることができ、それに伴って電断中用電源部９３の消費電力が抑えられる。
【０１４９】
　監視タイミングでない場合にはステップＳ５０１にて否定判定をし、ステップＳ５０３
にて監視用カウンタエリアを更新した後に、具体的には監視用カウンタエリアを１インク
リメントした後に、本監視処理を終了する。一方、監視タイミングである場合にはステッ
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プＳ５０１にて肯定判定をし、ステップＳ５０２にて監視用カウンタエリアを初期化した
後に、具体的には監視用カウンタエリアを「０」クリアした後に、ステップＳ５０４に進
む。
【０１５０】
　ステップＳ５０４では、入出力ポートの入力側の情報を読み込むことで、電源監視部１
６４及び各種監視スイッチ１６，３８，４５，７６の検出結果を特定する。具体的には、
上記（１）の事象であるスロットマシン１０自身の電源ＯＮ操作を監視するための電源監
視部１６４の検出結果が入力されるポートにおける情報が、電源ＯＦＦ情報である「０」
の情報から電源ＯＮ情報である「１」の情報に切り換えられたか否かを判定する。また、
上記（２）の事象である前面扉１２の開放を監視するための電断中用扉監視スイッチ１６
の検出結果が入力されるポートにおける情報が、閉鎖状態情報である「０」の情報から開
放状態情報である「１」の情報に切り換えられたか否かを判定する。また、上記（３）の
事象である設置箇所からのセレクタ３１の移動を監視するためのセレクタ監視スイッチ３
８の検出結果が入力されるポートにおける情報が、セレクタ設置情報である「０」の情報
からセレクタ取り外し情報である「１」の情報に切り換えられたか否かを判定する。また
、上記（４）の事象である設置箇所からのホッパ装置４１の移動を監視するためのホッパ
監視スイッチ４５の検出結果が入力されるポートにおける情報が、ホッパ設置情報である
「０」の情報からホッパ取り外し情報である「１」の情報に切り換えられたか否かを判定
する。また、上記（５）の事象である設置箇所からの主制御装置７１の移動を監視するた
めの主制御装置監視スイッチ７６の検出結果が入力されるポートにおける情報が、主制御
装置設置情報である「０」の情報から主制御装置取り外し情報である「１」の情報に切り
換えられたか否かを判定する。
【０１５１】
　なお、ノイズの発生によりポートに「１」が格納された場合に異常の発生と特定しづら
くするために、ステップＳ５０４では、「０」が格納されている状況から「１」が格納さ
れている状況が複数回連続して確認された場合に、その事象の異常が発生していると特定
するようにしてもよい。また、上記「０」及び「１」の関係が逆の関係に設定されていて
もよい。
【０１５２】
　上記（１）～（５）の事象がいずれも発生していない場合には、ステップＳ５０４にて
否定判定をし、そのまま本監視処理を終了する。上記（１）～（５）のいずれかの事象が
発生している場合には、ステップＳ５０４にて肯定判定をし、ステップＳ５０５に進む。
ステップＳ５０５では、今回発生していると特定した事象の内容を特定するための内容の
特定処理を実行し、その特定した内容を監視側ＭＰＵ９１のレジスタに記憶する。
【０１５３】
　続くステップＳ５０６では、常時用監視履歴記憶エリア１９１に、ステップＳ５０５に
て特定した事象と同一の事象が記憶されているか否かを判定する。同一の事象が記憶され
ていない場合にはステップＳ５０８に進む。同一の事象が記憶されている場合には、ステ
ップＳ５０７にて、書込み禁止期間中（記憶防止期間）か否かを判定する。具体的には、
常時用監視履歴記憶エリア１９１に既に記憶されている同一の事象の発生日時を把握する
とともに、現状の日時をＲＴＣ１６３から把握する。そして、前者に対する後者の経過期
間が、監視制御基板８３のＲＯＭ１６１に予め記憶されている書込み禁止期間中に該当す
るか否かを判定する。なお、書込み禁止期間は１分として設定されているが、具体的な期
間は任意である。
【０１５４】
　書込み禁止期間中である場合には、今回特定した事象を常時用監視履歴記憶エリア１９
１及び報知用監視履歴記憶エリア１９２のいずれにも書き込むことなく、そのまま本監視
処理を終了する。異常の監視を行う上では、上記（１）～（５）の事象のうちいずれの事
象が発生したかを遊技ホールの管理者等が特定できるようにすることが重要であり、それ
に比べて同一の事象について短期間に複数回行われたか否かは重要でない。この場合に、
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常時用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記憶エリア１９２の記憶容量が制限
されている状況において、上記のように書込み禁止期間を設定することで、前者の特定を
後者の特定よりも優先することができ、監視を良好に行うことができる。
【０１５５】
　なお、書込み禁止期間を設ける代わりに、監視対象の事象が特定された監視スイッチに
ついては、所定の無監視期間（記憶防止期間）が経過するまで監視側ＭＰＵ９１において
入出力ポートの監視処理を実行しない構成としてもよい。つまり、記憶防止期間内に同一
の監視対象の事象が複数回連続した場合には、それらを全て常時用監視履歴記憶エリア１
９１や報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶するのではなく、複数回分を１回として集
約して記憶する構成であれば、具体的な制御内容は任意である。また、上記のような重複
書込みを許容するのであれば、書込み禁止期間や無監視期間といった記憶防止期間を設定
しない構成としてもよい。
【０１５６】
　書込み禁止期間中でない場合には、ステップＳ５０７にて否定判定をし、ステップＳ５
０８に進む。ステップＳ５０８では、常時用監視履歴の更新処理を実行する。具体的には
、先ず書込みポインタの更新処理を実行する。これにより、常時用監視履歴記憶エリア１
９１における複数の単位エリアのうち、最も古い監視結果の情報が記憶されている単位エ
リアが情報の書込み対象となる。そして、その書込みポインタに対応した単位エリアにお
ける事象データ用エリアに対して今回特定した事象の情報を記憶するとともに、日時デー
タ用エリアに対してＲＴＣ１６３から読み込んだ現状の日時の情報を記憶する。
【０１５７】
　ちなみに、同時に複数種類の事象が発生することが想定されるが、常時用監視履歴の更
新処理では、それら複数種類の事象を順次記憶していく。かかる更新に際しては、上記（
１）～（５）のうち予め定められた優先順位に従って更新を実行していく。この場合、上
記（５）の設置箇所からの主制御装置７１の移動を最優先として、当該事象と他の事象と
が同時に発生している場合には主制御装置７１の移動が最も新しい事象として記憶される
構成としてもよい。
【０１５８】
　続くステップＳ５０９では、現状の時点が報知用監視期間中か否かを判定する。具体的
には、ＲＴＣ１６３から現状の時刻を読み出し、この読み出した時刻が監視側ＲＡＭ１６
２の報知用監視期間記憶エリア１９５に記憶されている報知用監視期間に含まれているか
否かを判定する。報知用監視期間に含まれている場合には、ステップＳ５１０にて監視側
ＲＡＭ１６２の各種フラグ格納エリア１９６に設けられた報知条件成立フラグ格納エリア
（報知条件成立情報記憶手段）に報知条件成立フラグ（報知条件成立情報）を格納する。
【０１５９】
　ここで、本スロットマシン１０では、報知用監視期間に上記（１）～（５）のいずれか
の事象が発生した場合には、既に説明したとおりスロットマシン１０の電源が投入された
場合に所定の報知が実行されることとなるが、当該所定の報知は報知条件成立フラグが格
納（記憶）されている場合に実行される。換言すれば、報知条件成立フラグは監視側ＭＰ
Ｕ９１において所定の報知を実行すべき状態であることを特定するためのフラグである。
【０１６０】
　続くステップＳ５１１では、報知用監視履歴の更新処理を実行する。具体的には、先ず
書込みポインタの更新処理を実行する。これにより、報知用監視履歴記憶エリア１９２に
おける複数のエリアのうち、最も古い監視結果の情報が記憶されているエリアが情報の書
込み対象となる。そして、その書込みポインタに対応したエリアにおける事象データ用エ
リアに今回特定した事象の情報を記憶させるとともに、日時データ用エリアに対してＲＴ
Ｃ１６３から読み込んだ現状の日時の情報を記憶させる。また、報知判定データ用エリア
に未解除情報としての「１」を記憶させる。その後、本監視処理を終了する。
【０１６１】
　一方、現状の時点が報知用監視期間に含まれていない場合には、ステップＳ５１２に進
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み、今回特定した事象が上記（５）の設置箇所からの主制御装置７１の移動の事象である
か否かを判定する。当該事象でない場合には、そのまま本監視処理を終了する。当該事象
である場合には、ステップＳ５１０にて報知条件成立フラグを格納するとともに、ステッ
プＳ５１１にて報知用監視履歴の更新処理を実行した後に、本監視処理を終了する。
【０１６２】
　つまり、本スロットマシン１０では、書込み禁止期間でない状況において主制御装置７
１の設置箇所からの移動を特定した場合には、報知用監視期間中であるか否かに関係なく
、その情報が報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶される。主制御装置７１は抽選処理
機能やメダルの払出処理機能といった遊技の主たる制御を司る機能を有しており、不正が
行われた場合には遊技ホールに多大な不利益を与えるおそれがあるとともに、不正の対象
ともなり易い。この場合に、主制御装置７１の設置箇所からの移動については報知用監視
期間であるか否かに関係なく報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶して報知対象とする
ことで、主制御装置７１に対する不正行為を重点的に監視することができる。また、全て
の事象について報知用監視期間であるか否かに関係なく報知対象とするのではなく、主制
御装置７１に係る事象についてのみ上記のような報知対象とすることで、報知用監視履歴
記憶エリア１９２の限られた記憶容量において主制御装置７１に係る事象が記憶されたも
のの、前面扉１２の開放などが繰り返し行われることで、主制御装置７１に係る事象につ
いて報知される前に当該事象が消去されてしまわないようにすることができる。
【０１６３】
　＜監視側ＭＰＵ９１の時間等設定用処理＞
　次に、時間等設定用処理について、図１６のフローチャートを参照して説明する。ここ
で、時間等設定用処理とは、ＲＴＣ１６３の日時設定を行う必要がある状況においてその
旨の報知を行うための処理、ＲＴＣ１６３にて計測している日時を設定するための処理、
報知用監視期間を設定するための処理を実行する処理である。
【０１６４】
　時間等設定用処理では、先ずステップＳ６０１にて、入出力ポートの入力側における電
源監視部１６４から入力している情報に基づいて、スロットマシン１０自身に動作電力が
供給されているか否かを判定する。スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていな
い場合には、ＲＴＣ１６３の日時の設定や報知用監視期間の設定を行うことができないた
め、そのまま本設定用処理を終了する。
【０１６５】
　スロットマシン１０自身に動作電力が供給されている場合には、ステップＳ６０２にて
、監視側ＲＡＭ１６２のデータ消去が発生しているか否かを判定する。具体的には、監視
側ＲＡＭ１６２の各種フラグ格納エリア１９６におけるデータ消去監視フラグ格納エリア
（データ消去監視情報記憶手段）にデータ消去監視フラグ（データ消去監視情報）が格納
されているか否かを判定する。
【０１６６】
　データ消去監視フラグは、スロットマシン１０の出荷直後においては格納されていない
。この場合、ＲＴＣ１６３の日時が正確でない可能性が高い。また、データ消去監視フラ
グは、一旦格納されたとしても、スロットマシン１０自身への動作電力の供給が停止され
た状態が長期に亘って継続し、監視制御基板８３の電断中用電源部９３における蓄電量が
減ることで、監視側ＲＡＭ１６２においてデータの記憶保持を行う上で必要な動作電力が
電断中用電源部９３から放電されなくなることに伴って消去される。そして、ＲＴＣ１６
３において日時の更新を行う上で必要な動作電力が電断中用電源部９３から放電されなく
なる状況では、監視側ＲＡＭ１６２においてデータの記憶保持を行う上で必要な動作電力
が供給されない状況となるように構成されている。したがって、データ消去フラグが消去
された場合には、ＲＴＣ１６３の日時が正確でない可能性が高い。一方、データ消去監視
フラグは、ＲＴＣ１６３の日時の設定が完了することにより、格納される。つまり、デー
タ消去監視フラグは、ＲＴＣ１６３の日時が正確でない可能性が高い状況であることを監
視側ＭＰＵ９１において特定するためのフラグである。
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【０１６７】
　データ消去監視フラグが格納されていない場合には、ステップＳ６０２にて肯定判定を
し、ステップＳ６０３にて、ＲＴＣ１６３の日時の設定を促す報知を開始させるための消
去報知開始用コマンドを副側ＭＰＵ８５に送信する処理を実行する。これにより、ＲＴＣ
１６３の日時の設定を促す報知が演出用表示装置６３にて実行されるように副側ＭＰＵ８
５にて所定の処理が実行される。また、後述する表示制御処理が実行されることにより上
記報知は報知用装置１１１の表示画面１１３においても実行される。ステップＳ６０３の
処理を実行した後、又はデータ消去監視フラグが格納されておりステップＳ６０２にて否
定判定をした場合には、ステップＳ６０４に進む。
【０１６８】
　ステップＳ６０４では、ＲＴＣ１６３の日時の設定中であるか否かを判定する。ＲＴＣ
１６３の日時の設定中である場合には、後述するステップＳ６０８の日時の設定用処理を
実行し、ＲＴＣ１６３の日時の設定中でない場合には、ステップＳ６０５に進む。ステッ
プＳ６０５では、報知用監視期間の設定中であるか否かを判定する。報知用監視期間の設
定中である場合には、後述するステップＳ６１４の報知用監視期間の設定用処理を実行し
、報知用監視期間の設定中でない場合には、ステップＳ６０６に進む。
【０１６９】
　ステップＳ６０６では、設定キー挿入部７４に設定キーが挿入されて当該設定キーがＯ
Ｎ操作されているか否かを判定する。この場合、当該ＯＮ操作がされているか否かの情報
は、主側ＭＰＵ１２２から送信されており、副側ＭＰＵ８５にて経由されることで監視側
ＭＰＵ９１にて受信しているが、これに限定されることはなく、主側ＭＰＵ１２２から直
接受信する構成としてもよく、また設定キー検出センサ１３８の検出結果が監視側ＭＰＵ
９１に直接入力される構成としてもよい。
【０１７０】
　設定キー挿入部７４に対して設定キーのＯＮ操作がなされていない場合には、ＲＴＣ１
６３の日時を設定するための処理や、報知用監視期間を設定するための処理を実行するこ
となく、そのまま本設定用処理を終了する。つまり、本スロットマシン１０では、ＲＴＣ
１６３の日時の設定や、報知用監視期間の設定に際しては、遊技ホールの管理者が有する
所定のキーを用いてキー操作を行う必要がある構成となっている。これにより、許可なき
者によってＲＴＣ１６３の日時の設定や報知用監視期間の設定が行われることが抑制され
ている。
【０１７１】
　設定キー挿入部７４に対して設定キーのＯＮ操作がなされている場合には、ステップＳ
６０７にて、入出力ポートの入力側における決定操作部１１４及び選択操作部１１５から
入力している情報に基づいて、ＲＴＣ１６３の日時の設定操作がなされているか否かを判
定する。ＲＴＣ１６３の日時の設定操作がなされている場合には、ステップＳ６０８にて
日時の設定用処理を実行する。
【０１７２】
　日時の設定用処理では、入出力ポートの入力側における決定操作部１１４及び選択操作
部１１５から入力している情報に基づいて、決定操作部１１４及び選択操作部１１５の操
作による日時の変更操作に対応した日時となるように、ＲＴＣ１６３にて計測されている
情報を更新する。なお、日時の設定を開始する旨の操作や、日時の変更操作に際しては、
後述する表示制御処理にて、それぞれに対応した画像が報知用装置１１１の表示画面１１
３にて表示されるように表示駆動部１６５が駆動制御される。
【０１７３】
　日時の設定用処理を実行した後は、ステップＳ６０９にて、日時の設定が完了したか否
かを判定する。具体的には、入出力ポートの入力側における決定操作部１１４及び選択操
作部１１５から入力している情報に基づいて、予め定められている設定完了操作がなされ
たか否かを判定する。日時の設定が完了していない場合には、そのまま本設定用処理を終
了する。
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【０１７４】
　日時の設定が完了している場合には、ステップＳ６１０にて、監視側ＲＡＭ１６２にデ
ータ消去監視フラグが格納されているか否かを判定する。データ消去監視フラグが格納さ
れている場合には、そのまま本設定用処理を終了する。データ消去監視フラグが格納され
ていない場合には、ステップＳ６１１にて、データ消去監視フラグを格納するとともに、
ステップＳ６１２にて、ＲＴＣ１６３の日時の設定を促す報知を終了させるための消去報
知終了用コマンドを副側ＭＰＵ８５に送信する処理を実行する。その後、本時間等設定用
処理を終了する。
【０１７５】
　ここで、データ消去監視フラグが格納されていない状況においては、日時の設定が完了
するまでデータ消去監視フラグが格納されないようにしたことにより、ＲＴＣの日時の設
定操作が遊技ホールの管理者によってなされるまでは、基本的に当該操作を促す報知が行
われるようにすることができる。
【０１７６】
　一方、設定キー挿入部７４に対して設定キーのＯＮ操作がなされている場合であって日
時の設定操作がなされていない場合には、ステップＳ６１３にて、入出力ポートの入力側
における決定操作部１１４及び選択操作部１１５から入力している情報に基づいて、報知
用監視期間の設定操作がなされているか否かを判定する。報知用監視期間の設定操作がな
されていない場合には、そのまま本設定用処理を終了する。報知用監視期間の設定操作が
なされている場合には、ステップＳ６１４にて報知用監視期間の設定用処理を実行した後
に、本設定用処理を終了する。
【０１７７】
　報知用監視期間の設定用処理では、入出力ポートの入力側における決定操作部１１４及
び選択操作部１１５から入力している情報に基づいて、報知用監視期間が決定操作部１１
４及び選択操作部１１５の操作に対応した期間となるように、監視側ＲＡＭ１６２の報知
用監視期間記憶エリア１９５の情報を更新する。
【０１７８】
　＜監視側ＭＰＵ９１の異常報知設定用処理＞
　次に、異常報知設定用処理について、図１７のフローチャートを参照して説明する。こ
こで、異常報知設定用処理とは、異常報知の開始タイミングにおいて異常報知の実行条件
が成立している場合に、異常報知を開始するための設定を行う処理である。
【０１７９】
　異常報知設定用処理では、先ずステップＳ７０１にて、副側ＭＰＵ８５から要求コマン
ドを受信しているか否かを判定する。要求コマンドは、スロットマシン１０自身への動作
電力の供給が開始されて副側ＭＰＵ８５の動作が開始されたことに基づいて、当該副側Ｍ
ＰＵ８５から送信されるコマンドである。なお、当該要求コマンドが送信されるための詳
細な条件については後に説明する。要求コマンドを受信していない場合には、ステップＳ
７０１にて否定判定をし、そのまま本設定用処理を終了する。要求コマンドを受信してい
る場合には、ステップＳ７０１にて肯定判定をし、ステップＳ７０２に進む。
【０１８０】
　ステップＳ７０２では、監視側ＲＡＭ１６２に報知条件成立フラグが格納されているか
否かを判定する。報知条件成立フラグは、既に説明したとおり、報知用監視期間中に上記
（１）～（４）のいずれかの事象が発生した場合又は報知用監視期間中であるか否かに関
係なく上記（５）の事象が発生した場合に格納されるフラグである。つまり、ステップＳ
７０２では、報知対象となる事象が発生しているか否かを判定している。
【０１８１】
　報知条件成立フラグが格納されている場合には、ステップＳ７０３～ステップＳ７０５
の報知開始用処理を実行した後に、本設定用処理を終了する。具体的には、ステップＳ７
０３にて、監視側ＲＡＭ１６２の各種フラグ格納エリア１９６における報知実行フラグ格
納エリア（報知実行中情報記憶手段）に報知実行フラグ（報知実行情報）を格納する。当
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該報知実行フラグが格納されることにより、報知実行中であること又は報知を実行すべき
状況であることを監視側ＭＰＵ９１において特定することが可能となる。
【０１８２】
　続くステップＳ７０４では、報知内容の特定処理を実行する。具体的には、報知用監視
履歴記憶エリア１９２の各単位エリアにおいて報知解除条件が満たされていないエリア、
具体的には報知判定データとして未解除情報としての「１」が格納されているエリアを特
定し、その特定したエリアの事象データから今回の監視対象の事象が上記（１）～（５）
の事象のいずれであるかを特定する。この場合、複数種の事象が報知対象となっている場
合には、それらを個別に特定する。但し、ステップＳ７０４では、同一種の事象が報知用
監視履歴記憶エリア１９２に複数記憶されている場合には、それらを個別に特定すること
はなく、発生回数を考慮することなく当該事象が発生していることのみを特定する。
【０１８３】
　続くステップＳ７０５では、ステップＳ７０４にて特定した事象の情報を含む報知有り
コマンドを副側ＭＰＵ８５に送信する処理を実行する。かかる報知有りコマンドは、監視
制御基板８３のＲＯＭ１６１に予め記憶されており、当該報知有りコマンドは、報知対象
として特定されるパターンの全てに１対１で対応させて設定されている。副側ＭＰＵ８５
では報知有りコマンドを受信することにより、その報知有りコマンドから、監視対象の事
象が発生していること及びその事象の種類を特定する。なお、監視対象の事象が発生して
いる状況において要求コマンドの受信に対して報知有りコマンドが送信されることに着目
すると、報知有りコマンドは、監視対象の事象が発生している状況における応答コマンド
であると言える。
【０１８４】
　一方、報知条件成立フラグが格納されていない場合には、ステップＳ７０２にて否定判
定をし、ステップＳ７０６に進む。ステップＳ７０６では、監視対象の事象が発生してい
ないことを副側ＭＰＵ８５に把握させるための報知無しコマンドを送信する処理を実行す
る。その後、本設定用処理を終了する。副側ＭＰＵ８５では報知無しコマンドを受信する
ことにより、その報知無しコマンドから、監視対象の事象が発生していないことを特定す
る。なお、監視対象の事象が発生していない状況において要求コマンドの受信に対して報
知無しコマンドが送信されることに着目すると、報知無しコマンドは、監視対象の事象が
発生していない状況における応答コマンドである。
【０１８５】
　＜監視側ＭＰＵ９１の表示制御処理＞
　次に、表示制御処理について、図１８のフローチャートを参照して説明する。ここで、
表示制御処理とは、監視側ＭＰＵ９１において報知用装置１１１の表示駆動部１６５を制
御し、表示画面１１３における表示内容を設定するための処理である。
【０１８６】
　表示制御処理では、先ずステップＳ８０１にて表示画面１１３が点灯中であるか否か、
具体的には表示画面１１３のバックライトが点灯中であるか否かを判定する。点灯中でな
い場合には、ステップＳ８０２にて、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されてい
るか否かを判定し、ステップＳ８０３にて、入出力ポートの入力側における電断中用扉監
視スイッチ１６から入力している情報に基づいて、前面扉１２が開放中であるか否かを判
定し、ステップＳ８０４にて、前面扉１２が開放中である場合にそれが開放直後であるか
否かを判定し、ステップＳ８０５にて、決定操作部１１４又は選択操作部１１５の操作が
なされているか否かを判定する。
【０１８７】
　その結果、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない場合又は前面扉１２
が閉鎖中である場合には、ステップＳ８０２又はステップＳ８０３にて否定判定をするこ
とでそのまま本表示制御処理を終了する。また、前面扉１２の開放後に所定期間を経過し
ているとともに決定操作部１１４及び選択操作部１１５の両方が操作されていない場合に
は、ステップＳ８０４及びステップＳ８０５の両方で否定判定をすることで、そのまま本
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表示制御処理を終了する。
【０１８８】
　スロットマシン１０自身に動作電力が供給されているとともに、前面扉１２の開放後に
所定期間が経過していない状況であれば、ステップＳ８０２、ステップＳ８０３及びステ
ップＳ８０４の全てにおいて肯定判定をし、ステップＳ８０６以降の点灯開始用処理を実
行する。また、前面扉１２の開放後に所定期間が経過している状況であっても、決定操作
部１１４又は選択操作部１１５のいずれかが操作されている場合には、ステップＳ８０５
において肯定判定をし、ステップＳ８０６以降の点灯開始用処理を実行する。
【０１８９】
　ステップＳ８０６では、表示画面１１３の点灯処理を実行する。具体的には、報知用装
置１１１の表示駆動部１６５に対してバックライトを点灯させるための駆動信号の出力を
開始する。続くステップＳ８０７では、監視側ＲＡＭ１６２に報知実行フラグが格納され
ているか否かを判定する。
【０１９０】
　報知実行フラグが格納されていない場合には、ステップＳ８０７にて否定判定をし、ス
テップＳ８０８にて通常データの設定処理を実行した後に、本表示制御処理を終了する。
通常データの設定処理では、報知用装置１１１の表示画面１１３にて通常画像が表示され
るように、監視側ＲＡＭ１６２の表示データ設定用エリア１９４に通常データを格納する
（記憶させる又は更新する）。かかる通常データは、そのタイミングにおいてＲＴＣ１６
３から取得した日時データと報知用監視期間記憶エリア１９５に記憶されている報知用監
視期間のデータからなり、通常データが設定されることにより表示画面１１３では現在の
日時の情報と現在設定されている報知用監視期間の情報とが画像として表示される。
【０１９１】
　報知実行フラグが格納されている場合には、ステップＳ８０７にて肯定判定をし、ステ
ップＳ８０９にて異常報知データの設定処理を実行した後に、本表示制御処理を終了する
。異常報知データの設定処理では、報知用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリアにお
いて、報知判定データエリアに未解除情報としての「１」が格納されているエリアを特定
するとともに、その特定したエリアの事象データがいずれの監視対象の事象であるかを特
定する。そして、特定した監視対象の事象の種類を示すデータと、監視履歴の報知中（警
報中）であることを示すデータとを、監視側ＲＡＭ１６２の表示データ設定用エリア１９
４に格納する（記憶させる又は更新する）。これにより、表示画面１１３では、監視履歴
の報知中であることを示す情報と、特定した監視対象の事象の種類を示す情報とが画像と
して表示される。例えば、監視対象の事象として、スロットマシン１０自身の電源ＯＮ操
作、前面扉１２の開放、主制御装置７１の移動が特定された場合には、表示画面１１３に
は、「ケイホウ：デンゲン、ドア、キバン」という文字の画像が表示される。
【０１９２】
　なお、監視履歴の報知の内容は、上記のものに限定されることはなく、事象が発生した
ことを示す画像とともに、その事象の発生日時を示す画像が表示される構成としてもよい
。また、報知解除条件が満たされていないエリアが複数ある場合には、各エリアに記憶さ
れている監視対象の事象を示す画像と、その事象の発生日時を示す画像との組み合わせを
、エリア毎に順次切り換え表示する構成としてもよい。
【０１９３】
　一方、表示画面１１３が点灯中である場合には、ステップＳ８０１にて肯定判定をし、
ステップＳ８１０以降の処理を実行する。すなわち、ステップＳ８１０にて、スロットマ
シン１０自身に動作電力が供給されているか否かを判定し、ステップＳ８１１にて、前面
扉１２が開放中であるか否かを判定し、ステップＳ８１２にて、表示画面１１３の消灯タ
イミングとなっているか否かを判定する。
【０１９４】
　なお、監視側ＲＡＭ１６２の計測用カウンタエリア１９３における消灯用カウンタエリ
アを用いて、表示画面１１３の点灯処理を行ったタイミングからの経過時間又は点灯処理
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後に報知用装置１１１の各種操作部１１４，１１５が操作されている場合には直近の操作
タイミングからの経過時間がカウント値として計測され、消灯タイミングとなっているか
否かの判定は、消灯用カウンタエリアにて計測された経過時間が所定時間（例えば、１０
ｓｅｃ）となっているか否かを判定することにより行われる。
【０１９５】
　スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない場合、前面扉１２が閉鎖されて
いる場合、又は消灯タイミングとなっている場合には、ステップＳ８１０～ステップＳ８
１２のいずれかにて否定判定をし、ステップＳ８１３に進む。ステップＳ８１３では消灯
用処理を実行する。消灯用処理では、報知用装置１１１の表示駆動部１６５へのバックラ
イトを点灯させるための駆動信号の出力を停止するとともに、監視側ＲＡＭ１６２の表示
データ設定用エリア１９４を初期化することで当該エリア１９４に記憶されている表示デ
ータの情報を消去する。
【０１９６】
　スロットマシン１０自身に動作電力が供給されているとともに前面扉１２が開放中であ
り、さらに消灯タイミングとなっていない場合には、ステップＳ８１０～ステップＳ８１
２の全てにおいて肯定判定をし、ステップＳ８１４に進む。
【０１９７】
　ステップＳ８１４では、監視側ＲＡＭ１６２に報知実行フラグが格納されているか否か
を判定する。報知実行フラグが格納されている場合には、報知用装置１１１の表示画面１
１３において既に異常報知を行っているか否かを判定する。既に異常報知を行っている場
合には、そのまま本表示制御処理を終了する。異常報知を行っていない場合には、ステッ
プＳ８０９にて異常報知データの設定処理を実行した後に、本表示制御処理を終了する。
異常報知データの設定処理は既に説明したとおりである。
【０１９８】
　ステップＳ８１４にて、報知実行フラグが格納されていないと判定した場合には、ステ
ップＳ８１６にて、履歴表示に係る操作がなされているか否かを判定する。ここで、本ス
ロットマシン１０では、当該スロットマシン１０自身に動作電力が供給されている状況に
おいては、決定操作部１１４又は選択操作部１１５への操作に基づいて、監視側ＲＡＭ１
６２の常時用監視履歴記憶エリア１９１の各単位エリアに記憶されている情報、及び報知
用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリアに記憶されている情報が表示画面１１３に表
示される構成となっている。そして、かかる表示に際しては、常時用監視履歴記憶エリア
１９１又は報知用監視履歴記憶エリア１９２のうちいずれかが履歴表示対象のエリアとし
て選択されるとともに、その選択されたエリアの各単位エリアに記憶されている監視対象
の事象の情報とその事象の発生した日時を示す情報とが一組の情報として、それら一組の
情報が選択操作部１１５の操作に基づいて切り換え表示される構成となっている。
【０１９９】
　ステップＳ８１６では、入出力ポートの入力側における決定操作部１１４及び選択操作
部１１５から入力している情報に基づいて、常時用監視履歴記憶エリア１９１又は報知用
監視履歴記憶エリア１９２のうちいずれかについて履歴表示の決定操作がなされたか否か
を判定するとともに、既に履歴表示の決定操作がなされている場合には表示画面１１３へ
の表示対象とする上記一組の情報の切り換え操作がなされたか否かを判定する。履歴表示
に係る操作がなされている場合には、ステップＳ８１７にて履歴データの設定処理を実行
する。履歴データの設定処理では、ステップＳ８１６にて特定した操作内容に応じた表示
用のデータを、常時用監視履歴記憶エリア１９１の単位エリア又は報知用監視履歴記憶エ
リア１９２の単位エリアから特定し、その表示用のデータを監視側ＲＡＭ１６２の表示デ
ータ設定用エリア１９４に格納する（記憶させる又は更新する）。これにより、その格納
された表示用のデータに対応した履歴表示の画像が表示画面１１３にて表示される。その
後、ステップＳ８１８に進む。なお、履歴データが存在していない場合には、履歴データ
が存在しない旨の表示用のデータが格納されて、履歴データが存在しない旨の画像が表示
される。一方、履歴表示に係る操作がなされていない場合には、ステップＳ８１７の処理
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を実行することなくステップＳ８１８に進む。
【０２００】
　ステップＳ８１８では、表示画面１１３の切換タイミングであるか否かを判定する。本
スロットマシン１０では、表示画面１１３に通常画像が表示されている状況が所定時間（
例えば、２ｓｅｃ）継続することにより、報知用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリ
アに記憶されている監視対象の事象のうち、スロットマシン１０自身の電源ＯＮ操作の事
象及び前面扉１２の開放の事象以外の事象であって最新の監視対象の事象の情報が表示さ
れるとともに、その事象が発生した日時を示す情報が表示されることとなる最新異常用画
像に表示内容が切り換えられる構成となっている。当該最新異常用画像が表示されている
状況が所定時間（例えば、２ｓｅｃ）継続することにより、上記通常画像に表示内容が復
帰する構成となっている。ステップＳ８１８では、監視側ＲＡＭ１６２の計測用カウンタ
エリア１９３における切換用カウンタエリアのカウンタ値を用いて、上記切換タイミング
となっているか否かを判定する。
【０２０１】
　切換タイミングとなっている場合には、ステップＳ８１９にて通常画像の表示中である
か否かを判定する。通常画像の表示中でない場合、すなわち最新異常用画像の表示中であ
る場合には、ステップＳ８２０にて通常データの設定処理を実行した後に、ステップＳ８
２３に進む。通常データの設定処理の内容は、上記ステップＳ８０８と同様である。
【０２０２】
　通常画像の表示中である場合には、ステップＳ８２１にて、切換対象履歴が有るか否か
、具体的には、報知用監視履歴記憶エリア１９２のいずれかの単位エリアに、スロットマ
シン１０自身の電源ＯＮ操作の事象及び前面扉１２の開放の事象以外の事象の情報が記憶
されているか否かを判定する。切換対象履歴が無い場合には、そのままステップＳ８２３
に進む。切換対象履歴が有る場合には、ステップＳ８２２にて、最新履歴データの設定処
理を実行する。最新履歴データの設定処理では、上記最新異常用画像が表示画面１１３に
て表示されるように、監視側ＲＡＭ１６２の表示データ設定用エリア１９４に対して表示
用のデータを格納する（記憶させる又は更新する）。その後、ステップＳ８２３に進む。
【０２０３】
　ステップＳ８２３では、その他データの設定処理を実行する。その他データの設定処理
では、例えば、決定操作部１１４又は選択操作部１１５への操作に基づいて表示画面１１
３にメニュー画像を表示させるための処理などを実行する。また、その他データの設定処
理では、監視側ＲＡＭ１６２にデータ消去監視フラグが格納されているか否かを判定し、
データ消去監視フラグが格納されていない場合にはＲＴＣ１６３の日時の設定を促す報知
が報知用装置１１１にて実行されるように、当該報知用のデータを表示データ設定用エリ
ア１９４に格納する。これにより、報知用装置１１１の表示画面１１３にて、「セッテイ
シテクダサイ」といった画像が表示される。また、その他データの設定処理では、ＲＴＣ
１６３の日時の設定が行われる場合に、その設定用の画像を表示画面１１３に表示させる
ための処理を実行するとともに、報知用監視期間の設定が行われる場合に、その設定用の
画像を表示画面１１３に表示させるための処理を実行する。その後、本表示制御処理を終
了する。
【０２０４】
　＜監視側ＭＰＵ９１の異常報知解除用処理＞
　次に、異常報知解除用処理について、図１９のフローチャートを参照して説明する。こ
こで、異常報知解除用処理とは、異常報知が実行されている状況において異常報知の解除
条件が成立している場合に、異常報知を解除する設定を行うための処理である。
【０２０５】
　異常報知解除用処理では、先ずステップＳ９０１にて報知制限中であるか否かを判定す
る。ここで、本スロットマシン１０では、副側ＭＰＵ８５における処理に基づいて実行さ
れる報知の種類として、主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する報知と、監視側Ｍ
ＰＵ９１にて特定された異常に対する報知と、監視側ＭＰＵ９１の通信異常に対する報知
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と、監視側ＭＰＵ９１のＲＴＣ１６３の日時の設定を促す報知と、スロットマシン１０自
身に動作電力が供給されている状況において主側ＭＰＵ１２２にて前面扉１２の開放が検
出されたことに対する報知と、が設定されている。
【０２０６】
　この場合に、これら各種報知のうち、何について報知がなされているかを遊技ホールの
管理者等が把握できないといった不都合が発生しないようにするために、上記複数種の報
知には予め優先順位が設定されており、報知タイミングが重複した場合には段階的に実行
される。当該優先順位について詳細には、主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する
報知が最も優先順位が高く、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知が次に優
先順位が高く、監視側ＭＰＵ９１の通信異常に対する報知が次に優先順位が高く、監視側
ＭＰＵ９１のＲＴＣ１６３の日時の設定を促す報知が次に優先順位が高く、主側ＭＰＵ１
２２にて前面扉１２の開放が検出されたことに対する報知が最も優先順位が低くなるよう
に設定されている。
【０２０７】
　上記のように優先順位が設定されている構成において、報知制限中とは、優先順位が最
も高く設定されている主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する報知が実行されてい
る状況であることを意味する。かかる報知制限中か否かの判定は、監視側ＲＡＭ１６２の
各種フラグ格納エリア１９６における報知制限フラグ格納エリア（報知制限情報記憶手段
）に報知制限フラグ（報知制限情報）が格納（記憶）されているか否かを判定することに
より行われる。
【０２０８】
　報知制限中でない場合には、ステップＳ９０１にて否定判定をし、ステップＳ９０２に
進む。ステップＳ９０２では、副側ＭＰＵ８５から報知制限開始コマンドを受信している
か否かを判定する。報知制限開始コマンドは、副側ＭＰＵ８５にて上記優先順位が最も高
い報知が開始される場合に当該副側ＭＰＵ８５から送信されるコマンドである。報知制限
開始コマンドを受信している場合には、ステップＳ９０３にて報知制限フラグを格納した
後に、本解除用処理を終了する。報知制限開始コマンドを受信していない場合には、ステ
ップＳ９０６に進む。
【０２０９】
　一方、報知制限中である場合には、ステップＳ９０１に肯定判定をし、ステップＳ９０
４に進む。ステップＳ９０４では、副側ＭＰＵ８５から報知制限終了コマンドを受信して
いるか否かを判定する。報知制限終了コマンドは、副側ＭＰＵ８５にて上記優先順位が最
も高い報知が終了される場合に当該副側ＭＰＵ８５から送信されるコマンドである。報知
制限終了コマンドを受信していない場合には、そのまま本解除用処理を終了する。報知制
限終了コマンドを受信している場合には、ステップＳ９０５にて報知制限フラグを消去し
た後に、ステップＳ９０６に進む。
【０２１０】
　ステップＳ９０６では、監視側ＲＡＭ１６２に報知実行フラグが格納されているか否か
を判定する。報知実行フラグが格納されていない場合には、異常報知が実行されていない
状況であるため、そのまま本解除用処理を終了する。報知実行フラグが格納されている場
合には、ステップＳ９０７に進む。
【０２１１】
　ステップＳ９０７では、操作系信号の読み込み処理を実行する。具体的には、監視側Ｍ
ＰＵ９１の入出力ポートにおける入力側を監視し、報知用装置１１１の決定操作部１１４
と選択操作部１１５との操作の有無の特定をする。続くステップＳ９０８では、ステップ
Ｓ９０７にて特定した結果が、解除操作に対応した結果であるか否かを判定する。具体的
には、決定操作部１１４及び選択操作部１１５の両方が同時に操作されているか否かを判
定する。決定操作部１１４及び選択操作部１１５の両方が同時に操作されていない場合に
は、ステップＳ９０８にて否定判定をし、そのまま本解除用処理を終了する。
【０２１２】
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　決定操作部１１４及び選択操作部１１５の両方が同時に操作されている場合には、ステ
ップＳ９０９にて監視側ＲＡＭ１６２から報知実行フラグを消去する。これにより、表示
画面１１３では、解除操作がなされたことを示す情報が画像として表示される。例えば、
表示画面１１３には、「カイジョサレマシタ」という文字の画像が表示される。
【０２１３】
　続くステップＳ９１０では、監視側報知解除コマンドを副側ＭＰＵ８５に送信する処理
を実行する。副側ＭＰＵ８５では、当該監視側報知解除コマンドを受信することにより、
報知用監視期間に監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知に対して解除操作が
有効になされたことを把握し、当該報知を終了する。
【０２１４】
　続くステップＳ９１１では、解除許容状況であるか否かを判定する。具体的には、書込
みポインタの情報を参照することで、報知用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリアの
うち、最新の監視対象の事象が記憶されている単位エリアを特定し、当該単位エリアの日
時データ用エリアに記憶されている情報を最新の発生日時の情報として読み出す。また、
この読み出した最新の発生日時の情報に対して、監視制御基板８３のＲＯＭ１６１に予め
記憶されている再報知期間（例えば、３時間）の情報を加算するための加算処理を実行す
る。そして、ＲＴＣ１６３から現状の日時の情報を読み出し、上記加算処理の結果の日時
が現状の日時以前となっているか否かを判定する。その結果、上記加算処理の結果の日時
が、現状の日時以前となっている場合（最新事象から３時間経過）には解除許容状況であ
ると判定し、現状の日時以前となっていない場合には解除許容状況でないと判定する。
【０２１５】
　なお、解除許容状況であるか否かを判定するための具体的な処理内容は、上記のものに
限定されることはなく、最新の情報に対応した単位エリアの日時データ用エリアに記憶さ
れている日時から再報知期間が経過した後の日時が、上記把握したＲＴＣ１６３の現状の
日時以前となっているかを、換言すれば、ＲＴＣ１６３の現状の日時が、最新の情報に対
応した単位エリアの日時データ用エリアに記憶されている日時から再報知期間が経過した
後の日時となっているかを、判定することができるのであれば任意である。例えば、上記
把握したＲＴＣ１６３の現状の日時の情報に対して、ＲＯＭ１６１に記憶されている再報
知期間の情報を減算するための減算処理を実行する。そして、最新の情報に対応した単位
エリアの日時データ用エリアに記憶されている情報の日時が、上記減算処理の結果の日時
以前となっているか否かを判定する比較処理を実行する構成としてもよい。
【０２１６】
　また、ＲＴＣ１６３を用いるのではなく、監視側ＲＡＭ１６２に時間計測用カウンタエ
リアを設け、当該時間計測用カウンタエリアにてカウントした値を用いて上記再報知期間
を計測する構成としてもよい。また、このように時間計測用カウンタエリアを設ける場合
、かかるカウンタエリアを報知用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリアに１対１で対
応させて設け、それら単位エリアに監視対象の事象の情報を記憶させる場合に対応するカ
ウンタエリアに再報知期間に対応した値を記憶させるようにする。そして、各カウンタエ
リアは一定周期で減算されるようにし、カウンタエリアの値が「０」になった単位エリア
については解除許容状況となっていると判定する構成としてもよい。
【０２１７】
　ステップＳ９１１において解除許容状況となっていないと判定した場合には、そのまま
本解除用処理を終了する。この場合、監視側ＲＡＭ１６２から報知実行フラグが消去され
るものの、報知条件成立フラグが消去されないため、スロットマシン１０自身への動作電
力の供給が次回開始された場合には、今回解除された異常報知に係る監視対象の事象に基
づいて、再度、異常報知が開始される。
【０２１８】
　ステップＳ９１１において解除許容状況となっていると判定した場合には、ステップＳ
９１２にて監視側ＲＡＭ１６２の報知条件成立フラグを消去する。また、ステップＳ９１
３にて報知判定データの更新処理を実行する。当該更新処理では、報知用監視履歴記憶エ
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リア１９２の各単位エリアにおいて報知解除条件が満たされていない単位エリア、具体的
には報知判定データとして未解除情報としての「１」が格納されている単位エリアを特定
する。そして、それら特定した単位エリアについて、上記未解除情報が消去されるように
報知判定データ用エリアを「０」クリアする。その後、本解除用処理を終了する。これに
より、今回の異常報知に係る監視対象の事象に基づいて報知条件が成立したものとされた
状態が解除され、新たに監視対象の事象が発生しない限り、スロットマシン１０自身への
動作電力の供給が開始されたとしても、監視側ＭＰＵ９１の監視処理に基づく報知は開始
されない。
【０２１９】
　つまり、本スロットマシン１０では、既に説明したように、報知用監視期間中において
監視側ＭＰＵ９１にて監視対象の事象が発生したことが特定された場合には、スロットマ
シン１０自身への動作電力の供給が開始されたことを契機として異常報知が開始されるこ
ととなる（図１７を参照し前述）。この場合に、当該異常報知は最新の監視対象の事象が
発生した日時から再報知期間（例えば、３時間）が経過する前に異常報知の解除操作がな
されたとしても、その時点で実行されている報知は一旦終了されることとなるが、スロッ
トマシン１０自身への動作電力の供給が開始された場合には再度、同一の事象を報知発生
の要因として異常報知が開始される。すなわち、異常報知の実行条件が成立した場合には
、最新の監視対象の事象が発生した日時から再報知期間が経過した後に解除操作が行われ
ない限り、異常報知の実行条件が成立した状態が保持され、当該状態が保持されている状
況においては異常報知の開始タイミングとなる度に異常報知が開始される。
【０２２０】
　ちなみに、上記のように報知制限中である場合にステップＳ９０６以降の処理を実行し
ないようにしたことにより、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の実行条
件及び開始条件が成立しているものの上記主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する
報知が優先されている状況において、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知
の解除操作が実行されたとしても、それが無効化される。これにより、監視側ＭＰＵ９１
にて特定された異常に対する報知の実行条件及び開始条件の成立を解除するためには、当
該報知が実行されている状況において解除操作をする必要が生じ、報知用監視期間におい
て監視側ＭＰＵ９１にて監視対象の事象が発生した場合には、その旨の報知を確実に実行
することができる。
【０２２１】
　＜副側ＭＰＵ８５にて実行される通常処理＞
　次に、図２０～図２３のフローチャートを参照して副側ＭＰＵ８５にて実行される処理
について説明する。
【０２２２】
　図２０は、副側ＭＰＵ８５にて実行される通常処理を示すフローチャートである。
【０２２３】
　通常処理は、定期的（具体的には、４ｍｓｅｃ）に起動される。通常処理では、ステッ
プＳ１００１にて、演出用設定処理を実行する。演出用設定処理では、主側ＭＰＵ１２２
から演出用コマンドを受信している場合に、その演出用コマンドに対応した演出を、発光
部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３にて行うための処理を実行する。例えば
、演出用コマンドに、発光部６１における発光、スピーカ部６２からの音の出力及び演出
用表示装置６３における所定の画像の表示を、所定のタイミングで開始する旨の情報が含
まれている場合には、その所定のタイミングで、発光部６１、スピーカ部６２及び演出用
表示装置６３のそれぞれに対して所定の駆動信号の出力を開始する。なお、後述する異常
報知を実行する場合には、それら異常報知が優先される。続くステップＳ１００２では、
通常時の異常報知設定用処理を実行する。
【０２２４】
　＜副側ＭＰＵ８５の通常時の異常報知設定用処理＞
　ここで、通常時の異常報知設定用処理について、図２１のフローチャートを参照しなが
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ら説明する。
【０２２５】
　通常時の異常報知設定用処理では、先ずステップＳ１１０１にて、入出力ポートの入力
側における主側ＭＰＵ１２２から入力している情報に基づいて、主側報知開始コマンドを
受信しているか否かを判定する。当該コマンドを受信していない場合には、そのまま本設
定用処理を終了する。
【０２２６】
　当該コマンドを受信している場合には、ステップＳ１１０２にて異常内容の特定処理を
実行する。異常内容の特定処理では、主側報知開始コマンドに含まれる異常内容の情報か
ら、何についての報知を今回開始するかを特定する。かかる異常内容としては、例えば、
ホッパ装置４１のメダル不足や、投入メダル検出センサ１３３における検出異常が設定さ
れている。ここで特定された情報は、副側ＲＡＭ１５２の主側報知情報記憶エリア１８１
に格納される（記憶される又は更新される）。
【０２２７】
　続くステップＳ１１０３では、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納エリア１８４におけ
る監視側異常報知フラグ格納エリア（監視側異常報知情報記憶手段）に監視側異常報知フ
ラグ（監視側異常報知情報）が格納されているか否かを判定する。監視側異常報知フラグ
は、監視側ＭＰＵ９１から受信するコマンドに基づいて、報知用監視期間中に監視対象の
事象が発生したことが副側ＭＰＵ８５において特定された場合に格納され、当該異常報知
に対して有効な解除操作がなされた場合に消去されるフラグである。
【０２２８】
　監視側異常報知フラグが格納されている場合には、ステップＳ１１０４にて、副側ＲＡ
Ｍ１５２の各種フラグ格納エリア１８４における報知待機フラグ格納エリア（報知待機情
報記憶手段）に報知待機フラグ（報知待機情報）を格納する。ここで、既に説明したとお
り、副側ＭＰＵ８５における処理に基づいて実行される各種報知には予め優先順位が設定
されており、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知に比べ、主側ＭＰＵ１２
２にて特定された異常に対する報知は優先順位が高く設定されている。したがって、監視
側異常報知フラグが格納されていて監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の
実行条件が成立している場合であっても、主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する
報知の実行条件が成立している場合には、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する
報知が実行前であるか実行中であるかに関係なく、主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常
に対する報知が実行され、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の実行は待
機される。この待機が行われている状況では報知待機フラグが格納され、当該待機が解除
されることで報知待機フラグが消去される。
【０２２９】
　ステップＳ１１０４にて報知待機フラグを格納した後、又はステップＳ１１０３にて否
定判定をした場合には、ステップＳ１１０５にて、主側異常報知を開始する。この開始に
際しては、副側ＲＡＭ１５２の主側報知情報記憶エリア１８１に記憶されている情報に基
づいて報知内容を特定し、その特定した内容の報知が発光部６１、スピーカ部６２及び演
出用表示装置６３にて実行されるようにこれら各機器を制御する。なお、既に他の報知や
演出が実行されている場合であっても、それを中断し、主側異常報知を開始する。
【０２３０】
　続くステップＳ１１０６では、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納エリア１８４におけ
る主側異常報知フラグ格納エリア（主側異常報知情報記憶手段）に主側異常報知フラグ（
主側異常報知情報）を格納する。当該主側異常報知フラグによって副側ＭＰＵ８５におい
て主側異常報知中であるか否かを特定することができる。続くステップＳ１１０７では、
主側異常報知中であることを監視側ＭＰＵ９１に認識させるための情報である報知制限開
始コマンドを当該監視側ＭＰＵ９１に送信する。報知制限開始コマンドを受信することで
監視側ＭＰＵ９１にて実行される処理内容は既に説明したとおりである（ステップＳ９０
２参照）。その後、本設定用処理を終了する。
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【０２３１】
　通常処理（図２０）の説明に戻り、ステップＳ１００２にて通常時の異常報知設定用処
理を実行した後は、ステップＳ１００３にて、応答待機中又は報知待機中であるか否かを
判定する。報知待機中であるか否かの判定は、副側ＲＡＭ１５２に上記報知待機フラグが
格納されているか否かを判定することにより行う。一方、応答待機中であるか否かの判定
は、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納エリア１８４における応答待機フラグ格納エリア
（応答待機中情報記憶手段）に応答待機フラグ（応答待機中情報）が格納されているか否
かを判定することにより行う。応答待機フラグは、副側ＭＰＵ８５から監視側ＭＰＵ９１
に要求コマンドを送信したのに対して、監視側ＭＰＵ９１からの応答のコマンドを待って
いる状況である場合に格納され、当該待っている状況が解除された場合に消去されるフラ
グである。
【０２３２】
　応答待機中又は報知待機中のいずれかである場合には、ステップＳ１００５に進む。一
方、応答待機中及び報知待機中のいずれでもない場合には、ステップＳ１００４にて電源
立ち上げ直後であるか否かを判定する。具体的には、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納
エリア１８４における立ち上げフラグ格納エリア（立ち上げ情報記憶手段）に立ち上げフ
ラグ（立ち上げ情報）が格納されているか否かを判定する。立ち上げフラグは、副側ＭＰ
Ｕ８５への動作電力の供給が開始された場合に格納され、副側ＭＰＵ８５から監視側ＭＰ
Ｕ９１に要求コマンドを送信した場合に消去されるフラグである。電源立ち上げ直後であ
る場合にはステップＳ１００５に進み、電源立ち上げ直後でない場合にはステップＳ１０
０５を実行することなくステップＳ１００６に進む。ステップＳ１００５では、立ち上げ
時の異常報知設定用処理を実行する。
【０２３３】
　＜副側ＭＰＵ８５の立ち上げ時の異常報知設定用処理＞
　ここで、立ち上げ時の異常報知設定用処理について、図２２のフローチャートを参照し
ながら説明する。
【０２３４】
　立ち上げ時の異常報知設定用処理では、先ずステップＳ１２０１にて、副側ＲＡＭ１５
２に報知待機フラグが格納されているか否かを判定することで、報知待機中であるか否か
を判定する。報知待機中でない場合には、ステップＳ１２０２にて、副側ＲＡＭ１５２に
応答待機フラグが格納されているか否かを判定することで、応答待機中であるか否かを判
定する。応答待機中でない場合には、ステップＳ１２０３にて要求コマンドを監視側ＭＰ
Ｕ９１に送信するとともに、ステップＳ１２０４にて副側ＲＡＭ１５２から立ち上げフラ
グを消去する。
【０２３５】
　ステップＳ１２０４の処理を実行した後、又は応答待機中でありステップＳ１２０２に
て肯定判定をした場合には、ステップＳ１２０５に進む。ステップＳ１２０５では、上記
要求コマンドの送信に対する監視側ＭＰＵ９１からの応答があったか否かを判定する。具
体的には、入出力ポートの入力側における監視側ＭＰＵ９１から入力している情報に基づ
いて、報知有りコマンド又は報知無しコマンドのいずれかを受信しているか否かを判定す
る。
【０２３６】
　監視側ＭＰＵ９１からの応答がない場合には、ステップＳ１２０６にて、副側ＲＡＭ１
５２に応答待機フラグを格納し、ステップＳ１２０７にて、上記ステップＳ１２０３にお
いて要求コマンドを送信したタイミングから応答限度時間（具体的には、１ｓｅｃ）を経
過したか否かを判定する。なお、応答限度時間が経過した否かの判定は、副側ＲＡＭ１５
２の計測用カウンタエリア１８３を用いて行われ、当該計測用カウンタエリア１８３は、
応答待機フラグが格納されている状況において通常処理が新たに起動される度に１更新さ
れる。
【０２３７】
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　応答限度時間を経過していない場合には、そのまま本設定用処理を終了する。応答限度
時間を経過している場合には、ステップＳ１２０８にて、副側ＲＡＭ１５２から応答待機
フラグを消去するとともに、ステップＳ１２０９にて、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格
納エリア１８４における通信異常報知フラグ格納エリア（通信異常報知情報記憶手段）に
通信異常報知フラグ（通信異常報知情報）を格納する。当該通信異常報知フラグによって
、副側ＭＰＵ８５において監視側ＭＰＵ９１との間での通信が正常に行えない状況である
か否かが特定される。
【０２３８】
　監視側ＭＰＵ９１からの応答があった場合には、ステップＳ１２１０にて副側ＲＡＭ１
５２から応答待機フラグを消去する。続くステップＳ１２１１では、監視側ＭＰＵ９１か
ら受信した応答のコマンドが報知有りコマンドであるか否かを判定する。報知有りコマン
ドではなく、報知無しコマンドである場合には、報知用監視期間中に監視側ＭＰＵ９１に
て異常が特定されなかったことを意味するため、そのまま本設定用処理を終了する。
【０２３９】
　報知有りコマンドである場合には、ステップＳ１２１２にて、異常内容の特定処理を実
行する。異常内容の特定処理では、報知有りコマンドに含まれる異常内容の情報から、何
についての報知を今回開始するかを特定する。かかる異常内容は、既に説明した監視対象
の事象のいずれかであり、ここで特定された情報は、副側ＲＡＭ１５２の監視側報知情報
記憶エリア１８２に格納される（記憶される又は更新される）。また、ステップＳ１２１
２では、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納エリア１８４における監視側異常報知フラグ
格納エリア（監視側異常報知情報記憶手段）に監視側異常報知フラグ（監視側異常報知情
報）を格納する。当該監視側異常報知フラグによって、副側ＭＰＵ８５において監視側異
常報知を実行すべきであるか否かが特定される。
【０２４０】
　続くステップＳ１２１３では、副側ＲＡＭ１５２に主側異常報知フラグが格納されてい
るか否かを判定することで、主側異常報知中であるか否かを判定する。主側異常報知中で
ない場合には、ステップＳ１２１４に進み、副側ＲＡＭ１５２に報知待機フラグが格納さ
れている場合には、それを消去する。続くステップＳ１２１５では、監視側異常報知を開
始するための処理を実行する。この開始に際しては、副側ＲＡＭ１５２の監視側報知情報
記憶エリア１８２に記憶されている情報に基づいて報知内容を特定し、その特定した内容
の報知が発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３にて実行されるようにこれ
ら各機器を制御する。なお、既に、主側異常報知以外の報知や演出が実行されている場合
であっても、それを中断し、監視側異常報知を開始する。
【０２４１】
　主側異常報知中である場合には、監視側異常報知を開始することなく、ステップＳ１２
１６に進む。ステップＳ１２１６では、副側ＲＡＭ１５２に報知待機フラグが格納されて
いない場合には、当該報知待機フラグを格納する。その後、本設定用処理を終了する。
【０２４２】
　一方、ステップＳ１２０１にて、報知待機フラグが格納されていると判定した場合には
、ステップＳ１２１３に進む。そして、上述したステップＳ１２１３～ステップＳ１２１
６の処理を実行した後に、本設定用処理を終了する。
【０２４３】
　通常処理（図２０）の説明に戻り、ステップＳ１００５にて立ち上げ時の異常報知設定
用処理を実行した後、又はステップＳ１００３及びステップＳ１００４の両方にて否定判
定をした場合には、ステップＳ１００６に進む。ステップＳ１００６では、主側異常報知
中又は監視側異常報知中のいずれかであるか否かを判定する。主側異常報知中又は監視側
異常報知中である場合には、ステップＳ１００７～ステップＳ１０１１の処理を実行する
ことなくステップＳ１０１２に進む。
【０２４４】
　主側異常報知中及び監視側異常報知中のいずれでもない場合には、ステップＳ１００７
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にて、通信異常報知設定用処理を実行する。通信異常報知設定用処理では、副側ＲＡＭ１
５２に通信異常報知フラグが格納されているか否かを判定し、通信異常報知フラグが格納
されている場合には通信異常報知を開始するための処理を実行する。この場合、通信異常
に対応した内容の報知が発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３にて実行さ
れるようにこれら各機器を制御する。なお、既に、主側異常報知及び監視側異常報知以外
の報知や演出が実行されている場合であっても、それを中断し、通信異常報知を開始する
。
【０２４５】
　ステップＳ１００７の処理を実行した後は、ステップＳ１００８にて、主側異常報知中
、監視側異常報知中又は通信異常報知中のいずれかであるか否かを判定する。主側異常報
知中、監視側異常報知中又は通信異常報知中である場合には、ステップＳ１００９～ステ
ップＳ１０１１の処理を実行することなく、ステップＳ１０１２に進む。
【０２４６】
　主側異常報知中、監視側異常報知中及び通信異常報知中のいずれでもない場合には、ス
テップＳ１００９にて、消去報知設定用処理を実行する。消去報知設定用処理では、監視
側ＭＰＵ９１から消去報知開始用コマンドを受信しているか否かを判定し、当該コマンド
を受信している場合には、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納エリア１８４における消去
報知フラグ格納エリア（消去報知情報記憶手段）に消去報知フラグ（消去報知情報）を格
納するとともに、当該消去報知フラグが格納されている場合には、ＲＴＣ１６３の日時の
設定を促す消去報知を開始するための処理を実行する。この場合、ＲＴＣ１６３の日時の
設定を促す内容の報知が発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３にて実行さ
れるようにこれら各機器を制御する。なお、既に、扉開放報知や演出が実行されている場
合であっても、それを中断し、消去報知を開始する。
【０２４７】
　ステップＳ１００９の処理を実行した後は、ステップＳ１０１０にて、上記のいずれか
の報知中であるか否かを判定する。いずれかの報知中である場合には、ステップＳ１０１
１の処理を実行することなく、ステップＳ１０１２に進む。いずれの報知中でもない場合
には、ステップＳ１０１１にて、扉開放報知設定用処理を実行する。扉開放報知設定用処
理では、主側ＭＰＵ１２２から扉開放コマンドを受信しているか否かを判定し、当該コマ
ンドを受信している場合には、副側ＲＡＭ１５２の各種フラグ格納エリア１８４における
扉開放フラグ格納エリア（扉開放情報記憶手段）に扉開放フラグ（扉開放情報）を格納す
るとともに、当該扉開放フラグが格納されている場合には、前面扉１２が開放中であるこ
とを知らせる扉開放報知を開始するための処理を実行する。この場合、前面扉１２が開放
中であることを示す内容の報知が発光部６１、スピーカ部６２及び演出用表示装置６３に
て実行されるようにこれら各機器を制御する。なお、既に、演出が実行されている場合で
あっても、それを中断し、扉開放報知を開始する。
【０２４８】
　ステップＳ１０１１の処理を実行した後は、ステップＳ１０１２にて報知解除用処理を
実行した後に、本通常処理を終了する。
【０２４９】
　＜副側ＭＰＵ８５の報知解除用処理＞
　ここで、報知解除用処理について、図２３のフローチャートを参照しながら説明する。
【０２５０】
　報知解除用処理では、先ずステップＳ１３０１にて、主側ＭＰＵ１２２から主側報知解
除コマンドを受信しているか否かを判定する。当該コマンドを受信している場合には、ス
テップＳ１３０２にて、主側異常報知の解除用処理を実行する。具体的には、副側ＲＡＭ
１５２に格納されている主側異常報知フラグを消去するとともに、実行されている主側異
常報知を終了させる。続くステップＳ１３０３では、監視側ＭＰＵ９１に向けて、主側異
常報知が解除されたことを示す報知制限終了コマンドを送信する。その後、本解除用処理
を終了する。
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【０２５１】
　主側報知解除コマンドを受信しておらずステップＳ１３０１にて否定判定をした場合に
は、ステップＳ１３０４にて、監視側ＭＰＵ９１から監視側報知解除コマンドを受信して
いるか否かを判定する。当該コマンドを受信している場合には、ステップＳ１３０５にて
、監視側異常報知の解除用処理を実行する。具体的には、副側ＲＡＭ１５２に格納されて
いる監視側異常報知フラグを消去するとともに、実行されている監視側異常報知を終了さ
せる。その後、本解除用処理を終了する。
【０２５２】
　監視側報知解除コマンドを受信しておらずステップＳ１３０４にて否定判定をした場合
には、ステップＳ１３０６にて、主側ＭＰＵ１２２から通信異常解除コマンドを受信して
いるか否かを判定する。当該通信異常解除コマンドは、通信異常の解除操作、具体的には
、リセットスイッチ６６の手動操作が行われたことに基づいて、主側ＭＰＵ１２２から副
側ＭＰＵ８５に向けて送信される。当該コマンドを受信している場合には、ステップＳ１
３０７にて、通信異常報知の解除用処理を実行する。具体的には、副側ＲＡＭ１５２に格
納されている通信異常報知フラグを消去するとともに、通信異常報知が実行されている場
合にはそれを終了させる。その後、本解除用処理を終了する。
【０２５３】
　通信異常解除コマンドを受信しておらずステップＳ１３０６にて否定判定をした場合に
は、ステップＳ１３０８にて、その他解除用処理を実行する。その他解除用処理では、監
視側ＭＰＵ９１から消去報知終了用コマンドを受信しているか否かを判定し、当該コマン
ドを受信している場合には、副側ＲＡＭ１５２に格納されている消去報知フラグを消去す
るとともに、消去報知が実行されている場合にはそれを終了させる。また、その他解除用
処理では、主側ＭＰＵ１２２から扉閉鎖コマンドを受信しているか否かを判定し、当該コ
マンドを受信している場合には、副側ＲＡＭ１５２に格納されている扉開放フラグを消去
するとともに、扉開放報知が実行されている場合にはそれを終了させる。その後、本解除
用処理を終了する。
【０２５４】
　＜監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の様子＞
　次に、報知用監視期間において監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の様
子について、その例を図２４のタイムチャートを参照しながら説明する。
【０２５５】
　先ず、主側ＭＰＵ１２２にて異常が特定されずに、さらに再報知期間（例えば、３時間
）が経過後に監視側異常報知の解除操作が行われる図２４（ａ）の期間について説明する
。
【０２５６】
　報知用監視期間（例えば、スロットマシン１０の電源ＯＦＦ中の夜間）において、ｔ１
のタイミングで監視対象の事象が発生することにより、監視側ＲＡＭ１６２に報知条件成
立フラグが格納される。その後、ｔ２のタイミングで、上記監視対象の事象の発生に対す
る再報知期間が経過するとともに、ｔ３のタイミングで、報知用監視期間が終了したとす
る。
【０２５７】
　その後、ｔ４のタイミングで、電源が立ち上げられ、スロットマシン１０自身への動作
電力の供給が開始される。この場合、監視側ＲＡＭ１６２に報知条件成立フラグが格納さ
れているため、まず、副側ＭＰＵ８５による監視側異常報知が開始される。さらに、前面
扉１２が開放されていることを条件として、監視側ＭＰＵ９１による異常報知として報知
用装置１１１の表示画面１１３にて異常報知が開始される。
【０２５８】
　その後、ｔ５のタイミングで、監視側異常報知の解除操作として、報知用装置１１１の
決定操作部１１４及び選択操作部１１５の両方が手動操作されることにより、監視側ＭＰ
Ｕ９１による異常報知及び副側ＭＰＵ８５による監視側異常報知が終了されるとともに、
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既に再報知期間が経過しているため、監視側ＲＡＭ１６２から報知条件成立フラグが消去
される。
【０２５９】
　次に、主側ＭＰＵ１２２にて異常が特定されるとともに、再報知期間が経過後に監視側
異常報知の解除操作が行われる図２４（ｂ）の期間について説明する。
【０２６０】
　報知用監視期間において、ｔ６のタイミングで監視対象の事象が発生することにより、
監視側ＲＡＭ１６２に報知条件成立フラグが格納され、その後、ｔ７のタイミングで、上
記監視対象の事象の発生に対する再報知期間が経過するとともに、ｔ８のタイミングで、
報知用監視期間が終了したとする。
【０２６１】
　その後、ｔ９のタイミングで、電源が立ち上げられ、スロットマシン１０自身への動作
電力の供給が開始される。上記図２４（ａ）の場合と異なり、今回は電源が立ち上げられ
た直後に主側ＭＰＵ１２２にて異常の発生が特定されている。この場合、監視側ＲＡＭ１
６２に報知条件成立フラグが格納されている。前面扉１２が開放されていることを条件と
して、監視側ＭＰＵ９１による異常報知として報知用装置１１１の表示画面１１３にて異
常報知が開始されるが、副側ＭＰＵ８５では主側異常報知が優先され、監視側異常報知の
実行が待機される（保留される）。
【０２６２】
　その後、主側異常報知が実行されている状況であるｔ１０のタイミングで、監視側異常
報知の解除操作として、報知用装置１１１の決定操作部１１４及び選択操作部１１５の両
方が手動操作されたとする。既に説明したとおり、主側異常報知が実行されていて監視側
異常報知が待機されている状況では監視側異常報知の解除操作が行われても、それは無効
化される。したがって、ｔ１０のタイミングでは、報知条件成立フラグが消去されること
はなく、さらに監視側ＭＰＵ９１による異常報知は継続される。
【０２６３】
　その後、ｔ１１のタイミングで、主側異常報知が終了されることで、副側ＭＰＵ８５で
は監視側異常報知を開始する。さらに、前面扉１２が開放されていることを条件として、
監視側ＭＰＵ９１における異常報知として報知用装置１１１の表示画面１１３にて異常報
知が開始される。その後、ｔ１２のタイミングで、監視側異常報知の解除操作が行われる
ことにより、監視側ＭＰＵ９１による異常報知及び副側ＭＰＵ８５による監視側異常報知
が終了されるとともに、既に再報知期間が経過しているため、監視側ＲＡＭ１６２から報
知条件成立フラグが消去される。
【０２６４】
　次に、主側ＭＰＵ１２２にて異常が特定されずれに、さらに再報知期間が経過する前に
監視側異常報知の解除操作が行われる図２４（ｃ）の期間について説明する。
【０２６５】
　報知用監視期間において、ｔ１３のタイミングで監視対象の事象が発生することにより
、監視側ＲＡＭ１６２に報知条件成立フラグが格納される。その後、ｔ１４のタイミング
で、電源が立ち上げられ、スロットマシン１０自身への動作電力の供給が開始される。こ
の場合、監視側ＲＡＭ１６２に報知条件成立フラグが格納されているため、まず、副側Ｍ
ＰＵ８５による監視側異常報知が開始される。さらに、前面扉１２が開放されていること
を条件として、監視側ＭＰＵ９１による異常報知が開始される。
【０２６６】
　ちなみに、当該タイミングは報知用監視期間であり、さらに電源がＯＮ操作されること
は監視対象の事象として設定されているため、当該事象の履歴は監視側ＲＡＭ１６２の報
知用監視履歴記憶エリア１９２に格納される。そして、報知用監視期間にて発生した事象
について、再報知が行われないようにするためには、最新事象（上記電源ＯＮ）から再報
知期間が経過した後に解除操作を行う必要がある。
【０２６７】
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　その後、ｔ１５のタイミングで、監視側異常報知の解除操作がされることにより、監視
側ＭＰＵ９１による異常報知及び副側ＭＰＵ８５による監視側異常報知が終了される。但
し、当該タイミングにおいては未だ再報知期間が経過していないため、監視側ＲＡＭ１６
２から報知条件成立フラグは消去されない。このように、再報知期間が経過していない状
況で解除操作がされる場合としては、上記監視対象の事象を発生させた不正行為者が、当
該事象に対する異常報知を遊技ホールの管理者に確認させないようにするために、予め解
除操作を行おうとする場合が考えられる。
【０２６８】
　その後、ｔ１６のタイミングで、不正行為者によってスロットマシン１０の電源が立ち
下げられたとする。また、ｔ１７のタイミングで、上記監視対象の事象の発生に対する再
報知期間が経過するとともに、ｔ１８のタイミングで、報知用監視期間が終了したとする
。
【０２６９】
　その後、ｔ１９のタイミングで、遊技ホールの管理者によって正規に電源が立ち上げら
れ、スロットマシン１０自身への動作電力の供給が開始される。この場合、監視側ＲＡＭ
１６２に報知条件成立フラグが格納されているため、先ず、副側ＭＰＵ８５による監視側
異常報知が開始される。さらに、前面扉１２が開放されていることを条件として、監視側
ＭＰＵ９１による異常報知が開始される。かかる異常報知は、少なくとも上記ｔ１３のタ
イミングで発生した監視対象の事象についてなされるものであるため、上記ｔ１３のタイ
ミングで発生した監視対象の事象について今回の報知は再報知に該当する。
【０２７０】
　その後、ｔ２０のタイミングで、監視側異常報知の解除操作がなされることにより、監
視側ＭＰＵ９１による異常報知及び副側ＭＰＵ８５による監視側異常報知が終了されると
ともに、監視側ＲＡＭ１６２から報知条件成立フラグが消去される。
【０２７１】
　以上詳述した本実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２７２】
　監視側ＭＰＵ９１が設けられていることにより、スロットマシン１０自身に動作電力が
供給されていない状況において所定の事象の監視（以下、電源遮断中の監視などともいう
）を行うことができる。また、監視側ＭＰＵ９１は、主側ＭＰＵ１２２や副側ＭＰＵ８５
とは物理的に独立して設けられており、当該監視側ＭＰＵ９１では電源遮断中における監
視及びその監視結果の報知に係る処理のみが実行される構成であるため、主側ＭＰＵ１２
２や副側ＭＰＵ８５にて電源遮断中における監視を行う構成に比べ、電源遮断中の監視を
行う上で必要な動作電力の低電力化が図られる。
【０２７３】
　また、監視側ＭＰＵ９１では、電断中用電源部９３から供給される動作電力によって動
作可能であるため、スロットマシン１０の電源投入中において仮に電源装置１２５からの
動作電力の供給経路が遮断状態となっていたとしても、報知用監視期間に監視対象の事象
の発生を特定した場合にはそれに対する報知を実行することができる。
【０２７４】
　また、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない場合における不正行為で
は遊技機自身に動作電力が供給されている場合（以下、電源投入中ともいう）における不
正行為よりも手の込んだ行為が行われる可能性がある。これに対して、監視側ＭＰＵ９１
の電源遮断中における監視結果の報知は、演出用や電源投入中の異常に対する報知に用い
られる装置とは別に設けられた報知用装置１１１において実行される。したがって、電源
遮断中における監視結果の報知が演出用や電源投入中の報知に用いられる装置のみにて実
行される構成に比べ、電源遮断中における監視結果の報知を明確に行うことができる。
【０２７５】
　また、上記のように監視側ＭＰＵ９１にて電源遮断中の監視が行われ、報知用装置１１
１にてその監視結果の報知が行われる構成であるため、機種交換に際して、主側ＭＰＵ１
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２２、副側ＭＰＵ８５又は演出用表示装置６３などを交換する必要が生じたとしても、電
源遮断中の監視システムをそのまま流用することが可能となる。よって、電源遮断中の監
視システムの流用性及び汎用性が高まる。
【０２７６】
　副側ＭＰＵ８５と監視側ＭＰＵ９１とが、内部空間の開放に際して痕跡が残ることとな
る同一の基板ボックス８４内に収容されていることにより、副側ＭＰＵ８５と監視側ＭＰ
Ｕ９１との信号経路に対して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。特に、副側Ｍ
ＰＵ８５では監視側ＭＰＵ９１が正常に動作しているか否かの監視が行われ、正常に動作
していない場合にはその旨の報知が実行される構成であるため、監視側ＭＰＵ９１に対し
て不正を施して当該監視側ＭＰＵ９１が正常に動作しないようにしつつ、副側ＭＰＵ８５
と監視側ＭＰＵ９１との信号経路に対して不正を施して監視側ＭＰＵ９１が正常に動作し
ていないことを副側ＭＰＵ８５にて特定できないようにする行為が想定される。これに対
して、上記のように副側ＭＰＵ８５と監視側ＭＰＵ９１とが同一の基板ボックス８４内に
収容されていることにより、上記不正が行われてしまうことを阻止することが可能となる
。ちなみに、監視側ＭＰＵ９１専用に基板ボックスを設ける構成に比べ、基板ボックスの
数を抑えることができるとともに、筐体１１内という限られたスペースにおいて基板ボッ
クスを設けるためのスペースの縮小化も図られる。
【０２７７】
　副側ＭＰＵ８５が副制御基板８２に搭載されているとともに監視側ＭＰＵ９１が監視制
御基板８３に搭載されていることにより、副側ＭＰＵ８５又は監視側ＭＰＵ９１の一方に
異常等が生じた場合には、その対応する基板のみを交換するだけで済む。この場合に、副
制御基板８２と監視制御基板８３とはハーネス等の信号線を介することなくコネクタ８４
ａとコネクタ９４とによって接続されているため（ボードｔｏボード接続）、両基板８２
，８３間の信号経路に対して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。
【０２７８】
　監視側ＭＰＵ９１において電源遮断中に監視対象の事象の発生が特定されて監視側ＲＡ
Ｍ１６２の報知用監視履歴記憶エリア１９２にその旨の情報が格納された場合には、再報
知期間が経過した後に上記監視対象の事象の発生に対する報知が行われている状況におい
て当該報知の終了操作が行われない限り、スロットマシン１０への動作電力の供給が開始
される度に当該報知が実行される。これにより、電源遮断中に所定の装置などに不正を施
した者が、遊技ホールの管理者に対して報知が行われないようにするために、不正を施す
のに合わせて上記報知を終了させたとしても、その際に再報知期間が経過していないので
あれば、上記報知が再度実行される。したがって、遊技ホールの管理者にとっては上記不
正行為を発見し易くなる。
【０２７９】
　特に、本スロットマシン１０では、上記報知を終了させる場合における遊技ホールの管
理者の作業性に鑑みて、報知用装置１１１の決定操作部１１４及び選択操作部１１５を同
時に手動操作するという比較的簡易な操作によって上記報知を終了させることができるよ
うにしている。そうすると、上記作業性が向上するものの、不正行為者にとっても上記報
知を終了させ易くなる。これに対して、上記のように再報知が実行され得る構成であるた
め、仮に不正行為者によって上記報知が終了させられたとしても上記報知が再度開始され
ることで、遊技ホールの管理者にとって上記報知を確認する機会が生じる。
【０２８０】
　また、再報知が行われないようにするためには、再報知期間が経過した後に上記監視対
象の事象の発生に対する報知が行われている状況において当該報知の終了操作が行われる
ことを要する構成であるため、不正行為者にとって遊技ホールの管理者に報知の実行が認
識されないようにするためには、スロットマシン１０に対して不正を施した後に再報知期
間が経過するまで遊技ホールに居続ける必要が生じる。これに対して、不正行為者がスロ
ットマシン１０に対して不正を施した後に遊技ホールに居続けることは起こり難いと考え
られるため、再報知の解除を不正行為者が行うことは困難なものとなる。
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【０２８１】
　また、上記のように再報知期間が経過した後に上記監視対象の事象の発生に対する報知
が行われている状況において当該報知の終了操作が行われない限り、スロットマシン１０
への動作電力の供給が開始される度に当該報知が実行されるため、電源遮断中に監視対象
の事象の発生が特定されて報知用監視履歴記憶エリア１９２にその旨の情報が格納された
場合には、少なくとも１回はそれについての報知が実行されるとともに、再報知期間が経
過していない状況で上記報知が開始されて当該報知が終了されたとしても、その後に少な
くとも１回は上記報知が実行される。よって、遊技ホールの管理者にとって上記報知を確
認する機会が高まり、電源遮断中に不正行為が行われたとしてもそれを発見し易くなる。
【０２８２】
　不正行為者が主制御装置７１の交換といった重度の不正をスロットマシン１０に施した
後に、スロットマシン１０の電源ＯＮ操作や前面扉１２の開放といった他の監視対象の事
象を発生させることが想定される。この場合、後の行為に際して、先の行為について再報
知の条件が解除されてしまうと、遊技ホールの管理者が不正の本質（先に行われた重度の
不正等）を見誤ることが懸念される。これに対して、報知用監視履歴記憶エリア１９２に
報知対象の情報が記憶されている状況において、報知用監視期間中に新たに監視対象の事
象の発生が特定された場合には、当該新たな監視対象の事象発生から再報知期間が経過し
当該新たな監視対象の事象について報知対象とならないように設定（即ち、異常報知解除
操作）されるまでは、既に記憶されていた報知対象の情報は報知対象として維持される。
これにより、上記後の行為について報知が実行される場合には、それに合わせて上記先の
行為についても報知が実行される。よって、遊技ホールの管理者が不正の本質を見誤る可
能性が低減される。
【０２８３】
　監視側ＭＰＵ９１では、スロットマシン１０の電源投入中及び電源遮断中のいずれにお
いても所定の事象の監視を行えるようにした構成において、一部の事象を除いて、設定さ
れた報知用監視期間中に発生した事象について報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶さ
せ、当該報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶されている事象について報知を行うよう
にした。これにより、監視側ＭＰＵ９１における監視結果の報知が必要以上に実行される
ことを抑えることが可能となる。
【０２８４】
　＜第２の実施の形態＞
　上記第１の実施の形態では、報知用監視期間において監視側ＭＰＵ９１にて監視対象の
事象の発生が特定された場合のそれに対する異常報知の開始契機を、スロットマシン１０
自身への動作電力の供給が開始されることとしたが、本実施の形態では、当該異常報知の
開始契機が異なっている。そして、当該開始契機の相違は、監視側ＭＰＵ９１における異
常報知設定用処理の処理構成が上記第１の実施の形態と異なっていることにより生じてい
る。そこで、以下に、本実施の形態における異常報知設定用処理について説明する。図２
５は、異常報知設定用処理を示すフローチャートである。
【０２８５】
　異常報知設定用処理では、先ずステップＳ１４０１にて、主側ＭＰＵ１２２にて所定の
異常の発生が特定されたことを示す主側異常コマンドを受信しているか否かを判定する。
本実施の形態では、当該主側異常コマンドは、主側ＭＰＵ１２２から送信され副側ＭＰＵ
８５にて中継されて監視側ＭＰＵ９１において受信されるが、主側ＭＰＵ１２２から送信
された主側異常コマンドが監視側ＭＰＵ９１にて直接受信される構成としてもよい。また
、主側ＭＰＵ１２２から主側異常コマンドが送信される場合とは、主側ＭＰＵ１２２にて
ホッパ装置４１のメダル不足が特定された場合である。
【０２８６】
　主側異常コマンドを受信していない場合には、そのまま本設定用処理を終了する。主側
異常コマンドを受信している場合には、ステップＳ１４０２にて、監視側ＲＡＭ１６２に
報知条件成立フラグが格納されているか否かを判定する。報知条件成立フラグが格納され
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ている場合には、ステップＳ１４０３にて監視側ＲＡＭ１６２に報知実行フラグを格納し
、続くステップＳ１４０４にて報知内容の特定処理を実行し、続くステップＳ１４０５に
て報知有りコマンドを副側ＭＰＵ８５に送信する処理を実行する。その後、本設定用処理
を終了する。上記第１の実施の形態と同様に、副側ＭＰＵ８５では、上記報知有りコマン
ドを受信することに基づいて、監視側異常報知を行うための処理を実行する。
【０２８７】
　一方、報知条件成立フラグが格納されていない場合には、報知無しコマンドを副側ＭＰ
Ｕ８５に送信する処理を実行する。その後、本設定用処理を終了する。上記第１の実施の
形態と同様に、副側ＭＰＵ８５では、上記報知無しコマンドを受信した場合には、監視側
異常報知を行うための処理を実行しない。
【０２８８】
　以上詳述した本実施の形態によれば、報知用監視期間において監視側ＭＰＵ９１にて監
視対象の事象の発生が特定された場合には、主側ＭＰＵ１２２にて異常が特定されたこと
を開始契機として異常報知が開始されるようにしたことにより、不正が施された場合に発
生し易い事象が発生した場合に異常報知を行うことができる。
【０２８９】
　特に、不正行為者は、多量のメダルを不正に取得することを目的としてスロットマシン
１０に対して不正行為を行うものと考えられ、多量のメダルが短時間で払い出されるとホ
ッパ装置４１のメダル不足が発生するものと考えられる。このような事情において、主側
ＭＰＵ１２２にてホッパ装置４１のメダル不足が特定されたことを開始契機として上記異
常報知を開始することにより、遊技ホールの管理者にとっては不自然なメダルの払出に対
して適切に対処することができる。
【０２９０】
　なお、異常報知の開始契機は、ホッパ装置４１のメダル不足に限定されることはなく、
例えば、予め定められた規定遊技回数内（又は予め定められた規定経過期間内）における
メダルの払出枚数又はメダルの投入と払出の差枚数が契機基準枚数となった場合としても
よい。また、予め定められた規定遊技回数内（又は予め定められた規定経過期間内）にお
ける遊技者にとって有利な状態の付与回数が契機基準回数となった場合としてもよい。ま
た、予め定められた規定遊技回数内（又は予め定められた規定経過期間内）における精算
スイッチ５１の操作回数が契機基準回数となった場合としてもよい。また、上記のように
所定の異常の発生を開始契機とするのではなく、所定時刻となったことを開始契機として
もよい。この場合、当該所定時刻を遊技ホールの管理者によって設定可能な構成としても
よい。
【０２９１】
　＜第３の実施の形態＞
　上記第１の実施の形態では、報知用監視期間において監視側ＭＰＵ９１にて監視対象の
事象の発生が特定された場合、一定の期間として設定された再報知期間（例えば、３時間
）が経過した後に解除操作がなされることで、その後に再報知が実行されなくなる構成と
したが、本実施の形態では、上記再報知期間を変更可能となっている。そして、当該構成
の相違は、監視側ＲＡＭ１６２に終了基準情報記憶エリア（不図示）が設定されていると
ともに、当該エリアに格納される情報を変更可能とする終了基準変更処理が監視側ＭＰＵ
９１にて実行されることにより生じている。そこで、以下に、終了基準変更処理について
、図２６のフローチャートを参照して説明する。なお、当該終了基準変更処理は、通常処
理（図１４）の複数種の処理における一部の処理として設定されている。
【０２９２】
　終了基準変更処理では、先ずステップＳ１５０１にて、監視側ＲＡＭ１６２に報知条件
成立フラグが格納されているか否かを判定する。報知条件成立フラグが格納されている場
合には、そのまま本変更処理を終了する。
【０２９３】
　報知条件成立フラグが格納されていない場合には、ステップＳ１５０２にて、終了基準
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変更操作がされているか否かを判定する。具体的には、入出力ポートの入力側における報
知用装置１１１の決定操作部１１４及び選択操作部１１５から入力している情報に基づい
て、これら決定操作部１１４及び選択操作部１１５に対して所定の終了基準変更操作がさ
れているか否かを判定する。
【０２９４】
　終了基準変更操作がされていない場合には、そのまま本変更処理を終了する。終了基準
変更操作がされている場合には、ステップＳ１５０３にて、終了基準情報の更新用処理を
実行する。具体的には、監視側ＲＡＭ１６２の終了基準情報記憶エリアにおける情報を、
ステップＳ１５０２にて特定した終了基準変更操作に対応した再報知期間（例えば、３時
間以外）の情報に更新する。これにより、再報知発生の終了基準、具体的には再報知期間
が変更される。その後、本変更処理を終了する。
【０２９５】
　なお、ステップＳ１５０３の処理を実行した場合は、上記ステップＳ９１１ではＲＯＭ
１６１の再報知期間を使用せず、ＲＡＭ１６２の終了基準情報記憶エリアの情報を使用す
る。
【０２９６】
　以上詳述した本実施の形態によれば、再報知発生の終了基準を変更することができるた
め、不正行為者にとっては当該終了基準に不規則性が生じ、当該終了基準の特定が行いづ
らくなる。
【０２９７】
　また、報知用監視履歴記憶エリア１９２に報知対象の情報が記憶されている場合にはス
テップＳ５１０で上述したように報知条件成立フラグが格納されているため、上記ステッ
プＳ１５０１に示すように終了基準を変更することが不可となるようにしたため、不正行
為者がスロットマシン１０に搭載された装置に対して不正を施した後に、上記終了基準を
変更して異常再報知が実行されないようにすることが不可となる。
【０２９８】
　＜他の実施の形態＞
　なお、上述した各実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよ
い。なお、以下の各構成を、上記各実施の形態に対して個別に適用してもよく、任意の組
合せで適用してもよい。
【０２９９】
　（１）上記各実施の形態では、監視側ＭＰＵ９１では、スロットマシン１０自身に動作
電力が供給されている場合及びスロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない場
合の両方において所定の事象の監視を実行する構成としたが、これに代えて、スロットマ
シン１０自身に動作電力が供給されていない場合にのみ所定の事象の監視を実行する構成
としてもよい。この場合であっても、上記各実施の形態における報知用装置１１１を通じ
た報知の構成、再報知に関する構成、主側異常報知と監視側異常報知との相関の構成、監
視側ＭＰＵ９１と副側ＭＰＵ８５とが同一の基板ボックス８４に収容された構成、信号経
路に関する構成を適用することが好ましい。
【０３００】
　（２）監視対象の事象の種類は、上記各実施の形態における事象に限定されることはな
く、上記各実施の形態における事象の一部であってもよく、他の事象を監視対象の事象と
して設定してもよい。
【０３０１】
　例えば、上記各実施の形態と同様に、監視側ＭＰＵ９１にて報知用監視期間中に監視対
象の事象が発生したことが特定された場合にはスロットマシン１０自身への動作電力の供
給が行われている状況において報知が行われ、さらに当該報知を終了させるためには電源
投入中に終了操作を行う必要がある構成において、電源ＯＦＦ操作を監視対象の事象とし
て設定してもよい。この場合、不正行為者が、スロットマシン１０に対して不正を施した
後に、スロットマシン１０に電源を投入して上記不正についての報知を終了させたとして
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も、スロットマシン１０の電源ＯＦＦ操作をした際に当該事象が報知対象となる。そして
、この状態は報知用監視期間中においてはいつまでも継続される。本構成によれば、上記
各実施の形態のように再報知期間を設定しなくても、不正行為者によって報知の終了操作
が行われることに対処することが可能となる。
【０３０２】
　また、例えば、上記各実施の形態と同様に、監視側ＭＰＵ９１にて異常が特定されたこ
とに対する報知を終了させるために前面扉１２を開放させる必要がある構成においては、
前面扉１２が開放状態から閉鎖されたことを監視対象の事象としてもよい。この場合も、
上記のように電源ＯＦＦ操作を監視対象の事象とした場合と同様の作用効果を奏する。
【０３０３】
　また、例えば、設定キー挿入部７４がＯＮ操作されたか否かを監視対象の事象としても
よく、この場合、電源ＯＮ操作を監視対象としなくても、当選確率の設定操作が不正に行
われたか否かを監視することが可能となる。また、スタート検出センサ１３１が設置箇所
から移動したか否かを監視対象の事象としてもよい。
【０３０４】
　また、扉監視スイッチ１５，１６が２個設けられていることは必須ではなく、扉監視ス
イッチを１個のみ設けるようにしてもよい。この場合、例えば電断中用扉監視スイッチ１
６のみとし、電源ＯＮ中に前面扉１２の開放を検知した場合には監視側ＭＰＵ９１から副
側ＭＰＵ８５へその旨の信号を送信し、その信号を受信した副側ＭＰＵ８５が演出用表示
装置６３、発光部６１及びスピーカ部６２等を通じて電源ＯＮ中の開放報知を行う構成と
してもよい。
【０３０５】
　（３）扉側中継基板１１２及び筐体側中継基板１７１の少なくとも一方に中継される対
象の機器は、上記各実施の形態におけるものに限定されることはなく、例えば、主制御装
置監視スイッチ７６の信号経路が中継される構成としてもよい。また、報知用装置１１１
が扉側中継基板１１２に搭載されていない状態で、報知用装置１１１の信号経路が扉側中
継基板１１２に中継されている構成としてもよい。また、発光部６１及びスピーカ部６２
の信号経路が扉側中継基板１１２に中継されない構成としてもよく、代わりに演出用表示
装置６３の信号経路が中継される構成としてもよい。
【０３０６】
　（４）上記各実施の形態では、報知用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリアに記憶
された監視対象の事象の情報は、再報知期間が経過した後に異常報知が行われている状況
において当該報知の終了操作が行われた場合に未解除情報が消去され、これにより報知対
象から外される構成としたが、これに代えて、報知対象から外される状況となった場合に
は、単位エリアから監視対象の事象の情報そのものが消去される構成としてもよい。この
場合、報知用監視履歴記憶エリア１９２には報知判定データ用エリアを設ける必要はない
。本構成においては、報知用監視履歴記憶エリア１９２の単位エリアに記憶されている監
視対象の事象の情報は、全て報知対象の情報となる。上記構成によれば、報知用監視履歴
記憶エリア１９２の各単位エリアに記憶されている情報を用いて、決定操作部１１４や選
択操作部１１５の積極操作に基づく履歴の情報の確認を行うことができなくなるが、報知
用監視履歴記憶エリア１９２において必要な記憶容量の削減が図られる。
【０３０７】
　（５）上記各実施の形態では、報知用監視履歴記憶エリア１９２に報知対象の情報が複
数記憶されている場合には、最新の報知対象の情報が発生した時刻から再報知期間が経過
した後に、それら報知対象の情報について異常報知が実行されている状況において報知終
了操作が行われた場合に、報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶されている複数の報知
対象の情報はまとめて報知対象ではなくなるように設定される構成としたが、これに限定
されない。例えば、報知用監視履歴記憶エリア１９２に報知対象の情報が複数記憶されて
いる場合には、それら各報知対象の情報について個別に解除条件が成立しているか否かが
判定され、解除条件が成立した報知対象の情報から報知対象ではなくなるように設定され
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る構成としてもよい。
【０３０８】
　（６）副側ＭＰＵ８５における処理に基づいて実行される複数種類の報知の優先順位は
、上記各実施の形態におけるものに限定されることはなく、例えば、主側ＭＰＵ１２２に
て特定された異常に対する報知よりも、監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報
知の方が優先される構成としてもよい。また、監視側ＭＰＵ９１の通信異常に対する報知
が最も優先される構成としてもよい。また、例えば、少なくとも主側ＭＰＵ１２２にて特
定された異常に対する報知と監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知とが、同
時に行われる構成としてもよく、上記優先順位が設定されておらず、報知の開始タイミン
グが重複した場合には、各報知が同時に行われる構成としてもよい。このように複数種の
報知が同時に行われる構成においては、同時に行っている報知対象の種類の情報を明示す
る構成とすることが好ましい。
【０３０９】
　また、上記各実施の形態では、主側ＭＰＵ１２２にて異常の発生が特定されているとと
もに監視側ＭＰＵ９１にて異常の発生が特定されている場合には、副側ＭＰＵ８５では主
側異常報知が優先され、監視側異常報知の実行が待機されるのに対して、監視側ＭＰＵ９
１による報知用装置１１１を通じた異常報知は待機することなく実行される構成としたが
、これに限定されることはなく、副側ＭＰＵ８５において主側異常報知が優先されている
状況では、監視側ＭＰＵ９１による報知用装置１１１を通じた異常報知も待機される構成
としてもよい。
【０３１０】
　（７）監視側ＭＰＵ９１により報知制御される報知手段は、報知用装置１１１に限定さ
れることはなく、専用のスピーカ部や専用の発光部であってもよい。また、報知用装置１
１１に表示画面１１３、決定操作部１１４及び選択操作部１１５が搭載されていることは
必須ではなく、報知用装置１１１には表示画面１１３のみが搭載され、決定操作部１１４
及び選択操作部１１５は他の位置に搭載された構成としてもよい。また、決定操作部１１
４や選択操作部１１５を不具備として、それらの機能がスタートレバー２４やストップス
イッチ２５ａ～２５ｃといった既存の操作部にて兼用される構成としてもよい。
【０３１１】
　（８）監視側ＭＰＵ９１にて報知用監視期間に監視対象の事象が発生していると特定さ
れて実行されている異常報知を終了させる条件は、決定操作部１１４及び選択操作部１１
５が同時に操作されることではなく任意であり、例えば、いずれか一方の操作部が操作さ
れたこととしてもよく、スタートレバー２４などの既存の操作部が操作されたこととして
もよく、操作部としてテンキー等の識別情報入力部を有する構成においては当該識別情報
入力部に対して暗証番号の入力操作が行われたこととしてもよく、設定キー挿入部７４に
対する設定キーのＯＮ操作や他のキー挿入部に対する所定のキーのＯＮ操作としてもよい
。また、操作部に代えて受信部を設け、遊技ホールの管理者が有する端末装置から発信さ
れた終了用電波を上記受信部にて受信することにより、異常報知を終了させる構成として
もよい。さらにまた、積極操作を要することなく、予め定められた報知継続期間（例えば
、１ｍｉｎ）が経過した場合に異常報知が終了される構成としてもよい。
【０３１２】
　なお、上記のような暗証番号の入力を条件とするものを、ＲＴＣ１６３の日時の設定や
報知用監視期間の設定に対して適用してもよい。また、上記のように暗証番号の入力に関
する構成を適用する場合、周知の暗証番号忘れ防止手段や周知の暗証番号変更手段の構成
を適用してもよい。
【０３１３】
　（９）上記各実施の形態では、スロットマシン１０に動作電力が供給されている状況に
おける監視が主側ＭＰＵ１２２にて実行される構成としたが、これに代えて、専用の制御
装置にて実行される構成としてもよく、また副側ＭＰＵ８５にて実行される構成としても
よい。
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【０３１４】
　（１０）監視側ＭＰＵ９１にＲＴＣ１６３が搭載されていることは必須ではなく、ＲＴ
Ｃ１６３を不具備としてもよい。この場合、再報知期間の計測は、監視側ＲＡＭ１６２に
設けたカウンタや、監視制御基板８３に設けたカウンタ回路などにて行う構成としてもよ
い。また、報知用装置１１１における監視結果の履歴の表示などに際して発生日時を表示
しない構成としてもよい。
【０３１５】
　（１１）上記各実施の形態では、監視側ＭＰＵ９１にて監視対象の事象が発生している
ことが特定されたことに基づいて異常報知が実行された場合の解除条件が、再報知期間が
経過した後に異常報知が行われている状況において当該異常報知の終了操作が行われるこ
ととしたが、これを変更してもよい。例えば、テンキー等の識別情報入力部を有する構成
においては、当該識別情報入力部に対して暗証番号の入力操作が行われた後に、異常報知
が実行されている状況において当該異常報知の終了操作が行われることとしてもよい。ま
た、設定キー挿入部７４に対する設定キーのＯＮ操作や他のキー挿入部に対する所定のキ
ーのＯＮ操作が行われた後に、異常報知が実行されている状況において当該異常報知の終
了操作が行われることとしてもよい。また、受信部を設け、遊技ホールの管理者が有する
端末装置から発信された終了用電波を上記受信部にて受信した後に、異常報知が実行され
ている状況において当該異常報知の終了操作が行われることとしてもよい。
【０３１６】
　（１２）上記各実施の形態では、監視側ＭＰＵ９１における監視結果の報知がスロット
マシン１０の電源投入中においてのみ実行される構成としたが、スロットマシン１０の電
源遮断中においてのみ又は電源遮断中においても実行される構成としてもよい。
【０３１７】
　また、報知用監視期間を変更可能な構成としたが、かかる報知用監視期間が固定式であ
ってもよい。また、主制御装置７１の設置箇所からの移動の事象についても報知用監視期
間外に発生した場合には報知対象外とする構成としてもよい。
【０３１８】
　（１３）上記各実施の形態では、監視側ＭＰＵ９１において監視対象の事象の発生タイ
ミングのみが監視される構成としたが、終了タイミングも監視するとともに、終了日時の
情報を常時用監視履歴記憶エリア１９１及び報知用監視履歴記憶エリア１９２に記憶させ
る構成としてもよい。この場合、遊技ホールの管理者は、監視対象の事象が発生したこと
が報知された場合には、その事象の発生時刻と終了時刻とを比較することで、不正の程度
を予測することが可能となる。なお、当該予測を監視側ＭＰＵ９１において行い、その予
測結果を報知する構成としてもよい。
【０３１９】
　（１４）上記各実施の形態において、報知用装置１１１が副制御装置８１の基板ボック
ス８４内に収容されている又は基板ボックス８４の表面に搭載されている構成としてもよ
い。この場合、監視側ＭＰＵ９１と報知用装置１１１との間の信号経路が基板ボックス８
４の外部に露出することが抑えられるため、当該信号経路を切断する又は当該信号経路に
対して不正基板を接続させるといった不正行為を行いづらくさせることが可能となる。
【０３２０】
　また、報知用装置１１１が前面扉１２の表面において露出している構成としてもよく、
報知用装置１１１の表示画面１１３が前面扉１２の遊技パネル２０や下部パネルを介して
スロットマシン１０前方から視認可能となっている構成としてもよい。
【０３２１】
　（１５）報知用装置１１１の動作電力が電源装置１２５から供給されるのではなく、監
視制御基板８３の電断中用電源部９３から供給される構成としてもよい。この場合、スロ
ットマシン１０自身への動作電力の供給が行われていない状況において報知用装置１１１
にて異常報知を実行することが可能となる。また、監視制御基板８３の電断中用電源部９
３から副側ＲＡＭ１５２に対してバックアップ電力が供給される構成としてもよい。
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【０３２２】
　（１６）監視側ＭＰＵ９１において報知用監視期間に監視対象の事象の発生が特定され
た場合には、スロットマシン１０への動作電力の供給が開始されたタイミングなどにおい
て外部集中端子板１４１を通じて遊技ホールの管理装置に異常信号を送信する構成として
もよい。この場合、遊技ホールの管理装置においても上記監視対象の事象の発生を特定又
は記憶することが可能となる。
【０３２３】
　（１７）上記各実施の形態では、常時用監視履歴記憶エリア１９１の各単位エリア及び
報知用監視履歴記憶エリア１９２の各単位エリアには、複数種類の監視対象の事象が発生
した順序に従って記憶される構成としたが、これに代えて、各事象に対応したエリアを有
し、それらエリアに対して個別に複数の単位エリアが設定された構成としてもよい。
【０３２４】
　また、予め設定される複数種類の事象のうち、監視対象とする事象を遊技ホールの管理
者が選択可能な構成としてもよい。この場合、１種類のみを選択可能な構成としてもよく
、任意の組み合わせで複数選択可能な構成としてもよい。
【０３２５】
　（１８）監視側ＭＰＵ９１に独自の識別情報（例えば、製造番号の情報）が予め記憶さ
れている構成においては、監視側ＭＰＵ９１から副側ＭＰＵ８５に当該識別情報が送信さ
れるとともに、演出用表示装置６３にて当該識別情報が表示される構成としてもよい。こ
の場合、遊技ホールの管理者は当該表示された識別情報を確認することで、監視側ＭＰＵ
９１が正規のものであるか否かを確認することができる。
【０３２６】
　（１９）上記各実施の形態では、主側ＭＰＵ１２２における監視対象の事象と監視側Ｍ
ＰＵ９１における監視対象の事象とが一部重複している構成としたが、これに代えて、全
部が重複している構成としてもよく、一切重複していない構成としてもよい。
【０３２７】
　（２０）上記各実施の形態では、副側ＭＰＵ８５と監視側ＭＰＵ９１とが同一の基板ボ
ックス８４に収容された構成としたが、これに限定されることはなく、主側ＭＰＵ１２２
と監視側ＭＰＵ９１とが同一の基板ボックスに収容された構成としてもよい。この場合、
主側ＭＰＵ１２２において、監視側ＭＰＵ９１が正常に動作しているか否かの監視を行う
構成としてもよい。また、主側ＭＰＵ１２２の機能と副側ＭＰＵ８５の機能とが同一のＭ
ＰＵとして集約された構成においては、当該ＭＰＵと監視側ＭＰＵ９１とが同一の基板ボ
ックスに収容された構成としてもよい。
【０３２８】
　（２１）監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知が実行されないまま又は当
該報知が遊技ホールの管理者に明確に認識されないまま上記報知の実行条件が解除されて
しまうことが抑制されるという顕著な効果に着目すれば、副側ＭＰＵ８５にて、少なくと
も主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する報知を実行するための処理と、監視側Ｍ
ＰＵ９１にて特定された異常に対する報知を実行するための処理とが行われる構成におい
て、主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する報知が実行されている状況で、監視側
ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の実行条件が成立している場合であって当該
報知が実行されていない場合には、当該監視側ＭＰＵ９１に係る異常報知について終了条
件が成立したとしても当該報知の実行条件が解除されない構成を、報知用装置１１１とい
ったように監視側ＭＰＵ９１において表示制御される報知手段が独自に設けられた構成を
具備しない遊技機や、監視側ＭＰＵ９１が副側ＭＰＵ８５と同一の基板ボックス８４に収
容された構成を具備しない遊技機に対して適用することも可能である。
【０３２９】
　（２２）監視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知の実行条件と主側ＭＰＵ１
２２にて特定された異常に対する報知の実行条件とが共に成立したとしても、各報知を明
確に実行することが可能となるという顕著な効果に着目すれば、副側ＭＰＵ８５にて、少
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なくとも主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する報知を実行するための処理と、監
視側ＭＰＵ９１にて特定された異常に対する報知を実行するための処理とが行われる構成
において、主側ＭＰＵ１２２にて特定された異常に対する報知の実行条件と監視側ＭＰＵ
９１にて特定された異常に対する報知の実行条件とが共に成立している場合には、それら
の報知が所定の優先順位に従って段階的に実行される構成を、報知用装置１１１といった
ように監視側ＭＰＵ９１において表示制御される報知手段が独自に設けられた構成を具備
しない遊技機や、監視側ＭＰＵ９１が副側ＭＰＵ８５と同一の基板ボックス８４に収容さ
れた構成を具備しない遊技機に対して適用することも可能である。
【０３３０】
　（２３）スロットマシン１０自身に動作電力が供給されている場合に所定の事象の監視
を実行する主側ＭＰＵ１２２と、その監視結果を報知する副側ＭＰＵ８５及び演出用表示
装置６３と、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていない場合に所定の事象又
はそれとは異なる事象の監視を実行する監視側ＭＰＵ９１と、その監視結果を報知する報
知用装置１１１とを備えることで、スロットマシン１０自身に動作電力が供給されていな
い場合の監視結果の報知を明確に行えるとともにスロットマシン１０自身に動作電力が供
給されていない場合の監視及び報知を行うための構成の流用性及び汎用性が高まるという
顕著な効果に着目すれば、かかる構成を、副側ＭＰＵ８５と監視側ＭＰＵ９１とが同一の
基板ボックスに収容されていない構成の遊技機や、再報知が実行されない構成の遊技機に
対して適用してもよい。
【０３３１】
　（２４）副側ＭＰＵ８５と監視側ＭＰＵ９１とを同一の基板ボックス８４内に収容する
ことで、両者の信号経路に対して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなるという顕著
な効果に着目すれば、かかる構成を、監視側ＭＰＵ９１により表示制御される報知用装置
１１１が不具備であり電源遮断中の監視結果の報知及び電源投入中の監視結果の報知が共
通の報知手段にて実行される構成の遊技機や、再報知が実行されない構成の遊技機に対し
て適用してもよい。
【０３３２】
　（２５）監視側ＭＰＵ９１において報知用監視期間に監視対象の事象の発生が特定され
た場合には、再報知期間の経過といった所定の解除条件が成立するまでは、スロットマシ
ン１０への動作電力の供給の開始といった所定の報知開始条件が成立する度に異常報知を
実行することで、不正行為者によって異常報知の終了操作が行われたとしても、当該異常
報知が再度開始されることで、遊技ホールの管理者にとって不正行為を発見し易くなると
いう顕著な効果に着目すれば、かかる再報知の構成を、監視側ＭＰＵ９１により表示制御
される報知用装置１１１が不具備であり電源遮断中の監視結果の報知及び電源投入中の監
視結果の報知が共通の報知手段に実行される構成の遊技機や、副側ＭＰＵ８５と監視側Ｍ
ＰＵ９１とが同一の基板ボックスに収容されていない構成の遊技機に対して適用してもよ
い。
【０３３３】
　また、かかる再報知の構成を、電源遮断中の監視を行わない遊技機に対して適用しても
よい。この場合、上記再報知の構成は、電源投入中に所定の事象の監視が行われ、所定の
事象が発生していると特定された場合に所定の報知が実行される構成において、当該報知
に対して適用される。なお、当該構成にける監視対象の事象の種類は任意である。
【０３３４】
　（２６）ステップＳ１０６の扉開放監視処理では、前面扉１２が開放状態であることを
特定した場合、遊技ができなくなるように規制するとともに、開放状態である旨の報知を
行うようにしたが、これに限定されることはなく、遊技可能としつつ、開放状態である旨
の報知のみを行うようにしてもよい。
【０３３５】
　（２７）上記各実施の形態では、再報知期間が計測したか否かを判定する場合における
開始基準の時間が監視対象の事象が発生した時間である構成としたが、監視対象の事象が
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発生したと判定されたタイミングから報知用監視履歴の更新処理が実行されるタイミング
までに上記各実施の形態よりも長い時間を要する場合には、上記開始基準の時間を報知用
監視履歴の更新処理が実行された時間とする構成としてもよい。
【０３３６】
　（２８）上記第１の実施の形態では、再報知期間が経過するまでは、監視側ＭＰＵ９１
における監視結果に基づく異常報知に対する解除操作が一旦なされたとしても、電源ＯＮ
操作が行われる度に異常報知が再度実行される構成としたが、これに限定されることはな
く、解除操作が一旦なされた後において、少なくとも１回の電源ＯＮ操作に対して異常報
知が再度実行される構成としてもよい。
【０３３７】
　（２９）上記各実施の形態では、小役入賞が成立した場合にメダルを払い出す特典を付
与する構成としたが、かかる構成に限定されるものではなく、遊技者に何らかの特典が付
与される構成であればよい。例えば、小役入賞が成立した場合にメダル以外の賞品を払い
出す構成であってもよい。また、現実のメダル投入やメダル払出機能を有さず、遊技者の
所有するメダルをクレジット管理するスロットマシンにおいては、クレジットされたメダ
ルの増加が特典の付与に相当する。
【０３３８】
　（３０）上記各実施の形態では、いわゆるＡタイプのスロットマシンについて説明した
が、Ｂタイプ、Ｃタイプ、ＡタイプとＣタイプの複合タイプ、ＢタイプとＣタイプの複合
タイプ、さらにはＲＴゲームやＣＴゲームを備えたタイプなど、どのようなスロットマシ
ンにこの発明を適用してもよく、何れの場合であっても上述した実施の形態と同様の作用
効果を奏することは明らかである。なお、これらの各タイプにおけるボーナス当選として
は、ＢＢ当選、ＲＢ当選、ＳＢ当選、ＲＴ当選、ＣＴ当選などが挙げられる。
【０３３９】
　（３１）各リール２３ａ～２３ｃの図柄としては、絵、数字、文字等に限らず、幾何学
的な線や図形等であってもよい。また、光や色等によって図柄を構成することも可能であ
るし、立体的形状等によっても図柄を構成し得るし、これらを複合したものであっても図
柄を構成し得る。即ち、図柄は識別性を有した情報（識別情報）としての機能を有するも
のであればよい。
【０３４０】
　（３２）上記各実施の形態では、スロットマシン１０について具体化した例を示したが
、パチンコ機に対して適用してもよく、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の
遊技機に適用してもよい。
【０３４１】
　＜上記実施の形態から抽出される発明群について＞
　以下、上述した実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果等
を示しつつ説明する。なお以下においては、理解の容易のため、上記各実施の形態におい
て対応する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定さ
れるものではない。
【０３４２】
　特徴Ａ１．遊技機自身に動作電力が供給されている場合に動作可能であり、所定の事象
が発生しているか否かの監視制御を実行する第１監視制御手段（主側ＭＰＵ１２２）と、
　所定の報知を実行可能な第１報知手段（演出用表示装置６３等）と、
　前記第１監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されたことに基づ
いて、予め定められた第１の報知を実行するように前記第１報知手段を制御する報知制御
手段（副側ＭＰＵ８５）と、
　前記第１監視制御手段及び前記報知制御手段とは物理的に独立して設けられているとと
もに、少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に動作可能であり、さら
に前記所定の事象又は前記所定の事象とは異なる事象が発生しているか否かの監視制御を
実行する第２監視制御手段（監視側ＭＰＵ９１）と、
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　前記第１報知手段とは別に設けられ、前記第２監視制御手段により監視対象の事象が発
生していることが特定されたことに基づいて、予め定められた第２の報知を実行するよう
に前記第２監視制御手段により制御される第２報知手段（報知用装置１１１）と、
を備えていることを特徴とする遊技機。
【０３４３】
　特徴Ａ１によれば、第１監視制御手段が設けられていることにより、遊技機自身に動作
電力が供給されている場合において所定の監視を行うことができるとともに、第２監視制
御手段が設けられていることにより、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況であ
っても所定の監視を行うことができる。また、第１監視制御手段及び報知制御手段と第２
監視制御手段とが物理的に独立して設けられているため、これら手段が同一の素子などと
して設けられている構成に比べ、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況で必要な
動作電力の低電力化を図ることができる。
【０３４４】
　また、遊技機自身に動作電力が供給されていない場合における不正行為では遊技機自身
に動作電力が供給されている場合における不正行為よりも手の込んだ行為が行われる可能
性があるが、遊技機自身に動作電力が供給されていない場合における監視結果の報知は、
第１報知手段とは別に設けられた第２報知手段にて実行される。したがって、遊技機自身
に動作電力が供給されていない場合における監視結果の報知を明確に行うことができる。
【０３４５】
　また、遊技機自身に動作電力が供給されている場合における監視結果の報知は第１報知
手段にて実行され、遊技機自身に動作電力が供給されていない場合における監視結果の報
知は第２報知手段にて実行される。これにより、遊技機自身に動作電力が供給されている
場合における監視及び報知に係る構成と、遊技機自身に動作電力が供給されていない場合
における監視及び報知に係る構成とをそれぞれ個別に交換することが可能となる。例えば
、報知制御手段が遊技状況に応じた演出などを行う機能を有する構成においては、機種毎
に当該報知制御手段を交換する必要が生じるが、この場合に遊技機自身に動作電力が供給
されていない場合における監視及び報知に係る構成を機種に依存せず流用することが可能
となる。
【０３４６】
　なお、少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に前記第２監視制御手
段に動作電力を供給する電断中用電源手段を備えた構成において、前記第２監視制御手段
は、前記第２の報知が実行されるように前記第２報知手段を制御する場合、当該制御を遊
技機自身に動作電力が供給されている場合に行う構成としてもよい。これにより、報知を
行う上で第２報知手段にて必要な動作電力を電断中用電源手段から供給する必要がないた
め、当該電断中用電源手段において必要な容量を小さく抑えることが可能となる。
【０３４７】
　また、「前記第１監視制御手段及び前記報知制御手段とは物理的に独立して設けられて
いるとともに」という記載を、「前記第１監視制御手段及び前記報知制御手段とは別に設
けられているとともに」という記載に変更してもよく、「前記第１監視制御手段及び前記
報知制御手段とは異なる単位として設けられているとともに」という記載に変更してもよ
い。後者の構成について更に説明すると、第２監視制御手段が第１監視制御手段及び報知
制御手段とは異なる単位として設けられている場合、それらが空間的に離れていても隣接
していてもよく、さらには少なくとも一方の単位が複数の素子（又は部材）の集まりとし
て構成されていてもよい。
【０３４８】
　また、「所定の事象が発生しているか否かの監視制御」について具体的には、所定の事
象の発生を検出する検出手段を備えた構成においては、当該検出手段における検出結果が
変化したか否かを監視する構成としてもよく、より具体的には当該検出手段から出力され
ている検出信号に変化が生じたか否かを監視する構成としてもよい。これは以下も同様で
ある。
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【０３４９】
　特徴Ａ２．少なくとも前記第２の報知を終了させる場合に手動操作される又は少なくと
も前記第２の報知を終了させる場合に所定の終了情報が入力される終了受付部（決定操作
部１１４及び選択操作部１１５）と、
　前記第２監視制御手段から出力された信号を前記第２報知手段に伝送する報知用信号経
路と、
　前記終了受付部から出力された信号を前記第２監視制御手段に伝送する終了用信号経路
と、
を備えており、
　前記報知用信号経路を構成する少なくとも一の信号線と前記終了用信号経路を構成する
少なくとも一の信号線とは、それら信号線がいずれの経路の信号線であるかが外観上識別
困難となるように接続ユニット（第１接続ユニット１７２、第２接続ユニット１７３）と
して集約させて設けられていることを特徴とする特徴Ａ１に記載の遊技機。
【０３５０】
　特徴Ａ２によれば、第２報知手段における報知を行わせないようにするために報知用信
号経路を構成する信号線に対して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。また、第
２報知手段により報知を行わせないようにするために接続ユニットの信号線がまとめて切
断された場合には、終了用信号経路を構成する信号線も切断されることとなり、第２報知
を不正行為者が終了させようとしてもそれが不可となる。
【０３５１】
　なお、前記終了受付部は、前記第２報知手段が搭載されている基板と同一の基板に搭載
されていることが好ましい。
【０３５２】
　特徴Ａ３．前記報知制御手段は、前記第２監視制御手段により監視対象の事象が発生し
ていることが特定されたことに基づいて、予め定められた第３の報知を実行するように前
記第１報知手段を制御するものであるとともに、前記終了受付部が手動操作されたこと又
は前記終了受付部に対して前記終了情報が入力されたことが前記第２監視制御手段により
特定されたことに基づいて、前記第３の報知の実行を解除するものであることを特徴とす
る特徴Ａ２に記載の遊技機。
【０３５３】
　特徴Ａ３によれば、遊技機自身に動作電力が供給されていない場合における監視結果の
報知が、第２報知手段だけでなく第１報知手段にて実行されるため、遊技機自身に動作電
力が供給されていない場合に監視対象の事象が発生した場合にはその報知をより明確に行
うことができる。また、第２報知手段により報知を行わせないようにするために接続ユニ
ットの信号線がまとめて切断された場合には、終了用信号経路を構成する信号線も切断さ
れることとなり、第１報知手段における第３の報知を不正行為者が終了させようとしても
それが不可となる。
【０３５４】
　特徴Ａ４．前記報知制御手段は、遊技状況に応じた所定の報知を実行するように前記第
１報知手段を制御するものであり、
　前記第２監視制御手段から出力された信号を前記第２報知手段に伝送する信号経路を構
成する少なくとも一の信号線と、前記報知制御手段から出力された信号を前記第１報知手
段に伝送する信号経路を構成する少なくとも一の信号線とは、それら信号線がいずれの経
路の信号線であるかが外観上識別困難となるように接続ユニット（第１接続ユニット１７
２、第２接続ユニット１７３）として集約させて設けられていることを特徴とする特徴Ａ
１乃至Ａ３のいずれか１に記載の遊技機。
【０３５５】
　特徴Ａ４によれば、第２報知手段における報知を行わせないようにするために、第２監
視制御手段から出力された信号を第２報知手段に伝送する信号経路を構成する信号線に対
して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。また、第２報知手段により報知を行わ



(56) JP 5343418 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

せないようにするために接続ユニットの信号線がまとめて切断された場合には、第１報知
手段にて遊技状況に応じた所定の報知が実行されなくなるため、それを確認することで遊
技ホールの管理者は上記不正行為が行われたことを把握することが可能となる。
【０３５６】
　特徴Ａ５．内部空間の開放に際して痕跡が残るように形成された又は当該内部空間の開
放に際して痕跡を残す痕跡手段を有するボックス（基板ボックス８４）の前記内部空間に
、前記第１監視制御手段又は前記報知制御手段の少なくとも一方を有する第１制御手段と
前記第２監視制御手段を有する第２制御手段とが収容されていることを特徴とする特徴Ａ
１乃至Ａ４のいずれか１に記載の遊技機。
【０３５７】
　特徴Ａ５によれば、第１監視制御手段又は報知制御手段の少なくとも一方を有する第１
制御手段と第２監視制御手段を有する第２制御手段とが同一のボックスの内部空間に収容
されているため、第１制御手段と第２制御手段との間に信号経路が存在する場合に、当該
信号経路に不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。また、第２制御手段専用にボッ
クスを設ける構成に比べ、ボックスの数を抑えることができるとともに、遊技機において
制御用のボックスを設けるためのスペースの縮小化も図られる。特に、第１制御手段にお
いて第２制御手段が正常に動作しているか否かの監視が行われる構成や、第２制御手段に
おける監視結果が第１制御手段を通じて第１報知手段にて実行される構成においては、第
１制御手段と第２制御手段との間の信号経路に不正が行われる可能性があるが、本特徴Ａ
５の構成によれば、かかる不正行為を好適に抑制することが可能となる。
【０３５８】
　特徴Ａ６．前記第１制御手段は第１基板（副制御基板８２）に設けられているとともに
、前記第２制御手段は第２基板（監視制御基板８３）に設けられていることを特徴とする
特徴Ａ５に記載の遊技機。
【０３５９】
　特徴Ａ６によれば、第１制御手段と第２制御手段とがそれぞれ別の基板に設けられてい
ることにより、第１制御手段又は第２制御手段の一方に異常等が生じた場合には、その対
応する基板のみを交換するだけで済む。
【０３６０】
　特徴Ａ７．前記第１基板に設けられた第１接続部と前記第２基板に設けられた第２接続
部とが信号線を介することなく接続されていることにより、前記第１基板と前記第２基板
とが電気的に接続されていることを特徴とする特徴Ａ６に記載の遊技機。
【０３６１】
　特徴Ａ７によれば、第１基板と第２基板とが信号線を介することなく電気的に接続され
ているため、両基板間の信号経路に対して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。
【０３６２】
　特徴Ａ８．前記第１制御手段が前記ボックスの外部に設けられたものとの間で信号の伝
送を行うための信号線が接続されている第１接続部（信号線用コネクタ８８ｂに設けられ
た端子）と、前記第２制御手段が前記ボックスの外部に設けられたものとの間で信号の伝
送を行うための信号線が接続されている第２接続部（信号線用コネクタ８８ｂに設けられ
た端子）とが、前記第１基板又は前記第２基板の一方に集約させて設けられていることを
特徴とする特徴Ａ６又はＡ７に記載の遊技機。
【０３６３】
　特徴Ａ８によれば、第１接続部と第２接続部とが、第１基板又は第２基板の一方に集約
させて設けられているため、第２制御手段から送信される信号を伝送するための信号線に
対して不正を行うべくそれを特定しようとしても、当該特定を行いづらくなる。
【０３６４】
　特徴Ａ９．前記第１接続部及び前記第２接続部は前記ボックスに形成された開口部（開
口部１０５）を通じて当該ボックス外部に露出しており、
　前記第１接続部及び前記第２接続部は前記第１基板に集約させて設けられていることを
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特徴とする特徴Ａ８に記載の遊技機。
【０３６５】
　特徴Ａ９によれば、ボックスに第１接続部及び第２接続部をボックス外部に露出させる
ための開口部が形成された構成においては、当該開口部を通じてボックス内にリード線な
どを挿入して第２制御手段や第２基板に対して不正を施そうとする行為が想定される。こ
れに対して、第１接続部及び第２接続部が第１基板に集約させて設けられているため、ボ
ックス内にリード線などが挿入されたとしても、当該リード線が第２制御手段や第２基板
に到達しづらくなる。
【０３６６】
　特徴Ａ１０．前記第２監視制御手段は、所定の出力条件が成立した場合に自身が正常に
動作していることを示す正常動作信号（報知有りコマンド又は報知無しコマンド）を出力
するものであり、
　前記正常動作信号が出力されているか否かを監視し、前記所定の出力条件が成立したに
も関わらず前記正常動作信号が出力されない状況が発生した場合には所定の報知を行うた
めの処理を実行する正常動作監視手段（副側ＭＰＵ８５におけるステップＳ１００７、ス
テップＳ１２０７～ステップＳ１２０９の各処理を実行する機能）を備えていることを特
徴とする特徴Ａ１乃至Ａ９のいずれか１に記載の遊技機。
【０３６７】
　特徴Ａ１０によれば、第２監視制御手段が正常に動作しているか否かが、正常動作監視
手段にて監視されるため、第２監視制御手段が正常に動作しないように不正が施されたと
しても、それに対処することが可能となる。
【０３６８】
　なお、上記特徴Ａ５を備えた構成においては、前記第１制御手段が、前記正常動作監視
手段を有する構成とすることが好ましい。また、上記特徴Ａ６を備えた構成においては、
前記第１制御手段が前記正常動作監視手段を有する又は前記第１基板に前記正常動作監視
手段が設けられた構成とすることが好ましい。
【０３６９】
　特徴Ａ１１．前記報知制御手段は、
　前記第１監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されて第１報知実
行条件が成立していることに基づいて、前記第１の報知を実行するように前記第１報知手
段を制御する第１監視用報知制御手段（副側ＭＰＵ８５における通常時の異常報知設定用
処理を実行する機能）と、
　前記第２監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されて第２報知実
行条件が成立していることに基づいて、予め定められた第３の報知を実行するように前記
第１報知手段を制御する第２監視用報知制御手段（副側ＭＰＵ８５における立ち上げ時の
異常報知設定用処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１０のいずれか１に記載の遊技機。
【０３７０】
　特徴Ａ１１によれば、遊技機自身に動作電力が供給されていない場合における監視結果
の報知が、第２報知手段だけでなく第１報知手段にて実行されるため、遊技機自身に動作
電力が供給されていない場合に監視対象の事象が発生した場合にはその報知をより明確に
行うことができる。
【０３７１】
　特徴Ａ１２．終了受付部が手動操作されたこと又は終了受付部に対して所定の終了情報
が入力されたことに基づいて、前記第２報知実行条件が成立している状態を解除させる報
知解除制御手段（副側ＭＰＵ８５における報知解除用処理を実行する機能、監視側ＭＰＵ
９１における異常報知解除用処理を実行する機能）を備え、
　当該報知解除制御手段は、前記第１の報知が実行されている状況で前記第２報知実行条
件が成立している場合には、前記終了受付部が手動操作されたとしても又は前記終了受付
部に対して前記終了情報が入力されたとしても、前記第２報知実行条件が成立している状
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態を解除しないものであることを特徴とする特徴Ａ１１に記載の遊技機。
【０３７２】
　第１報知手段にて第１の報知が実行されている状況では、第３の報知が実行されない又
は第３の報知が実行されたとしてもそれが明確ではないおそれがある。これに対して、特
徴Ａ１２によれば、第１の報知が実行されている状況で第２報知実行条件が成立している
場合には、終了受付部を通じて第２報知実行条件が成立している状態を解除しようとして
もそれができなくなるため、第３の報知が実行されないまま又は第３の報知が遊技ホール
の管理者に明確に認識されないまま第２報知実行条件が解除されてしまうことが抑制され
る。
【０３７３】
　特徴Ａ１３．前記報知制御手段は、前記第２監視制御手段において監視対象の事象が発
生していると特定されたことに基づいて、前記第２報知実行条件の成立として、報知実行
用情報を記憶する報知制御側記憶手段（副側ＲＡＭ１５２）を備え、
　前記第２監視用報知制御手段は、前記報知制御側記憶手段に前記報知実行用情報が記憶
されていることに基づいて前記第３の報知を実行し、
　前記報知解除制御手段は、前記終了受付部が手動操作されたこと又は前記終了受付部に
対して前記終了情報が入力されたことに基づいて、前記報知制御側記憶手段から前記報知
実行用情報を消去するとともに、前記第１の報知が実行されている状況で前記報知制御側
記憶手段に前記報知実行用情報が記憶されている場合には、前記終了受付部が手動操作さ
れたとしても又は前記終了受付部に対して前記終了情報が入力されたとしても前記報知制
御側記憶手段から前記報知実行用情報を消去しないものであることを特徴とする特徴Ａ１
２に記載の遊技機。
【０３７４】
　特徴Ａ１３によれば、第１の報知が実行されている状況で第２報知実行条件が成立して
いる場合には、終了受付部を通じて第２報知実行条件が成立している状態を解除しようと
してもそれができなくなるため、第３の報知が実行されないまま又は第３の報知が遊技ホ
ールの管理者に明確に認識されないまま第２報知実行条件が解除されてしまうことが抑制
される。
【０３７５】
　特徴Ａ１４．前記第２監視制御手段は、監視対象の事象が発生していると特定したこと
に基づいて、前記第２報知実行条件の成立として、報知実行用情報を記憶する第２監視側
記憶手段（監視側ＲＡＭ１６２）を備えるとともに、当該第２監視側記憶手段に前記報知
実行用情報が記憶されていることに基づいて、前記第２の報知を実行し、
　前記第２監視用報知制御手段は、前記第２監視側記憶手段に前記報知実行用情報が記憶
されている場合に前記第２監視制御手段から報知実行信号が出力されたことに基づいて、
前記第３の報知を実行し、
　前記報知解除制御手段は、前記終了受付部が手動操作されたこと又は前記終了受付部に
対して前記終了情報が入力されたことに基づいて、前記第２監視側記憶手段から前記報知
実行用情報を消去するとともに、前記第１の報知が実行されている状況で前記第２監視側
記憶手段に前記報知実行用情報が記憶されている場合には、前記終了受付部が手動操作さ
れたとしても又は前記終了受付部に対して前記終了情報が入力されたとしても前記第２監
視側記憶手段から前記報知実行用情報を消去しないものであることを特徴とする特徴Ａ１
２又はＡ１３に記載の遊技機。
【０３７６】
　特徴Ａ１４によれば、第１の報知が実行されている状況で第２報知実行条件が成立して
いる場合には、終了受付部を通じて第２報知実行条件が成立している状態を解除しようと
してもそれができなくなるため、第２の報知及び第３の報知が実行されないまま又は第２
の報知及び第３の報知が遊技ホールの管理者に明確に認識されないまま第２報知実行条件
が解除されてしまうことが抑制される。
【０３７７】
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　特徴Ａ１５．前記報知制御手段は、前記第１報知実行条件及び前記第２報知実行条件の
両方が成立している場合に、前記第１監視用報知制御手段による前記第１の報知の実行制
御と、前記第２監視用報知制御手段による前記第３の報知の実行制御とが段階的に行われ
るようにする段階設定手段（副側ＭＰＵ８５における通常処理を実行する機能）を備えて
いることを特徴とする特徴Ａ１１乃至Ａ１４のいずれか１に記載の遊技機。
【０３７８】
　特徴Ａ１５によれば、第１の報知と第３の報知との両方の実行条件が成立したとしても
、第１報知手段ではそれらの報知が段階的に行われる。したがって、第３の報知の実行条
件が成立した場合には、かかる実行条件の成立が第１の報知に係る実行条件の成立と重複
しているか否かに関係なく、第３の報知を明確に実行することが可能となる。
【０３７９】
　特徴Ａ１６．前記段階設定手段は、前記第１監視用報知制御手段による前記第１の報知
の実行制御と、前記第２監視用報知制御手段による前記第３の報知の実行制御とが、予め
定められた優先順位に従って段階的に行われるようにするものであることを特徴とする特
徴Ａ１５に記載の遊技機。
【０３８０】
　特徴Ａ１６によれば、第１の報知と第３の報知との両方の実行条件が成立した場合には
、それらの報知が予め定められた優先順位に従って段階的に行われるため、第１の報知と
第３の報知との相対的な実行タイミングが明確となり、遊技ホールの管理者にとって両報
知を明確に認識し易くなる。
【０３８１】
　特徴Ａ１７．前記第２監視制御手段は、
　少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されている状況において、監視対象の事象が発
生しているか否かを監視する監視実行手段（監視側ＭＰＵ９１における監視処理を実行す
る機能）と、
　当該監視実行手段により前記監視対象の事象が発生していると特定された場合に、前記
第２の報知を実行する必要があることを示す要報知情報を記憶する要報知情報記憶手段（
監視側ＲＡＭ１６２の報知用監視履歴記憶エリア１９２）と、
　当該要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、前記第２
の報知を実行するように前記第２報知手段を制御する報知実行手段（監視側ＭＰＵ９１に
おける異常報知設定用処理、表示制御処理及び異常報知解除用処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ１６のいずれか１に記載の遊技機。
【０３８２】
　特徴Ａ１７によれば、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況において監視対象
の事象が発生した場合には、例えば遊技機自身に動作電力が供給されている状況において
第２の報知を実行することが可能となるため、遊技機自身に動作電力が供給されていない
状況において監視対象の事象が発生した場合にはそれを遊技ホールの管理者に認識させ易
くすることができる。
【０３８３】
　なお、前記監視対象の事象が複数種類設定された構成においては、「前記要報知情報」
は、前記監視実行手段により特定された監視対象の事象の種類についての情報を含む情報
であってもよく、「前記要報知情報」は、前記監視対象の事象の種類についての情報を含
まずに、当該情報は別に記憶される構成としてもよい。
【０３８４】
　特徴Ａ１８．前記報知実行手段は、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、前記第２
の報知を開始させる報知開始手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ７０３の処理及
びステップＳ８０９の処理を実行する機能）と、
　予め定められた報知終了条件が成立したことに基づいて、前記第２の報知を終了させる
報知終了手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ９０９の処理を実行する機能）と、
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を備え、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶された場合、当該要報知情報が記憶さ
れていることに対する前記第２の報知は、前記報知終了手段による終了対象に一旦なった
としても、予め定められた解除条件が成立するまでは予め定められた報知開始条件が成立
する度に再度開始されるよう構成されていることを特徴とする特徴Ａ１７に記載の遊技機
。
【０３８５】
　特徴Ａ１８によれば、予め定められた解除条件が成立するまでは、予め定められた報知
開始条件が成立する度に、同一の要報知情報を要因として第２の報知が繰り返し実行され
る。これにより、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況において所定の装置など
に不正を施した者が、遊技ホールの管理者に対して報知が行われないようにするために、
不正を施すのに合わせて第２の報知を終了させたとしても、その際に解除条件が成立して
いないのであれば、第２の報知が再度実行される。したがって、遊技ホールの管理者にと
っては上記不正行為を発見し易くなる。
【０３８６】
　なお、前記第２監視制御手段は、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶され
ている状況において前記報知開始条件が成立した場合に、報知実行用情報を記憶する報知
実行用情報記憶手段を備え、前記報知開始手段は、前記報知実行用情報記憶手段に前記報
知実行用情報が記憶されている状況において前記第２の報知が実行されていない場合に当
該第２の報知を開始させるものであり、前記報知終了手段は、前記報知終了条件が成立し
たことに基づいて、前記報知実行用情報記憶手段から前記報知実行用情報を消去するとと
もに、前記第２の報知を終了させるものであり、さらに、前記第２監視制御手段は、前記
解除条件が成立したことに基づいて、それまで報知対象となっていた前記要報知情報をそ
の後に前記報知開始条件が成立したとしても報知対象とならないようにする報知対象解除
手段を備えている構成としてもよい。
【０３８７】
　特徴Ａ１９．少なくとも前記第２の報知を終了させる場合に手動操作される又は少なく
とも前記第２の報知を終了させる場合に所定の終了情報が入力される終了受付部（決定操
作部１１４及び選択操作部１１５）を備え、
　前記報知終了手段は、前記終了受付部が手動操作された場合又は前記終了受付部に対し
て前記終了情報が入力された場合に前記報知終了条件が成立しているとして前記第２の報
知を終了させるものであることを特徴とする特徴Ａ１８に記載の遊技機。
【０３８８】
　特徴Ａ１９によれば、遊技ホールの管理者にとっては、終了受付部を手動操作する又は
終了受付部に対して所定の終了情報を入力することで第２の報知を終了させることができ
るため、かかる報知を終了させる場合の作業性が向上する。但し、このように第２の報知
を終了させる場合の作業性を向上させると、不正行為者にとっても第２の報知を終了させ
易くなる。これに対して、上記特徴Ａ１８の構成を備え、解除条件が成立するまでは、同
一の要報知情報を要因として第２の報知が開始されるため、仮に不正行為者によって第２
の報知が終了させられたとしても第２の報知が再度開始されることで、遊技ホールの管理
者にとって第２の報知を確認する機会が生じる。
【０３８９】
　特徴Ａ２０．前記報知実行手段は、
　予め定められた解除許容状況において前記第２の報知が実行されている場合に前記報知
終了条件が成立することで、前記解除条件が成立していると判定する解除条件成立判定手
段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ９１１の処理を実行する機能）と、
　当該解除条件成立判定手段により前記解除条件が成立していると判定されたことに基づ
いて、それまで報知対象となっていた前記要報知情報をその後に前記報知開始条件が成立
したとしても報知対象とならないようにする報知対象解除手段（監視側ＭＰＵ９１におけ
るステップＳ９１３の処理を実行する機能）と、



(61) JP 5343418 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

を備えていることを特徴とする特徴Ａ１８又はＡ１９に記載の遊技機。
【０３９０】
　特徴Ａ２０によれば、監視対象の事象が発生して要報知情報が記憶された場合には、解
除許容状況となるだけでは当該要報知情報は依然として報知対象に維持され、解除許容状
況において第２の報知が実行されるとともに当該第２の報知について報知終了条件が成立
することで当該要報知情報は報知対象ではなくなる。つまり、要報知情報が記憶された場
合には少なくとも１回は第２の報知が実行されるとともに、解除許容状況ではない状況で
第２の報知が開始されて当該第２の報知が終了されたとしても、その後に少なくとも１回
は第２の報知が実行される。よって、遊技ホールの管理者にとって第２の報知を確認する
機会が高まり、不正行為が行われたとしてもそれを発見し易くなる。
【０３９１】
　「解除許容状況」には、所定期間が含まれるとともに、キー操作や暗証番号入力がなさ
れている状況も含まれる。
【０３９２】
　特徴Ａ２１．前記解除許容状況は、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶さ
れてから所定期間が経過している状況又は当該要報知情報に係る事象が発生してから所定
期間が経過している状況のことであることを特徴とする特徴Ａ２０に記載の遊技機。
【０３９３】
　特徴Ａ２１によれば、監視対象の事象が発生して要報知情報が記憶された場合、当該要
報知情報が報知対象とならないようにするためには、当該要報知情報が記憶されてから所
定期間が経過した後に又は当該要報知情報に係る事象が発生してから所定期間が経過した
後に、第２の報知の報知終了条件を成立させる必要が生じる。不正行為者が遊技機に対し
て不正を施した後に遊技ホールに居続けることは起こり難いと考えられるため、再報知の
解除を不正行為者が行うことは困難なものとなる。
【０３９４】
　なお、「所定期間が経過している状況」を特定する構成として具体的には、ＲＴＣやカ
ウンタエリアといった計測手段を用いて所定期間の計測を行い、解除許容状況か否かの判
定はかかる計測手段にて計測されている情報に基づいて行う構成としてもよい。
【０３９５】
　特徴Ａ２２．前記監視実行手段における監視対象の事象は複数種類設定されており、
　前記要報知情報記憶手段は複数の記憶領域を備えており、それら複数の記憶領域のそれ
ぞれには、前記要報知情報として、所定の監視期間において前記監視実行手段により発生
が特定された事象の種類の情報を含む情報が順次記憶される構成であり、
　前記報知開始手段は、前記要報知情報記憶手段に複数種類の事象に関して報知対象の要
報知情報が記憶されている場合には、前記報知開始条件が成立する度に、それら要報知情
報に対応した全ての種類の事象についてそれら事象の種類の内容が分かる態様で前記第２
の報知を開始させるものであり、
　前記報知対象解除手段は、前記要報知情報記憶手段に報知対象の要報知情報が記憶され
ている状況において前記監視実行手段により前記監視対象の事象の発生が新たに特定され
て前記要報知情報記憶手段に新たな要報知情報が記憶された場合、当該新たな要報知情報
が前記要報知情報記憶手段に記憶されてから所定期間が経過した状態で又は当該新たな要
報知情報に係る事象が発生してから所定期間が経過した状態で当該新たな要報知情報が報
知対象とならないように設定するまでは、既に記憶されていた報知対象の前記要報知情報
を報知対象として維持するものであることを特徴とする特徴Ａ２０又はＡ２１に記載の遊
技機。
【０３９６】
　特徴Ａ２２によれば、遊技機に対して複数種の不正が施されたとしても、遊技ホールの
管理者にとっては第２の報知を確認することでそれらの不正の種類を個別に把握すること
ができる。
【０３９７】
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　また、不正行為者が重度の不正を施した後に、他の監視対象の事象を発生させることが
想定される。この場合、先に施した不正については第２の報知が実行されないが、後に施
した不正については第２の報知が実行される構成を想定すると、遊技ホールの管理者が不
正の本質を見誤ることが懸念される。これに対して、本特徴Ａ２２によれば、既に要報知
情報が記憶されている状況において新たに要報知情報が記憶された場合には、当該新たな
要報知情報が記憶されてから所定期間が経過した状態で又は当該新たな要報知情報に係る
事象が発生してから所定期間が経過した状態で当該新たな要報知情報が報知対象とならな
いように設定されるまでは既に記憶されていた報知対象の要報知情報は報知対象として維
持されるため、上記後に施した不正について第２の報知が実行される場合には上記先に施
した不正について第２の報知が実行される。よって、遊技ホールの管理者が不正の本質を
見誤る可能性が低減される。
【０３９８】
　特徴Ａ２３．前記第２監視制御手段は、前記解除条件を変更可能な解除条件変更手段（
監視側ＭＰＵ９１における終了基準変更処理を実行する機能）を備えていることを特徴と
する特徴Ａ１８乃至Ａ２２のいずれか１に記載の遊技機。
【０３９９】
　特徴Ａ２３によれば、解除条件を変更することができるため、不正行為者にとっては解
除条件に不規則性が生じ、解除条件の特定が行いづらくなる。
【０４００】
　特徴Ａ２４．前記解除条件変更手段は、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記
憶されている状況においては前記解除条件の変更を不可とするものであることを特徴とす
る特徴Ａ２３に記載の遊技機。
【０４０１】
　特徴Ａ２４によれば、不正行為者が遊技機に搭載された装置などに不正を施した後に解
除条件を変更して第２の報知が実行されないようにしようとする行為を阻止することが可
能となる。
【０４０２】
　特徴Ａ２５．少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に前記第２監視
制御手段に動作電力を供給する電断中用電源手段（電断中用電源部９３）を備え、
　前記監視実行手段は、遊技機自身に動作電力が供給されている場合及び遊技機自身に動
作電力が供給されていない場合の両方の状況において、監視対象の事象が発生しているか
否かを監視するものであり、
　前記第２監視制御手段は、
　当該監視実行手段において監視を行うことが可能な期間のうち、所定の監視期間の情報
を記憶する監視期間情報記憶手段（監視側ＲＡＭ１６２の報知用監視期間記憶エリア１９
５）と、
　前記所定の監視期間において前記監視実行手段により前記監視対象の事象が発生してい
ると特定されたことに基づいて、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報を記憶させる
要報知情報記憶実行手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ５１１の処理を実行する
機能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１７乃至Ａ２４のいずれか１に記載の遊技機。
【０４０３】
　特徴Ａ２５によれば、第２監視制御手段において、遊技機自身に動作電力が供給されて
いる場合及び遊技機自身に動作電力が供給されていない場合のいずれにおいても監視を行
えるようにしつつ、第２の報知が必要以上に実行されることを抑えることが可能となる。
【０４０４】
　なお、前記第２監視制御手段は、前記所定の監視期間を変更可能な監視期間変更手段を
備えた構成としてもよい。また、このように監視期間変更手段を備えた構成においては、
前記第２監視制御手段は、所定のキー操作又は所定の暗証情報登録操作がなされた場合に
前記監視期間変更手段による前記所定の監視期間の変更を許可する変更許可手段を備えた
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構成としてもよい。
【０４０５】
　特徴Ａ２６．前記監視実行手段により監視される監視対象の事象は複数種類設定されて
おり、
　前記要報知情報記憶実行手段は、前記複数種類設定された監視対象の事象のうち一部の
事象については前記所定の監視期間に発生した場合に当該事象に対応した情報を前記要報
知情報として前記要報知情報記憶手段に記憶させ、前記複数種類設定された監視対象の事
象のうち他の事象については前記所定の監視期間に発生した場合及び前記所定の監視期間
外に発生した場合のいずれにおいても当該事象に対応した情報を前記要報知情報として前
記要報知情報記憶手段に記憶させるものであることを特徴とする特徴Ａ２５に記載の遊技
機。
【０４０６】
　特徴Ａ２６によれば、複数種類設定された監視対象の事象のうち報知が優先されるべき
事象についてはその発生したタイミングが所定の監視期間中であるか否かに関係なく第２
の報知を実行するようにしつつ、報知が優先されるべき事象以外の事象についてはその発
生したタイミングが所定の監視期間中である場合にのみ要報知情報を記憶する構成とした
ことにより要報知情報記憶手段に必要な記憶容量を抑えることが可能となる。
【０４０７】
　特徴Ａ２７．支持対象（筐体１１）に対して開閉可能に支持された開閉体（前面扉１２
）を備え、当該開閉体を開放状態とすることで遊技機内部又は遊技機の背面側が開放され
る構成であり、
　前記監視実行手段により監視される複数種類の監視対象の事象として前記開閉体が開放
されたか否かの事象が含まれているとともに、当該事象が前記一部の事象に含まれている
ことを特徴とする特徴Ａ２６に記載の遊技機。
【０４０８】
　開閉体の開放は、遊技機に搭載された装置のメンテナンスなどに際して遊技ホールの営
業中に比較的高い頻度で行われる。そして、かかる開閉体の開放は、当然のことながら不
正行為に該当しない。その一方、不正行為者は、開閉体を開放させた状態で不正を施すも
のと考えられる。このような事情において、特徴Ａ２７によれば、所定の監視期間に開閉
体の開放が行われた場合にはそれに対して要報知情報を記憶して第２の報知を実行するよ
うにし、所定の監視期間外に開閉体の開放が行われた場合には要報知情報を記憶しないよ
うにしたことにより、上記不正行為を好適に監視しつつ、不正行為に該当しない開閉体の
開放に対して要報知情報が記憶されること及び第２の報知が実行されてしまうことが抑え
られる。
【０４０９】
　特徴Ａ２８．前記第２監視制御手段は、前記第２の報知を実行する場合、遊技機自身へ
の動作電力の供給が開始されたことに基づいて、前記第２の報知を開始するものであるこ
とを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ２７のいずれか１に記載の遊技機。
【０４１０】
　特徴Ａ２８によれば、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況において監視対象
の事象が発生した場合に、遊技機自身に動作電力が供給されている状況において第２の報
知を実行する構成において、遊技ホールの管理者にとって第２の報知の開始タイミングが
明確となるとともに、当該第２の報知を比較的早いタイミングで開始することができる。
【０４１１】
　特徴Ａ２９．前記第２監視制御手段は、前記第２の報知を実行する場合、遊技機自身に
動作電力が供給されている状況において遊技媒体の払出に係る異常が発生したことに基づ
いて、前記第２の報知を開始するものであることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ２８のいず
れか１に記載の遊技機。
【０４１２】
　遊技機に対する不正は、遊技媒体の払出を不正に受けることを目的として行われるもの
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と考えられる。この場合に、特徴Ａ２９によれば、遊技媒体の払出に係る異常が発生した
ことに基づいて第２の報知が開始されるため、遊技ホールの管理者にとっては不正行為に
対して適切に対処することが可能となる。
【０４１３】
　特徴Ａ３０．少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に前記第２監視
制御手段に動作電力を供給する電断中用電源手段（電断中用電源部９３）を備え、
　前記第２監視制御手段は、当該第２監視制御手段に動作電力が供給されている状況にお
いて少なくとも時刻情報を計測するための計測手段（ＲＴＣ１６３）を備え、当該計測手
段の計測結果に基づいて前記第２の報知を実行する場合には監視対象の事象が発生した時
刻の情報が少なくとも報知される構成であり、
　さらに、前記第２監視制御手段は、
　前記計測手段にて計測されている情報を修正可能な修正手段（監視側ＭＰＵ９１におけ
るステップＳ６０８の処理を実行する機能）と、
　前記第２監視制御手段自身に動作電力が供給されていない状況が発生したか否かを判定
する電力遮断判定手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ６０２の処理を実行する機
能）と、
　当該電力遮断判定手段により第２監視制御手段自身に動作電力が供給されていない状況
が発生したと判定されたことに基づいて、予め定められた特別報知が実行されるように前
記第２報知手段又は当該第２報知手段とは異なる報知手段を制御する特別報知実行手段（
監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ６０３及びステップＳ８２３の処理を実行する機能
）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ａ１乃至Ａ２９のいずれか１に記載の遊技機。
【０４１４】
　特徴Ａ３０によれば、第２の報知が実行される場合、少なくとも監視対象の事象が発生
した時刻の情報が報知されるため、例えば、遊技ホールに監視カメラなどが設置されてい
る場合には、遊技ホールの管理者は第２の報知によって特定した時刻の監視カメラの映像
を確認することで、不正行為者の特定などを行うことが可能となる。この場合に、電断中
電源手段からの動作電力の供給が停止されることが想定され、そうすると計測手段におい
て計測されている時刻の情報が正確ではなくなる可能性が生じる。これに対して、特徴Ａ
３０によれば、第２監視制御手段自身に動作電力が供給されていない状況が発生した場合
には、特別報知が実行されるため、遊技ホールの管理者に計測手段において計測されてい
る時刻の情報の修正を促すことが可能となる。
【０４１５】
　特徴Ｂ１．予め定められた監視対象の事象が発生しているか否かを監視する監視実行手
段（監視側ＭＰＵ９１における監視処理を実行する機能）と、
　当該監視実行手段により前記監視対象の事象が発生していると特定された場合に要報知
情報を記憶する要報知情報記憶手段（監視側ＲＡＭ１６２の報知用監視履歴記憶エリア１
９２）と、
　当該要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、報知手段
において予め定められた特別報知が実行されるようにする報知実行手段（監視側ＭＰＵ９
１における異常報知設定用処理、表示制御処理及び異常報知解除用処理を実行する機能）
と、
を備え、
　当該報知実行手段は、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、前記特別
報知を開始させる報知開始手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ７０３の処理及び
ステップＳ８０９の処理を実行する機能）と、
　予め定められた報知終了条件が成立したことに基づいて、前記特別報知を終了させる報
知終了手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ９０９の処理を実行する機能）と、
を備え、



(65) JP 5343418 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶された場合、当該要報知情報が記憶さ
れていることに対する前記特別報知は、前記報知終了手段による終了対象に一旦なったと
しても、予め定められた報知開始条件が成立した場合に再度開始されるよう構成されてい
ることを特徴とする遊技機。
【０４１６】
　特徴Ｂ１によれば、予め定められた報知開始条件が成立した場合には、同一の要報知情
報を要因として第２の報知が再度実行される。これにより、所定の装置などに不正を施し
た者が、遊技ホールの管理者に対して報知が行われないようにするために、不正を施すの
に合わせて特別報知を終了させたとしても、その際に解除条件が成立していないのであれ
ば、特別報知が再度実行される。したがって、遊技ホールの管理者にとっては上記不正行
為を発見し易くなる。
【０４１７】
　特徴Ｂ２．予め定められた監視対象の事象が発生しているか否かを監視する監視実行手
段（監視側ＭＰＵ９１における監視処理を実行する機能）と、
　当該監視実行手段により前記監視対象の事象が発生していると特定された場合に要報知
情報を記憶する要報知情報記憶手段（監視側ＲＡＭ１６２の報知用監視履歴記憶エリア１
９２）と、
　当該要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、報知手段
において予め定められた特別報知が実行されるようにする報知実行手段（監視側ＭＰＵ９
１における異常報知設定用処理、表示制御処理及び異常報知解除用処理を実行する機能）
と、
を備え、
　当該報知実行手段は、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されていることに基づいて、前記特別
報知を開始させる報知開始手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ７０３の処理及び
ステップＳ８０９の処理を実行する機能）と、
　予め定められた報知終了条件が成立したことに基づいて、前記特別報知を終了させる報
知終了手段（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ９０９の処理を実行する機能）と、
を備え、
　前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶された場合、当該要報知情報が記憶さ
れていることに対する前記特別報知は、前記報知終了手段による終了対象に一旦なったと
しても、予め定められた解除条件が成立するまでは予め定められた報知開始条件が成立す
る度に再度開始されるよう構成されていることを特徴とする遊技機。
【０４１８】
　特徴Ｂ２によれば、予め定められた解除条件が成立するまでは、予め定められた報知開
始条件が成立する度に、同一の要報知情報を要因として第２の報知が繰り返し実行される
。これにより、所定の装置などに不正を施した者が、遊技ホールの管理者に対して報知が
行われないようにするために、不正を施すのに合わせて特別報知を終了させたとしても、
その際に解除条件が成立していないのであれば、特別報知が再度実行される。したがって
、遊技ホールの管理者にとっては上記不正行為を発見し易くなる。
【０４１９】
　なお、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶されている状況において前記報
知開始条件が成立した場合に、報知実行用情報を記憶する報知実行用情報記憶手段を備え
、前記報知開始手段は、前記報知実行用情報記憶手段に前記報知実行用情報が記憶されて
いる状況において前記特別報知が実行されていない場合に当該特別報知を開始させるもの
であり、前記報知終了手段は、前記報知終了条件が成立したことに基づいて、前記報知実
行用情報記憶手段から前記報知実行用情報を消去するとともに、前記特別報知を終了させ
るものであり、さらに、前記解除条件が成立したことに基づいて、それまで報知対象とな
っていた前記要報知情報をその後に前記報知開始条件が成立したとしても報知対象となら
ないようにする報知対象解除手段を備えている構成としてもよい。
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【０４２０】
　特徴Ｂ３．前記特別報知を終了させる場合に終了情報を受け付ける終了受付手段を備え
、
　前記報知終了手段は、前記終了受付手段にて前記終了情報を受け付けた場合に前記報知
終了条件が成立しているとして前記特別報知を終了させるものであることを特徴とする特
徴Ｂ２に記載の遊技機。
【０４２１】
　特徴Ｂ３によれば、遊技ホールの管理者にとっては、終了受付手段に終了情報を受け付
けさせることで特別報知を終了させることができるため、かかる報知を終了させる場合の
作業性が向上する。但し、このように特別報知を終了させる場合の作業性を向上させると
、不正行為者にとっても特別報知を終了させ易くなる。これに対して、上記特徴Ｂ２の構
成を備え、解除条件が成立するまでは、同一の要報知情報を要因として特別報知が開始さ
れるため、仮に不正行為者によって特別報知が終了させられたとしても特別報知が再度開
始されることで、遊技ホールの管理者にとって特別報知を確認する機会が生じる。
【０４２２】
　特徴Ｂ４．前記報知実行手段は、
　予め定められた解除許容状況において前記特別報知が実行されている場合に前記報知終
了条件が成立することで、前記解除条件が成立していると判定する解除条件成立判定手段
（監視側ＭＰＵ９１におけるステップＳ９１１の処理を実行する機能）と、
　当該解除条件成立判定手段により前記解除条件が成立していると判定されたことに基づ
いて、それまで報知対象となっていた前記要報知情報をその後に前記報知開始条件が成立
したとしても報知対象とならないようにする報知対象解除手段（監視側ＭＰＵ９１におけ
るステップＳ９１３の処理を実行する機能）と、
を備えていることを特徴とする特徴Ｂ２又は特徴Ｂ３に記載の遊技機。
【０４２３】
　特徴Ｂ４によれば、監視対象の事象が発生して要報知情報が記憶された場合には、解除
許容状況となるだけでは当該要報知情報は依然として報知対象に維持され、解除許容状況
において特別報知が実行されるとともに当該特別報知について報知終了条件が成立するこ
とで当該要報知情報は報知対象ではなくなる。つまり、要報知情報が記憶された場合には
少なくとも１回は特別報知が実行されるとともに、解除許容状況ではない状況で特別報知
が開始されて当該特別報知が終了されたとしても、その後に少なくとも１回は特別報知が
実行される。よって、遊技ホールの管理者にとって特別報知を確認する機会が高まり、不
正行為が行われたとしてもそれを発見し易くなる。
【０４２４】
　「解除許容状況」には、所定期間が含まれるとともに、キー操作や暗証番号入力がなさ
れている状況も含まれる。
【０４２５】
　特徴Ｂ５．前記解除許容状況は、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶され
てから所定期間が経過している状況又は当該要報知情報に係る事象が発生してから所定期
間が経過している状況のことであることを特徴とする特徴Ｂ４に記載の遊技機。
【０４２６】
　特徴Ｂ５によれば、監視対象の事象が発生して要報知情報が記憶された場合、当該要報
知情報が報知対象とならないようにするためには、当該要報知情報が記憶されてから所定
期間が経過した後に又は当該要報知情報に係る事象が発生してから所定期間が経過した後
に、特別報知の報知終了条件を成立させる必要が生じる。不正行為者が遊技機に対して不
正を施した後に遊技ホールに居続けることは起こり難いと考えられるため、再報知の解除
を不正行為者が行うことは困難なものとなる。
【０４２７】
　なお、「所定期間が経過している状況」を特定する構成として具体的には、ＲＴＣやカ
ウンタエリアといった計測手段を用いて所定期間の計測を行い、解除許容状況か否かの判
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定はかかる計測手段にて計測されている情報に基づいて行う構成としてもよい。
【０４２８】
　特徴Ｂ６．前記監視実行手段における監視対象の事象は複数種類設定されており、
　前記要報知情報記憶手段は複数の記憶領域を備えており、それら複数の記憶領域のそれ
ぞれには、前記要報知情報として、所定の監視期間において前記監視実行手段により発生
が特定された事象の種類の情報を含む情報が順次記憶される構成であり、
　前記報知開始手段は、前記要報知情報記憶手段に複数種類の事象に関して報知対象の要
報知情報が記憶されている場合には、前記報知開始条件が成立する度に、それら要報知情
報に対応した全ての種類の事象についてそれら事象の種類の内容が分かる態様で前記特別
報知を開始させるものであり、
　前記報知対象解除手段は、前記要報知情報記憶手段に報知対象の要報知情報が記憶され
ている状況において前記監視実行手段により前記監視対象の事象の発生が新たに特定され
て前記要報知情報記憶手段に新たな要報知情報が記憶された場合、当該新たな要報知情報
が前記要報知情報記憶手段に記憶されてから所定期間が経過した状態で又は当該新たな要
報知情報に係る事象が発生してから所定期間が経過した状態で当該新たな要報知情報が報
知対象とならないように設定するまでは、既に記憶されていた報知対象の前記要報知情報
を報知対象として維持するものであることを特徴とする特徴Ｂ４又は特徴Ｂ５に記載の遊
技機。
【０４２９】
　特徴Ｂ６によれば、遊技機に対して複数種の不正が施されたとしても、遊技ホールの管
理者にとっては特別報知を確認することでそれらの不正の種類を個別に把握することがで
きる。
【０４３０】
　また、不正行為者が重度の不正を施した後に、他の監視対象の事象を発生させることが
想定される。この場合、先に施した不正については特別報知が実行されないが、後に施し
た不正については特別報知が実行される構成を想定すると、遊技ホールの管理者が不正の
本質を見誤ることが懸念される。これに対して、本特徴Ｂ６によれば、既に要報知情報が
記憶されている状況において新たに要報知情報が記憶された場合には、当該新たな要報知
情報が記憶されてから所定期間が経過した状態で又は当該新たな要報知情報に係る事象が
発生してから所定期間が経過した状態で当該新たな要報知情報が報知対象とならないよう
に設定されるまでは既に記憶されていた報知対象の要報知情報は報知対象として維持され
るため、上記後に施した不正について特別報知が実行される場合には上記先に施した不正
について特別報知が実行される。よって、遊技ホールの管理者が不正の本質を見誤る可能
性が低減される。
【０４３１】
　特徴Ｂ７．前記解除条件を変更可能な解除条件変更手段（監視側ＭＰＵ９１における終
了基準変更処理を実行する機能）を備えていることを特徴とする特徴Ｂ２乃至特徴Ｂ６の
いずれか１に記載の遊技機。
【０４３２】
　特徴Ｂ７によれば、解除条件を変更することができるため、不正行為者にとっては解除
条件に不規則性が生じ、解除条件の特定が行いづらくなる。
【０４３３】
　特徴Ｂ８．前記解除条件変更手段は、前記要報知情報記憶手段に前記要報知情報が記憶
されている状況においては前記解除条件の変更を不可とするものであることを特徴とする
特徴Ｂ７に記載の遊技機。
【０４３４】
　特徴Ｂ８によれば、不正行為者が遊技機に搭載された装置などに不正を施した後に解除
条件を変更して特別報知が実行されないようにしようとする行為を阻止することが可能と
なる。
【０４３５】
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　特徴Ｂ９．遊技機自身に動作電力が供給されている場合に動作可能であり、所定の事象
が発生しているか否かの監視制御を実行する第１監視制御手段（主側ＭＰＵ１２２）と、
　当該第１監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されたことに基づ
いて、予め定められた報知が実行されるようにする制御する報知制御手段と、
　前記監視実行手段、前記要報知情報記憶手段及び前記報知実行手段を有し、前記第１監
視制御手段及び前記報知制御手段とは物理的に独立して設けられた第２監視制御手段と、
を備え、
　前記監視実行手段は、少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に前記
監視対象の事象が発生しているか否かを監視するものであることを特徴とする特徴Ｂ２乃
至Ｂ８のいずれか１に記載の遊技機。
【０４３６】
　特徴Ｂ９によれば、第１監視制御手段が設けられていることにより、遊技機自身に動作
電力が供給されている場合において所定の監視を行うことができるとともに、第２監視制
御手段が設けられていることにより、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況であ
っても所定の監視を行うことができる。また、第１監視制御手段と第２監視制御手段とが
物理的に独立して設けられているため、これら両監視制御手段が同一の素子などとして設
けられている構成に比べ、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況で必要な動作電
力の低電力化を図ることができる。
【０４３７】
　なお、本特徴Ｂ９に対して、上記特徴Ａ５乃至Ａ１６、Ａ２５乃至Ａ３０のいずれか１
において限定した構成を適用してもよい。この場合、「特別報知」は「第２の報知」に相
当する。また、「第１報知手段」と「第２報知手段」とが別の「報知手段」であることは
必須ではなく、「第１報知手段」と「第２報知手段」とが共通の「報知手段」であるもの
として適用してもよい。
【０４３８】
　特徴Ｃ１．遊技機自身に動作電力が供給されている場合に動作可能であり、所定の事象
が発生しているか否かの監視制御を実行する第１監視制御手段（主側ＭＰＵ１２２）と、
　前記第１監視制御手段において監視対象の事象が発生していると特定されたことに基づ
いて、予め定められた第１の報知が実行されるようにする報知制御手段（副側ＭＰＵ８５
）と、
　少なくとも遊技機自身に動作電力が供給されていない場合に動作可能であり、さらに前
記所定の事象又は前記所定の事象とは異なる事象が発生しているか否かの監視制御を実行
するとともに、監視対象の事象が発生していると特定したことに基づいて、予め定められ
た第２の報知が実行されるようにする第２監視制御手段（監視側ＭＰＵ９１）と、
を備え、
　内部空間の開放に際して痕跡が残るように形成された又は当該内部空間の開放に際して
痕跡を残す痕跡手段が設けられたボックス（基板ボックス８４）の前記内部空間に、前記
第１監視制御手段又は前記報知制御手段の少なくとも一方を有する第１制御手段と前記第
２監視制御手段を有する第２制御手段とが収容されていることを特徴とする遊技機。
【０４３９】
　特徴Ｃ１によれば、第１監視制御手段が設けられていることにより、遊技機自身に動作
電力が供給されている場合において所定の監視を行うことができるとともに、第２監視制
御手段が設けられていることにより、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況であ
っても所定の監視を行うことができる。また、第１監視制御手段及び報知制御手段と第２
監視制御手段とが物理的に独立して設けられているため、これら手段が同一の素子などと
して設けられている構成に比べ、遊技機自身に動作電力が供給されていない状況で必要な
動作電力の低電力化を図ることができる。
【０４４０】
　この場合に、前記第１監視制御手段又は報知制御手段の少なくとも一方を有する第１制
御手段と第２監視制御手段を有する第２制御手段とが同一のボックスの内部空間に収容さ



(69) JP 5343418 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

れているため、第１制御手段と第２制御手段との間に信号経路が存在する場合に、当該信
号経路に不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。また、第２制御手段専用にボック
スを設ける構成に比べ、ボックスの数を抑えることができるとともに、遊技機において制
御用のボックスを設けるためのスペースの縮小化も図られる。特に、第１制御手段におい
て第２制御手段が正常に動作しているか否かの監視が行われる構成や、第２制御手段にお
ける監視結果が第１制御手段を通じて第１報知手段にて実行される構成においては、第１
制御手段と第２制御手段との間の信号経路に不正が行われる可能性があるが、本特徴Ｃ１
の構成によれば、かかる不正行為を好適に抑制することが可能となる。
【０４４１】
　特徴Ｃ２．前記第１制御手段は第１基板（副制御基板８２）に設けられているとともに
、前記第２制御手段は第２基板（監視制御基板８３）に設けられていることを特徴とする
特徴Ｃ１に記載の遊技機。
【０４４２】
　特徴Ｃ２によれば、第１制御手段と第２制御手段とがそれぞれ別の基板に設けられてい
ることにより、第１制御手段又は第２制御手段の一方に異常等が生じた場合には、その対
応する基板のみを交換するだけで済む。
【０４４３】
　特徴Ｃ３．前記第１基板に設けられた第１接続部と前記第２基板に設けられた第２接続
部とが信号線を介することなく接続されていることにより、前記第１基板と前記第２基板
とが電気的に接続されていることを特徴とする特徴Ｃ２に記載の遊技機。
【０４４４】
　特徴Ｃ３によれば、第１基板と第２基板とが信号線を介することなく電気的に接続され
ているため、両基板間の信号経路に対して不正を施そうとしてもそれが行いづらくなる。
【０４４５】
　特徴Ｃ４．前記第１制御手段が前記ボックスの外部に設けられたものとの間で信号の伝
送を行うための信号線が接続されている第１接続部（信号線用コネクタ８８ｂに設けられ
た端子）と、前記第２制御手段が前記ボックスの外部に設けられたものとの間で信号の伝
送を行うための信号線が接続されている第２接続部（信号線用コネクタ８８ｂに設けられ
た端子）とが、前記第１基板又は前記第２基板の一方に集約させて設けられていることを
特徴とする特徴Ｃ２又はＣ３に記載の遊技機。
【０４４６】
　特徴Ｃ４によれば、第１接続部と第２接続部とが、第１基板又は第２基板の一方に集約
させて設けられているため、第２制御手段から送信される信号を伝送するための信号線に
対して不正を行うべくそれを特定しようとしても、当該特定を行いづらくなる。
【０４４７】
　特徴Ｃ５．前記第１接続部及び前記第２接続部は前記ボックスに形成された開口部（開
口部１０５）を通じて当該ボックス外部に露出しており、
　前記第１接続部及び前記第２接続部は前記第１基板に集約させて設けられていることを
特徴とする特徴Ｃ４に記載の遊技機。
【０４４８】
　特徴Ｃ５によれば、ボックスに第１接続部及び第２接続部をボックス外部に露出させる
ための開口部が形成された構成においては、当該開口部を通じてボックス内にリード線な
どを挿入して第２制御手段や第２基板に対して不正を施そうとする行為が想定される。こ
れに対して、第１接続部及び第２接続部が第１基板に集約させて設けられているため、ボ
ックス内にリード線などが挿入されたとしても、当該リード線が第２制御手段や第２基板
に到達しづらくなる。
【０４４９】
　特徴Ｃ６．前記第２監視制御手段は、所定の出力条件が成立した場合に自身が正常に動
作していることを示す正常動作信号（報知有りコマンド又は報知無しコマンド）を出力す
るものであり、
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　前記第１制御手段は、前記正常動作信号が出力されているか否かを監視し、前記所定の
出力条件が成立したにも関わらず前記正常動作信号が出力されない状況が発生した場合に
は所定の報知を行うための処理を実行する正常動作監視手段（副側ＭＰＵ８５におけるス
テップＳ１００７、ステップＳ１２０７～ステップＳ１２０９の各処理を実行する機能）
を備えていることを特徴とする特徴Ｃ１乃至Ｃ５のいずれか１に記載の遊技機。
【０４５０】
　特徴Ｃ６によれば、第２監視制御手段が正常に動作しているか否かが、正常動作監視手
段にて監視されるため、第２監視制御手段が正常に動作しないように不正が施されたとし
ても、それに対処することが可能となる。
【０４５１】
　なお、上記特徴Ｃ１乃至Ｃ６のいずれか１に対して、上記特徴Ａ２乃至Ａ４、Ａ１１乃
至Ａ３０のいずれか１において限定した構成を適用してもよい。この場合、「第１報知手
段」と「第２報知手段」とが別の「報知手段」であることは必須ではなく、「第１報知手
段」と「第２報知手段」とが共通の「報知手段」であるものとして適用してもよい。
【０４５２】
　なお、上記各特徴によれば以下の課題を解決することが可能である。
【０４５３】
　遊技機の一種であるスロットマシンとして、電源投入中にスロットマシン自身の動作に
ついて制御装置によって所定の事象が発生しているか否かの監視を行い、所定の監視結果
となった場合にはその旨の報知などを実行するものが知られている。かかる監視として、
例えば特許文献１（特開２００７－１９５９３８号公報）には、遊技の開始に際して投入
されたメダルを検知する機能を有するセレクタに対して不正行為が行われているか否かを
、遊技を統括管理するメインの制御装置において監視するとともに、不正行為が行われて
いることを認識した場合には異常報知を実行する構成が開示されている。このように異常
報知が実行されることで、遊技ホールの管理者等は上記不正行為に対処することが可能と
なる。
【０４５４】
　しかしながら、遊技ホールでは通常、スロットマシンの継続的な通電に起因した遊技部
品等の劣化を抑制したり省エネルギ化を実現したりするために、閉店後にはスロットマシ
ンの電源を遮断している。スロットマシンの電源遮断後には、上記メインの制御装置への
電力供給が停止され、上記のような監視を行うことができない。
【０４５５】
　これに対して、例えば、スロットマシンの電源遮断後においても上記メインの制御装置
への電力供給が維持される構成とすることが考えられる。しかしながら、この場合、上記
メインの制御装置をそのまま動作させるための動作電力を、スロットマシンの電源遮断中
に供給する必要が生じる。そうすると、電源遮断中に動作電力を供給するためのバッテリ
などとして大電池容量のものを用いる必要が生じ、スロットマシンのイニシャルコストが
高くなってしまう。
【０４５６】
　また、電源遮断中の不正行為では電源投入中の不正行為よりも手の込んだ行為が行われ
る可能性がある。そうすると、電源遮断中において監視対象の事象の発生を特定した場合
には、それに対する報知は明確に行われることが好ましい。これに対して、例えば、上記
のように電源投入中に監視を行う制御装置にて電源遮断中の監視を行う構成において、両
者の監視結果の報知が同一又は類似した態様でなされると、上記のような明確な報知を行
いづらくなる。
【０４５７】
　なお、上記問題は、スロットマシンに限って発生するものではなく、他の遊技機にも同
様に発生するものである。
【０４５８】
　以下に、以上の各特徴を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
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【０４５９】
　パチンコ遊技機：遊技者が操作する操作手段と、その操作手段の操作に基づいて遊技球
を発射する遊技球発射手段と、その発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路と、
遊技領域内に配置された各遊技部品とを備え、それら各遊技部品のうち所定の通過部を遊
技球が通過した場合に遊技者に特典を付与する遊技機。
【０４６０】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：複数の絵柄を可変表示させる絵柄表示装置を備え、
始動操作手段の操作に起因して前記複数の絵柄の可変表示が開始され、停止操作手段の操
作に起因して又は所定時間経過することにより前記複数の絵柄の可変表示が停止され、そ
の停止後の絵柄に応じて遊技者に特典を付与する遊技機。
【図面の簡単な説明】
【０４６１】
【図１】第１の実施の形態におけるスロットマシンの斜視図である。
【図２】前面扉を開いた状態を示すスロットマシンの斜視図である。
【図３】前面扉の背面図である。
【図４】筐体の正面図である。
【図５】副制御装置の斜視図である。
【図６】副制御装置の分解斜視図である。
【図７】スロットマシンのブロック図である。
【図８】主側ＭＰＵにより実行されるタイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図９】メイン処理を示すフローチャートである。
【図１０】通常処理を示すフローチャートである。
【図１１】異常の監視及び監視結果の報知に関する電気的構成を示すブロック図である。
【図１２】（ａ）接続ユニットの構成を示す正面図であり、（ｂ），（ｃ）別の接続ユニ
ットの構成を示す断面図である。
【図１３】（ａ）副側ＲＡＭの構成を示す説明図であり、（ｂ）監視側ＲＡＭの構成を示
す説明図である。
【図１４】監視側ＭＰＵにより実行される通常処理を示すフローチャートである。
【図１５】監視処理を示すフローチャートである。
【図１６】時間等設定用処理を示すフローチャートである。
【図１７】異常報知設定用処理を示すフローチャートである。
【図１８】表示制御処理を示すフローチャートである。
【図１９】異常報知解除用処理を示すフローチャートである。
【図２０】副側ＭＰＵにより実行される通常処理を示すフローチャートである。
【図２１】通常時の異常報知設定用処理を示すフローチャートである。
【図２２】立ち上げ時の異常報知設定用処理を示すフローチャートである。
【図２３】報知解除用処理を示すフローチャートである。
【図２４】監視側ＭＰＵにて特定された異常に対する報知の様子を示すタイムチャートで
ある。
【図２５】第２の実施の形態における異常報知設定用処理を示すフローチャートである。
【図２６】第３の実施の形態における終了基準変更処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０４６２】
　１０…スロットマシン、１１…筐体、１２…前面扉、６３…演出用表示装置、８２…副
制御基板、８３…監視制御基板、８４…基板ボックス、８５…副側ＭＰＵ、８８ｂ…信号
線用コネクタ、９１…監視側ＭＰＵ、９３…電断中用電源部、１０５…開口部、１１１…
報知用装置、１１４…決定操作部、１１５…選択操作部、１２２…主側ＭＰＵ、１５２…
副側ＲＡＭ、１６２…監視側ＲＡＭ、１６３…ＲＴＣ、１７２…第１接続ユニット、１７
３…第２接続ユニット、１９２…報知用監視履歴記憶エリア。
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】 【図２４】
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